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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年６月１７日

自  午前１０時３９分

至  午前１０時４２分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 千住 良治 君

副 委 員 長 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

    〃 本多 泰邦 君

    〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１０時３９分 開会 ―

【千住委員長】ただいまから観光生活建設委員

会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。会議録署名委

員は、深堀委員、ごう委員のご両人にお願いい

たします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和6年6月定例会における
本委員会の審査内容等を決定するための委員間

討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４０分 休憩 ―

― 午前１０時４１分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかにご意見等がないようです

ので、これをもちまして、本日の観光生活建設

委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１０時４２分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年６月２８日

自  午前１０時 １分

至  午後 ３時 ２分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委   員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な  し ，

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 中尾 吉宏 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

土 木 部 次 長 吉田 弘毅 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

椎名 大介 君

監 理 課 長 高稲 稔也 君

建設 企画課 長 金子 哲也 君

建設企画課企画監 城戸  学 君

都市政策課長(参事監) 田坂 朋裕 君

道路 建設課 長 北原 雄一 君

道路 維持課 長 田﨑  智 君

港 湾 課 長 松本 伸彦 君

港湾 課企画 監 田中  隆 君

河 川 課 長 小川 秀文 君

河川 課企画 監 岩永  彰 君

砂 防 課 長 田中 良一 君

建 築 課 長 小島 俊郎 君

営 繕 課 長 進藤 政洋 君

住宅課長(参事監) 森   泉 君

住宅 課企画 監 佐藤 荒樹 君

用 地 課 長 木下 善祐 君

盛土 対策室 長 真鳥 喜博 君

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

報告第2号
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第11号）
（関係分）

報告第11号
令和5年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
予算（第4号）
報告第14号
令和5年度長崎県交通事業会計補正予算（第2
号）

報告第15号
令和5年度長崎県流域下水道事業会計補正予
算（第5号）

７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案
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第77号議案
長崎県の事務処理の特例に関する条例及び

長崎県海域管理条例の一部を改正する条例

（関係分）

第80号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

第81号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

（2）請 願

  な し

（3）陳 情

・要望書（佐々町）

・要望書（松浦市）

・要望書（大村市）

・令和7年度 県の施策等に関する重点要望事項

（佐世保市）

・要望書（西海市）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開会 ―

【千住委員長】ただいまから、観光生活建設委

員会及び予算決算委員会観光生活建設分科会を

開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

77号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例及び長崎県海域管理条例の一部を改正する条

例」のうち関係部分ほか2件であります。
そのほか陳情5件の送付を受けております。
なお、予算にかかる報告議案につきましては、

予算決算委員会に付託されました報告議案の関

係部分を観光生活建設分科会において審査する

ことになっておりますので、本分科会として審

査いたします案件は、報告第2号「令和5年度長

崎県一般会計補正予算（第11号）」のうち関係
部分ほか3件であります。
次に、審査の方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとにお配りしてお

ります審査順序のとおり行いたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は理
事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、
審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いいたします。

これより土木部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介を受けることにいたします。

【中尾土木部長】土木部の新任幹部職員をご紹

介いたします。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【千住委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算にかかる報告議案を議題といたします。

土木部長より、報告議案の説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「予算決算委員会観光生活建設分科会説明資

料」の土木部の2ページをお開きください。
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今回、ご審議をお願いしておりますのは、報

告第2号 知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分、
報告第11号 知事専決事項報告「令和5年度長
崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第4号）」
であります。

本件は、先の2月定例会の予算決算委員会に
おきまして、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承いただいておりました

令和5年度予算の補正を、令和6年3月29日付で
専決処分させていただいたものであります。

まず、報告第2号 知事専決事項報告「令和5
年度長崎県一般会計補正予算（第11号）」のう
ち土木部関係の歳入歳出予算は、それぞれ2ペ
ージから3ページに記載のとおりであります。
補正予算の主な内容は、3ページから4ページ

に記載のとおりでありますが、事業費の変更に

伴う減等であります。

まず、4ページの一番上、ちょっと切れてお
りますけれども、まず、港湾改修費5億3,272万
1,000円の減、公営住宅建設費2億1,321万7,000
円の減、国直轄港湾事業負担金2億494万8,000
円の減などを補正いたしております。

また、4ページの報告第11号 知事専決事項

報告「令和5年度長崎県港湾施設整備特別会計
補正予算（第4号）」につきましては、それぞ
れ記載のとおりであります。

このほか、繰越計算書報告についても4ペー
ジから5ページに記載のとおりでございます。
なお、繰越計算書報告については、補足説明

資料を配付させていただいております。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】次に、監理課長より補足説明

をお願いいたします。

【高稲監理課長】土木部関係の繰越計算書につ

きまして、補足してご説明いたします。

分科会補足説明資料の3ページをご覧くださ
い。

表の縦の区分が款、項、目の予算科目、横の

区分が繰越明許費の理由別内訳となっておりま

す。表の左端の欄は、上から総務費、土木費、

災害復旧費となっております。

4ページをご覧ください。
令和5年度の一般会計における繰越額の合計

は、①の欄に記載しております882件、442億
7,016万5,000円、このうち通常分が②の欄に記
載の515件、206億2,347万円、経済対策補正予
算にかかる繰越が③の367件、236億4,669万
5,000円となっております。
一般会計の①の上の括弧書きは、事故繰越分

でありまして、1件、2,294万5,000円となって
おり、こちらは一般会計の外数となっておりま

す。

令和5年度の繰越額は、前年度の令和4年度分
と比較しますと、一般会計の合計では、①から

④を差し引いた額となり、件数は8件の増、金
額は14億1,071万3,000円の増となります。
なお、経済対策補正分を除いた通常分の繰越

額について、前年度との比較では②から⑤の差

引となり、件数は33件の減、金額は663万1,000
円の増となります。

続きまして、一般会計合計①の繰越額を理由

別にご説明いたします。繰越額の右側に繰越理

由を区分して整理しております。

まず、地元調整にかかる繰越は、317件、138
億1,002万5,000円、具体的には関係機関との調
整、資材搬入路の選定や地権者との境界確認、
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工事施工に伴い発生する騒音や振動などの地元

調整等に日数を要したものでございます。

次に、用地補償交渉や家屋移転に日数を要し

たものなど、用地補償にかかる繰越額が27件、
10億394万6,000円。
次に、工法の検討や当初想定していなかった

諸条件の変更に伴う設計変更に日数を要したも

のなど、設計工法等による繰越が110件、33億
6,168万円。
次に、補正予算等にかかる繰越額、これは昨

年の11月定例会で議決をいただきました、主に
経済対策補正予算にかかる繰越分であり、384
件、239億5,780万3,000円。
次に、資機材や人材のひっ迫、入札の不落・

不調による繰越が43件、11億2,144万8,000円。
最後に、その他、新幹線整備事業の負担金に

かかる繰越として、1件、10億1,526万3,000円
となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中島委員】毎年、繰越工事があるわけでござ

いますけれども、先般、5月に建設業協会の島
原支部の総会に出席させていただいた折に、5
月時点で、なかなか5月の工事発注がないとい
うことで、できれば工事の平準化をお願いした

いというご意見をいただいた中で、これだけ繰

越があるので、一定、場所で偏るかもしれませ

んけれども、年間通しての工事の平準化を狙う

意味であれば、この5月、6月時点での繰越工事
がどの程度発注に影響があるのかを教えていた

だきたいと思います。

【金子建設企画課長】施工時期とか、発注の平

準化ということなんですけれども、どれくらい

繰越が5月にあれば平準化率とかが担保できる
かというのは、ちょっと正確なところはないん

ですが、実績といたしまして、令和5年度の平
準化率、この目標が0.8という数字なんですけれ
ども、それに対しまして0.82ということで、一
応目標は達成しているという状況でございます。

平準化を達成するためには、平準化のサシス

セソというのがありまして、例えば債務負担の

活用でありますとか、柔軟な工期の設定であり

ますとか、その中に速やかな繰越手続きという

ものがあります。繰越についても平準化に一定

の効果があると考えておりまして、その結果、

0.82という数字になっているというふうに考え
ております。

【中島委員】本来であれば繰越はしない方がベ

ストなんですけれども、どうしても当初、年度

初めというのは、予算がついて、そこから仮に

設計されてとかすると、どうしても後半に工事

が偏りやすいのかなというのが以前からあって、

前倒し前倒しでできるだけやろうじゃないかと

いうふうにご苦労いただいていたと思うんです

けれども、一定、繰越があることに対して、そ

ういった平準化にある程度影響を与えていて、

年間の平準化に寄与しているということで理解

してよろしいんでしょうか。

【金子建設企画課長】平準化の要因として、繰

越というのも当然入ってきますので、一定の繰

越額というのは平準化に寄与しているものと考

えております。

【千住分科会長】 ほかにございませんか。

【田中委員】今、せっかく繰越の関係が出たの

で、この繰越について私も確認をしておきたい

と思うんだけれども、地元関係者との調整とか、

用地補償交渉の難航とかというのが理由として
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入っているわけですよね。

予算を組んで交渉を始めると、むしろ1年で
は済まないケースの方が多いと。そういう感じ

がするんですよ、1年では。だから、今言った
ような平準化の関係で繰越もやむなしというよ

りも、一つの方法論だというような感じで補正

も、当初と補正の2本立てみたいな感じで、今
動いているのが現実だと思うんだけれどもね。

しかし、これをずっとやっているわけだ、繰越、

繰越、繰越とね。そうすると、次年度内で解決

する率がどのくらいこの繰越の中にあるのか。

3月末でできないから繰越するわけ。そうする
と次の年の3月までで処理できるか。処理でき
なかったのは、またその時の補正の減額と、最

終補正の減額みたいな形で処理するとは思うん

だけれどもね。流れ的なものをちょっと、どの

くらい次年度で解消できているのか、この繰越

の金額がね。予算に色がついていないのでわか

りづらいのよ。我々は、予算がついたな、よか

ったなと思っていると、全然進まない。本当1
年たっても進まないようなケースもあるもんだ

からね、念のため確認をさせていただこうと思

う。

【高稲監理課長】繰越額の中でも、先ほどご説

明しました、多くを占めます、特に経済対策補

正予算の繰越につきましては、昨年の11月補正
の後に、3月末時点での執行状況につきまして
は、金額で約88％となっております。
それから、今年度6月末時点で申し上げます

と、100％近い95％程度の執行率となっており
ます。この繰越の平準化の部分と合わせまして、

早期に発注、執行するということの一方で、取

り組む中におきまして、土木部としまして目標

では前年度分の翌年度6月末時点の執行の目標
が85％ということを掲げておりまして、令和4

年度も95％程度でございましたけれども、令和
5年度もともにその目標については上回ってお
ります。引き続き、適正な執行に努めてまいり

たいと考えております。

【田中委員】 理解をしました。

そうすると、昔の繰越と今の繰越は、同じ繰

越でも内容が違うという認識なんだね。それは

予算の計上の仕方によって繰越がある。自然に

というより、当然発生すると。12月、11月補正
なんかでやれば、それはもう3～4か月でできる
わけがない。それは理解できる。

ただし、用地補償とか地元関係者の調整でと、

わざわざ書いてあると、これは昔の繰越と。昔

は執行できなくて次年度に繰り越したという内

容が多かったんでね。今もってこの項目を書い

ているので、私は、やっぱり何か問題があるの

かなという理解をしたんだけれども、本当の繰

越といったらおかしいけれども、地元関係者と

の調整、用地補償交渉の難航等々で繰り越す内

容というのはどの程度なんですか。粗々でいい

です。

【高稲監理課長】実繰越額につきまして、この

資料にございます地元調整からその他に至りま

すまでの件数に対しての比率といいますのが、

この5年間ほどを調べましたところ、状況とし
て、比率としてはほぼ変更ない状況でございま

して、先ほど申し上げました補正予算の分が大

体5割超を占めておりまして、その次に地元調
整の部分が約25～26％程度、その次に設計工法
等にかかる分、これが8％程度といった状況で
推移しております。

その都度、その都度、この地元調整等につい

てもこまめに調整しているところですが、結果

として繰越せざるを得ない状況が生じていると

いうところで、そこにつきましては引き続き丁
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寧に、かつ粘り強く対応してまいりたいと思っ

ております。

【田中委員】私の思い過ごしだったかもわから

ない。従来型の地元関係者との調整、用地補償

交渉の難航で繰越、繰越しているという実態が

あるとするならば知恵がないなと。毎年毎年、

それを繰り返すというのはね。

だから、私も過去いろいろ話したことがある

けれども、事前交渉ができるような体制をつく

れば、もっとスムーズにいくのよね。それはど

ういうことかというと、同じような仕事をずっ

と、同じ仕事を続けていく関係であると大体わ

かるわけだからね。従来は道路公社なんかを使

って用地を先行したりね。土地基金もあるわけ

だから。土地基金なんか、最近あんまり使って

いるような話を聞かんけれども、土地基金はち

ゃんとあるんですよ。土地基金を使って先行し

てやっていると、予算がついたらさっと執行で

きるような体制ができればいいなということで、

あえて質問したんだけれどもね。

要は、我々が予算書を見る。そうすると、頼

んでいたというとおかしいけれども、項目の予

算がついている。よかったなと思うその予算が

執行できないということに不信感というか、不

満というか、それがあるもんだから、なんでそ

れならば先行してやれる体制をつくれば、もっ

と用地課も苦労せんでいい。昔は用地課が苦労

していた。今は、どちらかというと、もう何も

情報を出さないような体制になっているからね、

個人情報で。用地課は、ほとんど情報を出さな

いような形になっているから、皆目どういう動

きをしているかわからんけれどもね。結果とし

てこういうものが出てくるとすれば、それはや

っぱりもう少し知恵を働かせて、毎年のことだ

からやってほしいなということで、あえて質問

しました。

終わります。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

報告第2号のうち関係部分、報告第11号につ
いては、原案のとおり承認することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告議案は、原案のとおりそれぞれ

承認すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「観光生活建設委員会関係議案説明資料 土木

部」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしていますのは、

第77号議案「長崎県の事務処理の特例に関する
条例及び長崎県海域管理条例の一部を改正する

条例」のうち関係部分、第80号議案「和解及び
損害賠償の額の決定について」、第81号議案「和
解及び損害賠償の額の決定について」であり、

その内容は記載のとおりでございます。
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なお、補足説明資料を配付させていただいて

おります。

続きまして、土木部関係の議案外の報告事項

についてご説明いたします。3ページからにな
ります。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

令和5年度に発生した県の管理瑕疵による事
故の和解及び損害賠償の額の決定4件につきま
して、地方自治法第180条の規定に基づく軽易
な事項として専決処分させていただいたもので

あり、その内容は記載のとおりでございます。

（契約の締結の一部変更について）

令和5年2月定例会で可決されました郡川河
川改修事業に伴う郡川橋りょう改良工事及び池

田沖田線街路事業に伴う福重橋りょう改良工事

において、地方自治法第180条の規定に基づく
軽易な事項として専決処分させていただいたも

のであり、その内容は記載のとおりであります。

（起訴前の和解について）

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いに係

る起訴前の和解の申立て8件を、地方自治法第
180条の規定に基づく軽易な事項として専決処
分させていただいたものであり、その内容は記

載のとおりでございます。

次に、4ページになります。
（公共用地の取得状況について）

令和6年2月1日から令和6年4月30日までの一
定基準以上の土木部所管の公共用地の取得状況

につきましては、対馬市における坂ノ間川（イ）

通常砂防工事ほか1件でございます。
次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。

（石木ダムの推進について）

石木ダムにつきまして、近年、全国各地で甚

大な自然災害が頻発する中、地域住民の皆様の

安全・安心を確保することは、行政の重要な責

務でございまして、川棚川の洪水被害を軽減し、

佐世保市の安定した水源を確保するためには、

石木ダムの一日も早い完成が必要であることか

ら、現在、工事工程に沿ってダム本体の左岸掘

削や付替県道の6号橋上部工、付替町道工事な
どの進捗を図っております。

一方、川原地区にお住まいの皆様のご理解と

ご協力をいただいたうえで、事業を円滑に推進

していくことが重要であるとの考えに変わりは

なく、引き続き、話し合いに向けた努力を重ね

てまいります。

なお、本年度は、長崎県公共事業評価監視委

員会による5年ごとの再評価を受ける年に当た
ります。人件費や資材価格の高騰、働き方改革

など、建設業を取り巻く社会情勢も大きく変化

していることから、そうした影響も踏まえなが

ら、事業の対応方針について、委員会でご審議

いただくこととしております。

県としては、引き続き、石木ダムの早期完成

に向け、工程に沿って着実に工事を進めつつ、

佐世保市、川棚町と一体となって事業の推進に

全力を注いでまいります。

（幹線道路の整備について）

県では、産業の振興や交流人口の拡大による

地域の活性化、さらには強靱な県土づくりに向

け、西九州自動車道など高規格道路の整備を重

点的に進めております。

こうした中、去る3月27日、西九州自動車道
の武雄南インターチェンジから波佐見有田イン

ターチェンジ間の4車線化について、西日本高
速道路株式会社から事業に着手することが公表

されました。

また、4月1日に公表された今年度の国土交通
省関係予算におきましては、西九州自動車道の
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松浦佐々道路に92億円が配分され、令和7年度
に予定されている松浦インターチェンジから平

戸インターチェンジまでの完成供用に向け、着

実に整備が進められております。

さらに、西九州自動車道の佐々インターチェ

ンジから佐世保大塔インターチェンジ間の4車
線化事業につきましては、令和9年度の全線完
成に向け、今年度から順次供用する予定となっ

ており、対面通行の解消により、安全性・走行

性が向上するとともに、災害時の代替機能の強

化が図られるものと期待しております。

引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与

する幹線道路ネットワークの整備を推進してま

いります。

そのほか、土木部関係の主な所管事項につい

て、今回ご説明いたしますのは、総合的な防災

体制の強化に資する取組について、住宅耐震緊

急無料相談会の実施について、そして、「長崎

県行財政運営プラン2025」に基づく取組につい
てであり、内容は記載のとおりでございます。

なお、総合的な防災体制の強化の資する取組

についてにおきましては、後ほど港湾課長より

補足して説明させていただきます。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞよろしくご審議賜りますようお願いい

たします。

【千住委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【松本港湾課長】 第77号議案「長崎県の事務
処理の特例に関する条例及び長崎県海域管理条

例の一部を改正する条例」について補足して説

明させていただきます。

委員会補足説明資料の3ページをご覧くださ
い。

今回、第77号議案のうち港湾課に関係する部
分は、長崎県海域管理条例に関する部分となり

ます。

漁港漁場整備法の改正により、法律名が変更

されたことに伴い、長崎県海域管理条例中の法

律名を改正するものです。

まず、条例改正の内容ですが、同条例第2条
第1項第2号に定める「漁港漁場整備法」の法律
名を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に

改正します。

2に記載のとおり、今回は法律名の変更であ
り、改正による条例の運用への影響はありませ

ん。

最後に、3のとおり、公布の日から施行させ
ていただきます。

以上で、第77号議案の補足説明を終わります。
ご審議のほど、よろしくお願いします。

【千住委員長】次に、道路維持課長より補足説

明を求めます。

【田﨑道路維持課長】 第80号議案「和解及び
損害賠償の額の決定について」、補足して説明

いたします。

課長補足説明資料4ページをご覧ください。
相手方は、佐賀県武雄市在住の個人です。

事故は、令和4年4月4日の7時44分頃、一般国
道444号の大村市黒木町で発生したものです。
事故の概要といたしましては、道路法面から

の落石が直撃したことにより、走行中の車両及

び人身に損傷を与えた事故であり、事故現場写

真は補足説明資料の5ページに示しております。
過失割合につきましては、落石防止の措置が

不十分で、落ちてきた石を避けることは不可能

であり、相手方の過失はなしとして、県の過失

割合を10割と判断しております。
損害賠償額につきましては、合計271万1,802
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円で、内訳は車両の修理費が40万円、修理期間
中の代車費用が12万円、人身の傷害に対する治
療費、慰謝料等が219万1,802円であり、全額を
道路賠償責任保険から支払うことといたしてお

ります。

なお、落石現場につきましては、事故発生後

に既存防護柵のかさ上げを行っております。

続きまして、第81号議案「和解及び損害賠償
の額の決定について」、補足して説明いたしま

す。

課長補足説明資料の6ページをご覧ください。
相手方は、佐世保市在住の個人です。

事故は、令和5年11月20日の23時頃、一般国
道204号の北松浦郡佐々町で発生したものです。
事故の概要といたしましては、道路法面から

落ちてきた石に乗り上げたことにより走行中の

車両に損傷を与えた事故であり、事故現場の写

真は補足説明資料の7ページに示しております。
なお、人的被害はございませんでした。

過失割合につきましては、相手方の前方不注

意も認められますが、落石防止の措置もなく、

道路として通常有すべき安全性を欠いていたと

いう判断から、県の過失割合を8割と判断して
おります。

損害賠償額が170万1,882円で、内訳は全額車
両の修理費でございます。

これは相手方の車両が新車のため、時価が高

く、修理費用の方が安価であったため、車両修

理費を損害額として採用して賠償するもので、

こちらも全額を道路賠償責任保険から支払うこ

ととしております。

なお、落石現場につきましては、事故発生後

に、現地で浮き石等の安全確認を行って、安全

に通行できるようにしております。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【千住委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより、議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】では、議案に対して質問をさせて

いただきます。

第80号議案と第81号議案の「和解及び損害賠
償の額の決定について」のところで、額に対し

ての質問はないんですけれども、この落石する

ということで、本当に石が落ちてくるのを避け

るのは不可能だと思うんですね。なので、落石

防止を今後は強化していかないといけないと思

うんですけれども、どのようにしてこの落石防

止をされているのかお伺いします。

【田﨑道路維持課長】道路では、通常のパトロ

ールというのを行っております。道路パトロー

ルの実施要領を定めておりまして、交通量に応

じてパトロールする頻度を決めております。

具体的には、日交通量5,000台以上の路線につ
きましては週に3回、1,000台から5,000台につ
いては2回、1,000台未満は1回ということで通
常のパトロールを行っております。

さらに、大雨とか台風とかという異常気象が

発生した後、発生が予想される前も道路パトロ

ールを実施しております。そういう道路パトロ

ールを実施することで、未然に落石の危険性を

把握しながら対応していっているというのが現

状でございます。

【 庭委員】理解しました。そのパトロールの

中で、ここの現場は見つけられなかった、上が

ってこなかったということでしょうか。

【田﨑道路維持課長】 第80号議案の4月4日は
月曜日でございまして、4月2日にパトロールを
して、その時には異常がなかったということで

ございます。
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もう一つの第81号議案は、11月20日の23時と
いうことで夜でございましたけれども、昼間に

パトロールをしておりまして、その時には異常

はなかったということでございます。

【 庭委員】パトロールをして異常がなかった

けれど、結果落ちたということかというふうに

理解したんですけれども、となると、そのパト

ロールの方法なり変えないといけないんじゃな

いかと思うんですけれども、そのあたりはこの

事故後、何か改正されたのか、お伺いします。

【田﨑道路維持課長】道路パトロールで、こう

いう事故が上がってきた箇所につきましては、

さらに災害危険箇所ということで抽出をしてお

ります。災害危険箇所が、今、県内で約2,000
か所あるんですけれども、こちらの方は通常の

パトロールとは別に、年に1回から2回、定期点
検というのを行っております。

事故等が起きる箇所、その恐れが予想される

箇所につきましては、別個に定期点検を行って

おります。その中から対策が必要な箇所につき

ましては、対策の工事を行うということで対応

しております。

【 庭委員】行った結果、落石が起きたという

ことなので、それ以上にしないといけないので

はないかと思うんですけれども、そのあたりを

お聞かせいただければと思います。

【田﨑道路維持課長】こういう事故が起きまし

たので、当然そういうところは重点的に定期点

検等を行いながら、より詳細な調査を行って、

危険箇所があれば対応をしていくこととしてお

ります。

【 庭委員】現在も梅雨中であり、昨日はすご

い大雨が降ったかというふうに思いますので、

ぜひ強化していただいて、こういうふうにふい

に落ちてきたら、もう本当に大きなけがとかに

なるかというふうに思いますので、ぜひ注意し

ていただきたい。

もう一点だけ、これは令和4年4月4日なので、
一応損害賠償額というところで決定されており

ますけれども、このけがをされた方はもう完治

しておられるんですか。後遺症とかがないのか

お伺いします。

【田﨑道路維持課長】少し後遺症が残っており

まして、慰謝料等が発生しております。

具体的には、腰椎捻挫と頸椎捻挫ということ

で、腰と首の障害が若干残っているということ

でございます。

【 庭委員】では、今後もこの後遺症に関して

は損害賠償が発生することもあるということで

理解してよろしいんでしょうか。

【田﨑道路維持課長】 今回の慰謝料をもって、

それ以降はないというふうに考えております。

【 庭委員】これで一応和解ということで理解

したいと思いますけれども、やはり事故に遭う

と人生が大きく変わるかと思いますので、ぜひ

危険な場所はなくしていただくようにお願いし

て終わりたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】今の質疑の中でちょっと気になっ

ている部分を一つだけ確認したいんですが、第

80号議案と第81号議案の損害賠償、どちらも落
石ということですけれども、問題は落石した箇

所が、第80号議案は県有地だったわけですよね。
第81号議案は民地だったわけですよね。幅広く
県が管理する道路があって、全てを毎日パトロ

ールしているわけないし、どこまですればでき

るかという問題があるとは思うんですけど、私

が思ったのは、道路に隣接した民有地の地権者

が、その用地を適正に保全する義務があると思

うんですよね。
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今回の損害賠償においては、もちろん被害者

の方が2割過失があるということで8対2になっ
ているわけですが、そもそも、その落石した箇

所の所有者の話というのがどうなのって聞いた

時に、これを事前に聞いた時に、いや、顧問弁

護士にも相談した上で、これで適正なんだとい

う答えをもらったんですけど、ただ、もしそこ

が、県が危険だと思って、例えば所有者の方々

にしっかり何かしらのアクションを起こしてい

るのかどうかというところも大きな判断要素に

なってくると思うんですけれども、そのあたり

の考え方はどうですか。

【田﨑道路維持課長】危険箇所が民地であった

場合の考え方になると思いますけれども、今回

の場合は民地からの落石は今までなかったとい

う箇所で、危険箇所という判断ではなかったん

ですが、危険箇所と思われる箇所につきまして

は、委員おっしゃるように事前に所有者の方に、

除去等の対策を行っていただくよう要請してい

きたいと考えております。

【千住委員長】 ほかにありませんか。

【山本委員】私も今の深堀委員と同じことをお

聞きしようと思っていたんです。結局、その民

有地の責任の話だと思うんですね。ですから、

ある程度民有地の人にその責任があるんだとい

うことを認識してもらった上で、そしてその責

任というのは多分出てくるんだろうと思うんで

すね。

これは道路だけじゃなくて、河川とかでも、

隣の土地から枝が落ちてきてとか、木が折れて

きてとか、そういったケースがあるんだろうと

思います。ですから、やっぱりそういったとこ

ろについては、あらかじめ注意喚起であったり、

場合によっては、それで対応していただければ

いいですけれども、できないということであれ

ば警告であったり、こういうことがあった場合

にはこういう責任を問われることがありますよ

ということを含めて、箇所がかなり多いので大

変だと思うんですけれど、そういうことをして

おかないと。さっきの専決のところに道路法面

等からの枝が落ちた云々とかというのもあるん

ですけれども、これもひょっとしたら民有地か

もしれない。そういった問題というのは整理し

ておかないと、何でもかんでも県というふうな

形、保険があるかもしれないですけれども、ち

ょっと何でもかんでも県というのはいかがなも

のかなというふうに思っておりますので、そう

いったところ、今、深堀委員への答弁と同じだ

と思いますけれども、ぜひ進めていただきたい

なと。

道路パトロール等されているのであれば、な

おさら、これがどこの所有なのかというのも把

握した上でしていただきたいと思います。もう

一度だけ答弁をいただけますか。

【田﨑道路維持課長】先ほどの繰り返しになり

ますが、民地等からの落石とか、先ほどの倒木

まではないですが、枝が落ちてきたりという瑕

疵が今回あっております。危険箇所ということ

であれば、土地の所有者の方にその状況を伝え、

対応のお願いということはしていきたいと思っ

ております。

【中島委員】 同じく第80号議案ですけれども、
今回も転石の事故をして、今、写真を見ると、

割と普通のフェンスがしてあるわけです。かさ

上げを行ったということですけれども、どのよ

うな対策工事をされたんでしょうか。

【田﨑道路維持課長】 対策前のフェンスは80
センチほどの高さでございました。そちらを1
メートルほどかさ上げをいたしまして、2メー
トルぐらいの高さになっております。
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【中島委員】雲仙市と南島原市も広域農道がご

ざいまして、同じようにのりを切って植栽して

ある箇所が多数あって、同じようにその程度の

フェンスが今してあって、イノシシの防止とか、

軽い転石があった場合とかにしてあるのかなと

思うんですけれども、何か所かは結構落石があ

ったもんですから、もう吹きつけ工事をされて

いるとは思うんですけれども、これは令和4年
の事故なんですけれども、その後、似たような

箇所については、今後、例えばかさ上げをする

とか、吹つけをやったりとかしていく必要があ

るのかなと。

この間の大雨でも、私も通ってみたんですけ

れども、やっぱり枝が倒れてきたり、小石が転

がっていたりとかあったので、できればそうい

った同じような、似た箇所には応急的にそうい

う対策をしていただきたいと思うんですけれど

も、その状況はどうなんでしょうか。

【田﨑道路維持課長】 こちらの国道444号の箇
所につきましては、その後、のり面対策が必要

だということで、対策工事を実施しようと考え

ております。その中で落石対策については対策

を行うということになります。

【中島委員】同じような、似たような箇所であ

れば、今後、私も確認しましたけれど、フェン

スがまだまだ低いままなんですよ。そこに対し

てもそういう2メートルとかのかさ上げが必要
じゃないかと思うんですけれども、その辺の取

組はどうお考えでしょうか。

【田﨑道路維持課長】同じような状況でありま

したら、必要な箇所から対応していきたいと考

えております。

【中島委員】先ほどパトロールの話もありまし

たので、できればその辺をチェックしていただ

いて、必要な箇所にはそういったかさ上げなり

の対応をしていただければと思います。よろし

くお願いしたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第77号議案のうち関係部分、第80号議案及び
第81号議案については、原案のとおり可決する
ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおりそれぞれ可決

すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

に関する提案・要望の実施結果」について説明

を求めます。

【高稲監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した土木部関係の資料につきまして、ご説明い

たします。

提出しております内容は、補助金内示一覧表、

1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に
対する対応状況、附属機関等会議結果報告とな

っております。

なお、今回の報告対象期間は、令和6年2月か
ら令和6年5月までに実施したものでございま
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す。

はじめに、資料の2ページをご覧ください。
県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載しております。

次に、7ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況について、建設工事、

建設工事関連の委託、その他の3つに区分し、
それぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧表の

順に添付しております。

次に、656ページをご覧ください。
知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

最後に、671ページから684ページまで、附属
機関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【金子建設企画課長】 「令和7年度政府施策に
関する提案・要望の実施経過」についてご報告

いたします。

6月中旬に実施いたしました令和7年度政府
施策に関する提案・要望についてですけれども、

土木部におきまして、強靱な県土づくり、西九

州自動車道の整備促進、地方創生を支える高規

格道路等の整備促進など7つの最重点項目につ
いて要望を実施いたしました。

要望先は、内閣府、国土交通省、自民・公明

両党で、要望者は知事、県議会議長、土木部長

でございます。

このうち、強靱な県土づくりの項目に関して

は、防災減災国土強靱化のための5か年加速化
対策の予算確保、国土強靱化実施中期計画の早

期策定及び緊急自然災害防止対策事業債等の地

方財政措置について継続的・安定的な財政措置

が必要であることから、松村内閣府特命担当大

臣、こやり国土交通大臣政務官に対し、強く要

望を行いました。

松村大臣からは、「国土強靱化実施中期計画

の策定に取り組んでおり、皆様からも国土強靱

化を推進する上で、さらに必要性について声を

上げていただきたい」とのご意見、こやり政務

官からは、「実施中期計画をできるだけ早く策

定し、今までよりも力強く国土強靱化を推進で

きるようにしていきたい」とのご意見をいただ

きました。

また、西九州道の整備促進、地方創生を支え

る高規格道路等の整備促進に関しては、物流の

効率化や交流人口の拡大のため、整備の促進が

必要不可欠であることから、道路局の丹羽局長

及び岸川次長に対し強く要望を行い、「事業実

施中の箇所はしっかり予算を確保して進める。

長崎駅前のバスタプロジェクトについても、県

と協力して進めていく」とのご意見をいただき

ました。

このほか、まちづくり事業の推進など、5つ
の重点項目も含め、国土交通省59名に対し、土
木部長、道路建設課長ほか7名により要望を行
いました。

以上が土木部関係の要望結果でありますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実施に向

け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【千住委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【松本港湾課長】国における総合的な防衛体制

の強化に資する取組について、長崎空港と福江

空港が特定利用空港に指定されましたので、補

足説明させていただきます。

なお、この指定については、今年3月21日に
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委員の皆様に資料送付させていただいたところ

ですが、今年4月1日に指定されましたので、改
めてご説明させていただきます。

委員会補足説明・議案外資料の1ページをご
覧ください。

国におきましては、自衛隊等が訓練に必要な

空港、港湾を日頃から円滑に利用できるよう、

特定利用空港・港湾を指定し、施設管理者との

間で連絡調整体制を構築することとしており、

本県では2空港が指定されました。
指定にあたっては、1にお示ししております

が、平時の空港利用のルールづくりであること、

空港の利用に大きな変化がないこと、有事の利

用を対象とするものではないこと、両市の意向

を確認できたことから、県としても同意するこ

ととしております。

資料の4ページをご覧ください。
こちらが福江空港において、国と施設管理者

の県との間で取り交わした確認文書になります。

1項目めには、平素において自衛隊機等の訓
練などによる空港の円滑な利用に関することが

記載されております。

2項目めには、国民保護対応など、緊急性が
高い場合に自衛隊、海上保安庁と管理者が円滑

な空港利用に努めることが書かれており、括弧

書きで武力攻撃事態及び武力予測事態を除くこ

とが記載されております。

3項目めには、関係省庁と施設管理者との間
で連絡調整体制を構築するということが記載さ

れております。

1ページ戻りまして、今後についてですが、
知事の方からも必要な情報発信をするというお

話がありましたが、県のホームページ等でこれ

までの経緯や県の考え方などを発信していきた

いと考えております。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【 庭委員】 質問させていただきます。

58ページのところからずっと出てくるんで
すけれども、この標準点と加算点とあるんです

けれども、この加算点のところでどのような形

で加算をされていくのか、お伺いします。

【北原道路建設課長】 58ページは県道の鹿尾
町2工区ということで、一般土木の工事となっ
ております。その分の総合評価になっておりま

す。

総合評価の内訳につきましては、60ページに
加算点の内訳がついております。左の方から配

置予定技術者の能力、企業の施工能力、これら

を各配点で割り当てをしておりまして、加算点

が満点で10点ということになっております。こ
の10点の分について、各業者から申請書類が提
出されており、その申請書類を発注機関で審査

を行って配点を決定しております。

【 庭委員】細かいところでたくさん点数が出



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（６月２８日）

- 17 -

ておりますけれども、この点数を決めるのはど

こで決定をされるのか、出された書類をどこで

決定されるのか、お伺いします。

【北原道路建設課長】まず、この工事の場合は、

発注機関が振興局でございますので、振興局で

受付をした後、振興局内で会議を開いて点数を

決めてまいります。

【 庭委員】 わかりました。この後も、この加

算点数が出てくる分と出てこない分があるかと

思うんですけれども、そこはどんな違いがある

のか、教えてください。

【金子建設企画課長】加算点が出てくるものと

いうのは、総合評価落札方式といいまして、価

格と加算点で最終的に落札業者を決定する。そ

れ以外というのは、通常の指名競争入札とか、

一般競争入札でもそうなんですけれども、価格

だけで決めるというものがありまして、加算点

が出てくるのは総合評価落札方式ということに

なります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】政策等決定過程の資料をずっと見

た中で、少し気になった点を、見解をお尋ねし

たいと思うんですけれども、サイドブックスの

ページで言えば574ページ、工事件名が5つぐら
いあるんです。例えば、この574ページでいけ
ば、県北早岐港自然災害防止工事の環境調査で

すが、実際に落札した金額と落札された事業者

の方と比べた時に、一番高く入れているところ

との金額の差なんですよね。パーセンテージで

言えば、ここでいけば28.7％ぐらい差があるわ
けですよ。それから、580ページの相浦川河川
改修工事、これが25.6％。582ページの江迎川
河川改修工事の設計業務委託が25.9％。同じよ
うに609ページの海域環境調査業務が70.3％。
623ページの調査業務委託が27％ぐらい。

結局、見解を聞きたいんですけれども、工事

等々の公告をして、どれだけ入札事業者の方々

にその工事といいますか、契約の中身を説明す

るか。ここまで差が出てくることが、果たして、

どういうことでこんな入札する事業者の方々で

金額の大きな差が生じるのか。別に入札がおか

しいと言っているんじゃないんですよね。そこ

を少し、例えば聞き取りをしているのかとか、

あまりにも価格に差が出てきた時に、じゃ、発

注する側として、公告のあり方がどうだったの

かということを考えなきゃいけないのじゃない

か。これは勝手な想像ですけれども、入札した

方々が、自分たちがイメージしている工事の概

要と違う、誤った理解のもとで設計していると

いうことも考えられなくはないですよね、これ

だけ大きな差が出るということは。数千万円の

工事で二十数％出てくるとか、一番大きいのは

70％ぐらい価格の差がある。そのことを発注す
る側としてどういうふうに検証しているのかと

いうのが、この資料をばあっと見た時に、非常

に気になったので見解を。

一つ一つ聞いても大変だと思うので、総括し

て建設企画課長に答えていただければいいと思

うんですけれども。

【金子建設企画課長】まず、発注する上で予定

価格というのを設定するんですけれども、この

予定価格というのは、国が大体積算基準という

のを決めていまして、それに基づいて積算する。

単価とか、あとは人件費、人件費も国が決めて

いる公共事業労務費調査で決まった金額を使う

し、単価についても物価資料ですか、経済調査

会とか物価調査会が物価資料を出しているんで

すけれども、それに基づいたり県の単価表を使

ったりする。その金額というのは、ほぼ全て公

表されています。だから、業者側からすると、
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県の予定価格というのは推測できるということ

になります。

そういう中で、やっぱり各企業で技術者の数

とか、持っているソフトの種類とか、あとは会

社の規模とかもあると思うんですけれども。そ

の時の人のひっ迫状況とか、あとは下請けがつ

かまるかつかまらないか。下請けがつかまらな

い時には下請け金額が上がったりするので、そ

ういった様々な要因によって各者で見積もり金

額というのは違ってくるんじゃないかというふ

うに考えています。やはりそういった違う分が

こういった入札結果に反映されているものじゃ

ないかなというふうに考えております。

【深堀委員】 説明はわかるんですよ。だから、

大方事業者の皆さんもわかっている上でこうい

う結果になっているということを踏まえた時に、

ちょっとあまりにも、今言ったのは最高額と落

札との価格差を言いましたけれども、その間に

いっぱい事業者はあるんですよね。飛び抜けて

その1者だけが高い金額を入れているわけでは
ないんですよ。だから、そういう状況を分析と

いったらおかしいですけれども、入札が終わっ

た後に、結果が出た後にどういうことだったの

かというのを少し見てみるということも必要じ

ゃないかと思うんですけれども、そのあたりは

どうですか。

【金子建設企画課長】個々にというのは、様々

なパターンがあってなかなか厳しいかなと思っ

ているんですけれども、国が決めている歩掛り

なんかを県が使っているという実態がある中で、

そういった状況の変化が激しい場合は、国はそ

ういう歩掛りの調査を定期的というか、ある工

種が実態に合わなければ、それをピックアップ

して調べるということを行っていますので、そ

ういった調査の中で、例えば合わないとかとい

うのがあれば、それが是正されていくというこ

とになるんじゃないかと考えています。

単価についても、例えば市場の価格の上昇が

あったら、実例価格というか実勢価格を実際調

査しますので、そういう市場の中で価格の上昇

があれば、適切にその分は反映されていくと考

えていますので、そういった中で適正な予定価

格を設定していくというのが、我々発注者の役

目じゃないかというふうに考えています。

【深堀委員】最後にしますけれども、それぞれ

業務委託とか、さっき紹介したものは業務委託

という表現があるんですけれど、その中身に関

して、やっぱり受け手側、入札する側の思いと

いう部分とのそごが少しあるんじゃないかとい

うふうに私は感じたんですよ。これは推測です

けれど。

ぜひ、今この場じゃなくていいんですけれど

も、今言ったような項目に対して、本当に何も

問題がなかったのかという振り返りといいます

か、していただきたいということは要望して終

わりたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 それでは、次に「政府施策に関

する提案・要望の実施結果」について、ご質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、次に議案外所管事務一般についてご質問

はありませんか。

【田中委員】議案外で数点お聞きしたいと思い

ます。実は一般質問でやろうと思っていたら、

急な案件が入って、その項目についてやりませ

んでした。

一つは、西九州自動車道、これが今、4車線
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化をやっていただいているんですが、令和6年
度から供用開始となっているので、令和6年度
はどこを供用開始してもらえるのか。多分大塔

から出島じゃなくて、あそこまでと思うけれど

もね、そこら辺が一つ。

それから、大塔インターチェンジ周辺の混雑

整備というのが佐世保市から上がってきている

んですよね、大塔のインターチェンジ。混雑し

ます、あそこはもう朝夕、本当に混雑する、び

っくりするぐらいにね。

それから、ドライブインというか、大型のが

佐世保までないので設置してほしいという要望

が佐世保市から上がってきている件について、

3点、見解だけ聞かせてもらおうと思う。
【北原道路建設課長】まず、最初にございまし

た西九州自動車道の4車線化にかかる令和6年
度の開通箇所についてでございますが、委員お

っしゃるとおりNEXCOの方から令和6年度か
ら順次開通をするというお話は伺っております。

ただ、具体的にどこというお話は、まだ伺って

おりません。令和6年度から順次開通をして、
全体として9年度までには4車線化を完了する
と伺っているところでございます。

続きまして、2つ目にございました大塔イン
ターの混雑状況でございますが、当該箇所につ

きましては、私も現地の方を確認させていただ

きました。確かに混雑をしているというのは認

識しているところでございますが、まだ具体的

な対策の検討等までは踏み込んでおりませんの

で、その件については、まず地元の佐世保市と

よく話をして、ここにおける交通課題等をよく

整理してまいりたいと思っております。

3つ目にございました休憩施設についてです
が、西九州自動車道に、今、休憩施設がござい

ませんので、その設置について佐世保市から要

望が上がっております。県としても西九州自動

車道に休憩施設がないことは認識しております

ので、その設置については佐世保市と話をしな

がら、再度、NEXCOの方に要望を行ってまい
りたいと思っております。

【田中委員】 令和6年度というと今年度だから
ね、私はもう発表してもいいと思うんだけどね。

令和6年度は来年の3月までしかないわけだか
ら。それを秘密にしているような、秘密じゃな

いんだろうけどね、現地事務所に行って聞きま

すので。

それから、この中で武雄南～波佐見有田間は

一応事業化ということになったけれども、どの

くらいのスパンで事業化をするのかなと、年度

ね。というのは、それに続く大塔までの間がま

だ残っているわけですよね。これがあるので、

今事業化したというところが何年ぐらいででき

るのか、聞かせてください。

【北原道路建設課長】今、委員からご指摘があ

りました武雄南インターから波佐見有田インタ

ー間の４車線化については、今年度事業化され

ました。完成年度については、まだはっきりと

公表もされておりませんし、私どももまだ聞い

ていないところでございます。今後、協議をし

ていく中で、その辺がわかりましたら、発表等

してまいりたいと思っております。

【田中委員】 わかりました。この4車線化は、
国の補助事業じゃないので県の負担もないので

あんまり言えないけれども、やっぱり西九州自

動車道そのものは県も負担しているわけだから、

ちゃんと。負担分ぐらい物を言ってほしいと要

望しておきたいと思います。

次に、針尾バイパス、令和5年の補正で10億
円を超えたので、久しぶりというか、10億円を
超えたのは初めてかな。だけども、まだ73億円
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ぐらいの規模の工事が残っているね。あと8年
かかる。IRができるまでにはちゃんとしてほし
いと言っていたけれども、IRがなくなったので、
トーンダウンはしてないとは思うけれども、針

尾バイパスもちゃんと国に要望してほしいと、

これは要望で結構です。

それから、地元のことで3点ほどお聞きした
いんですが、国道202号、今、鳥越工区という
のが残っているんだけれども、これを早くやっ

てもらわないと。私の記憶では、令和5年には
完了していたはずなのよ。ところが、まだ半分

いってない。佐世保市からの要望の中には97％
完了とか書いてあるのでびっくりしたけれども

ね。数字と現実、現場の関係はそんなもんじゃ

ないですよ。まだ私の感覚では半分いってない。

東明中学校の入り口のところまで、正確にはま

だ舗装もしてないぐらいだからね。

だから、これは地元の説明会等々もやって、

協力をしてもらっているわけよ、いろいろと。

やっぱり約束は守ってもらわないとね。5年で
完了という約束が、7年といつの間にか延長し
ている。7年でできるかといったら、とてもじ
ゃないですよという空気感があるね、とてもじ

ゃないですよと。そうすると、いつ完了するの

かね。

ようやく浦頭に客船が入ってきて動き始めた

というのに、いつの間にかこれはIRの関連工事
になってしまったのが、私は本当に不可解で疑

問を持ったんだけれどもね。これは、何しろお

願いしますよ。地元と約束したことは、やっば

り守ってもらわないと困る。

時間の関係で、続いて、田子の浦交差点とい

うのがある、202号の終点というか、田子の浦
交差点。ここで25年ほど前だけれども、説明会
をやって、ちゃんと交差点を改良しますからと

言って、私も三十数件の協力を、家屋の移転ま

でしてもらってやったんですよ。ところが、4
差路のうちの1差路が残っている。だから、右
折ができないよ。直進がどんどん来ていると、

1回の信号で1台も動けない。これも15年ぐらい
懸案事項になっていて、実際は佐世保市が約束

を守らなかったからであるんだけれども、やっ

ぱり説明をしているわけだから、交差点改良を

ちゃんとやりますということでね、用地も交渉

して。

私の事務所の方に向かうこれは市道なので、

佐世保市が約束を守ってないんだけれども、県

が説明して進めた事業なので、交差点だけは完

了してほしいという話なんですよ。

この2点は、地元に説明をして進めてきた事
業で、いろいろと約束している事業があったん

ですよね。だから、地元との約束は守ってほし

いと。もう15年たってもそのまま。今、佐世保
市と県でいろいろやっている。佐世保市が悪い

んです。それはわかっている。しかし、交差点

改良ということで地元説明会をやったわけだか

ら、若干その分は、無理だけれども、県の方に

頑張ってほしいということなので理解していた

だきたいと思う。

最後に、早岐川の話をちょっとさせていただ

こうと思うけれども、これは事業化までに、か

れこれ15年、20年かかりました。そして、平成
26年に一応事業化ということになっているけ
れども、どうなんですかね、いつ完了するかわ

からないような事業なんでね。私は、10年で1
期工事ができるのかなと、2期工事まで合わせ
て20年かなと思っていたら、1期工事だけでも
う20年になってしまっているね、計画は。
それで、90億円の事業費も、10年ごとぐらい
には事業費自体も見直してほしいと思う。そう



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（６月２８日）

- 21 -

しないと90億円でスタートして、もう半分以上
進んでいると予算的にはなるけれども、実態は

まだ1割もいっていませんね。一番下流の橋げ
たをしただけだからね。

だから、この事業の透明性というか、何年か

ら何年ぐらいまでかかるんですよ、それを一生

懸命頑張りますからと、事業費もこのくらいか

かるんですよと、それそのものが変更していく。

現実、もうせざるを得ないでしょうね。事業費

だってどんどん大きくなっていくから。だから、

10年ごとぐらい見直して、やっぱり現実的な話
を地元にしていかないと、これがいつ事業し、

1,850メートルでしたかね。今やっているのは
350メートルぐらいの1期工事的な発想でやっ
ているんだけれどもね。

要は、こういうことです。地元との交渉でい

ろいろありましたけれども、約束ごともあるん

ですよ、地元とのね。それが、10年、20年スパ
ンで遅れていくと、これは地元との約束も何も

ない、それはね。ある程度現実的な対応をして

ほしいと。

結論を言いますと、部長、予算をつけるべし

ですよ。やっぱり20年、40年計画みたいなもの
では困る。これはまちづくりなんですよ、川づ

くりだけれども。幸い、この前、特別委員会ま

で視察してもらったというのでありがたい話で、

早岐川を視察してもらおうなんて私も考えてな

かったけど、県議会のですよ。

だから、長崎県の事業がいろいろとあるけれ

ども、長いものが多すぎる。40年、50年スパン
でやる仕事がね、こうやってどんどん出てくる。

それは、やっばり異常ですよ、異常。だから、

必要なところには20年ぐらいで切るような終
点をつけてもわらんと、30年、40年も同じ仕事
でやっているというのは、私も違和感を感じる。

一番感じるのは、生きてない、そんな先までね。

せっかく頑張った事業なのに。だから、予算を

付けてほしいと。これは要望で終わります。

委員長、終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【本多委員】 2点ほどお尋ねしたいと思います。
資料でいうと、土木委員会部長説明資料の6ペ
ージに、住宅耐震緊急無料相談会を実施された

ということなんですけれども、1月と4月に8市
町と、4月は10市町で延べ124件のご相談を受け
られております。この相談を受けられた中で、

危険ですと、例えば住んでいる家があんまりい

い状況じゃありません。それでこの補助制度の

ご案内をなされて、実際に耐震化までなされた

ところというのは何件ぐらいあるのでしょうか。

【森住宅課長】委員ご質問の耐震の緊急相談会

ですけれども、実際は今おっしゃったとおり2
回、1月と5月にやりまして、120件ぐらい相談
がありました。その中の相談は、今おっしゃっ

たとおり、家の安全性に不安があるとかという

話はあったんですけれども、ちょうど1月は年
度末で、その時は補助をするというのはなくて、

次年度というか、令和6年度に補助申請を出し
たいという方はいらっしゃいました。5月に入
って、予算が始まったばかりのことなので、そ

の窓口で申請をしたいという人もいらっしゃい

ましたけれども、その相談をした人、もしくは

相談しなかった人も含めて、そのうちの何組が

実際の相談に結びついたかというのは、まだ把

握していませんので、そこは調べたいと思いま

す。

【本多委員】 多分、その124件の方は心配で来
られていると思います。もちろん状況に応じた、

ぴったりと合うような補助があれば一番いいん

ですけれども、心配して来られているので、で
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きれば何かしらの補強につながるようなものに

なればいいなと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。

あともう一点、非常に初歩的なことで恥ずか

しいんですが、土木委員会横長資料の9ページ、
公共用地取得状況を載せていただいております。

対馬市と長崎市でそれぞれ土地を取得されたと

いうことなんですが、この道路等の用地取得に

当たっての手順、具体的には金額決定して取得

する、どういった手順でなされているのかを教

えてください。

【木下用地課長】用地の取得の関係でございま

すけれども、まず、事業を決定しまして、事業

に必要となる土地の取得をやっていくという形

になります。

この表に上がっている分につきましては、用

地の契約が決まったと、用地取得の契約が相手

方と契約が締結できたという段階でこの表に上

がっているというところでございます。

【本多委員】決まったからこの表に上がってい

るかとは思うんですけれども、例えばこの対馬

の土地に関しては、ぱぱっと簡単に計算すると、

坪大体6,100円ぐらいですかね。その下の長崎市
の土地に関しては、これも計算すると坪132万
6,000円ぐらいということなんですけれども、そ
の価格の決定の仕方ですとか、そういったとこ

ろを教えていただければと思います。

【木下用地課長】 土地の価格につきましては、

長崎市の場合は馬町で、中心街というところで

ございますので、地価の公示地とかその辺の関

係、そういうところを調査いたしまして、実際

の対象となる土地につきまして評価を行ってお

ります。評価につきましては、土地評価要領と

いうのがございますので、そのような形で評価

をやっております。必要に応じて不動産鑑定評

価をとったり、そういうこともあります。宅地

の場合とか山林の場合、畑の場合等もございま

すので、必然的に単価差が出てくるというふう

に理解しております。

【本多委員】 すみません、あと1点だけ。
そうやって金額を決められて、その金額で交

渉をなされるかと思います。そして、相手方が

あることなので、例えば、これは多分ないんだ

ろうなとは思うんですけれども、相手方がその

金額だったらちょっと売れないなとか、そうい

った場合とかはそれ以上の交渉はどのようにな

っていくんでしょうか。

【木下用地課長】単価にご不満があるという際

の対応方法でございますけれども、やはり私た

ちとしては、その価格でどうしてもお願いした

いということで粘り強く交渉させていただいて、

説得をさせていただくという流れになっていく

と思いますし、価格については一度決めますと

変更するということは基本的にはございません

ので、やはり粘り強くご説明して説得していく

ということになろうかと思います。

【本多委員】 もう一つだけ、ごめんなさい。

評価しました。評価したのが、例えば令和5
年でした。それから、なかなか交渉が長引きま

した。令和10年になりました。そしたら5年の
時の評価と10年の時の評価額は多分変わって
いると思います。高くなるか安くなるか、変わ

っていると思うんですけれども、それでも金額

の変更はないというような形でよろしいんです

か。

【木下用地課長】取得単価につきましては、毎

年度4月1日で見直しを行っております。これは
会計検査院とか、そういうところからも指摘が

ございまして、取得する年度の価格で購入をす

るということになっておりますので、その見直
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しは行います。今現在、価格が若干上昇してい

ますので、場合によっては高くなる時もありま

すし、下落するところもあると思いますけれど

も、そのルールは現在もやっているところでご

ざいます。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】 幾つか質問します。

まず、契約の事務に関してですが、先般、前

回の委員会でも公共事業費の物価の高騰による

値上がり分がどれくらいあるのかという質疑を

したことがありますが、その時は3割ぐらいは
もう上がっているんじゃないかという答弁もい

ただいているんですけれども、そこでお尋ねす

るんですが、契約の中で、ある一定の3万円と
いう線引きがあって、3万円以下の場合の契約
のやり方とそれを超えた分のやり方が、若干見

積もりを取る必要がない、見積もり合わせをし

なければいけないという線引きがあるわけです

けれども、昨今の物価の高騰によって、3万円
を超える契約というのが、大体10万円ぐらいま
でのそういう契約がかなり増加しているんじゃ

ないかという認識を私は持っているんですけれ

ども、そのあたりの状況を教えてください。

【金子建設企画課長】 3万円を超えるか超えな
いかというものについては、土木部では主に小

規模な修繕工事が対象になると考えています。

年度ごとに案件が異なるので、件数の比較はち

ょっとできないんですけれども、確かに資材や

人件費が上昇しておりまして、3万円を超える2
者見積もりが必要な案件は、従来より増加して

いるんじゃないかと考えております。

【深堀委員】正確な数字はわからないというこ

とで、それは仕方ないと思います。ただ、実感

としては増えているだろうという推測をされて

いるということですね。

もう一つ質問しますが、そこの3万円を超え
るか、超えないかによって事務処理がかなり変

わってくると思うんですよ。そのあたりは当然

事務手続きをする行政側もそうだし、仕事を出

す事業者側の皆さんにも負担がかかる可能性が

あると思うんですけれども、そのあたりの負担

の違いというのを少し説明していただけません

か。

【金子建設企画課長】まず、かかる期間につい

てなんですけれども、3万円を超えると2者以上
を対象とした見積もり合わせの手続きが必要に

なってきます。その分、3万円以下に比べて約2
日ほど期間が長くなります。

次に、手間なんですけれども、3万円を超え
た場合、結果的に受注できなかった業者におい

ても現場確認でありますとか、見積書作成の作

業が発生いたしますので、その分業者側の手間

が増えるということになります。

また、発注者側においても、3万円を超えた
場合、対応できる業者を複数探さなければいけ

ないと、そういう手間が発生しますので、その

分手間がかかるということになります。

【深堀委員】 よくわかりました。昨今、結局建

設物価もかなり上がってきているわけで、そこ

から考えた時に従来の3万円という線引きがど
うなのかという議論は、もちろんそれは土木部

の話ではないと思います、会計規則の話なので。

そういった問題をしっかり踏まえて考えていか

なければいけないなと感じたところで質問しま

した。

次に、住宅課にお尋ねしたいんですけれども、

昨今、国交省が公営住宅の改善に向けた補助制

度を今年度創設したという報道を見て、子育て

世帯が優先して入居できる仕組みということで

の国交省の事業なんですが、改修費用の半額を
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国交省が負担をすると。10年間で全国で30万戸
ほどそれをつくるという報道があったわけです

が、本県において、その補助事業等々について

活用する予定なのかどうなのか、そのあたりを

お聞かせください。

【森住宅課長】 委員のご質問にお答えします。

今年度、令和6年度から既存の公営住宅につ
いては、今おっしゃった子育て向けの改修の補

助が追加されております。

具体的には、子どもさんの安全性を確保する

ための窓やバルコニーへの転落防止工事を行っ

たり、子どもさんを見守りしやすいような間取

りの変更、例えば対面キッチンなどへの改造と

かというのが対象となる事業になっています。

一方で、私ども県の方ですが、窓からの落下

とか、そういう工事は既に対応をかなり行って

おりまして、実際に今まで県営住宅で子どもさ

んが窓とかバルコニーから落下したという事例

もございません。

もう一つ、見守りしやすいというのは、改造

するところも多々ありますので、なかなか難し

いんですけれども、バリアフリー化という一定

の指標を持っていますので、そちらの方は半数

以上、五十数％はもう済ませておりますので、

結論といたしましては、今のところ、この補助

をすぐに使って改造するということを予定して

いるところはございません。

一方で、子育て向けの住宅の募集というのは、

優遇というのは一定させていただいております

ので、この改造をしなくても、今既に子育て向

けの優遇措置はとっているという状況でござい

ます。

【深堀委員】国交省がつくってくれた制度です

けれども、本県ではもう既にそういったところ

の整備状況が進んでいるので、この補助金等々

については活用するまでもないということです

ね。しっかり検証させてください。わかりまし

た。

次に、復興まちづくりのための事前準備ガイ

ドラインというものがありますけれども、この

進捗状況について少し確認をしたいんです。

ある報道で見れば、この復興まちづくりのた

めの事前準備ガイドラインの整備が、本県が九

州では最下位、全国43位という報道もあってい
ます。このあたりの実態についてお尋ねいたし

ます。

【田坂都市政策課長】復興まちづくりのための

事前準備、そのガイドラインについてのご質問

でございます。

まず、このガイドラインでございますが、平

成30年7月に国土交通省により、市町村が復興
事前準備に取り組むため、復興事前準備の必要

性と取組内容を明らかにし、また、地域防災計

画と市町村の都市計画に関する基本的な方針、

これは「市町村マスタープラン」と言われてい

るものですが、そこへの位置づけ方法や復興ま

ちづくりのための事前準備に関する計画策定等

の留意点をガイドラインとして策定をされたも

のです。

利用の対象といたしましては、復興まちづく

りの主体となる市町村を想定しており、そして、

対象とする範囲につきましては主に市街地、災

害の種類につきましては、地震と津波というこ

とでございます。

その復興事前準備の中身、どういうことに取

り組んでいくのかということも示されておりま

して、大きくは復興体制の事前検討であるとか、

復興手順であるとか、復興訓練の実施、それか

ら基礎データの事前整理や分析、そして、復興

における目標等の事前検討などが示されており
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ます。

委員おっしゃいましたある報道によりますと、

長崎県ではこの取組については43位という下
位に位置しているというところでございますが、

これはガイドラインが想定する災害の種類が地

震と津波と定義されていることから、長崎県は

地震や津波による大規模な災害がこれまで少な

かったことから、各自治体の地震や津波に対す

る意識が他県に比べて低いことが要因の一つで

はないかという分析はしております。

具体的な各市町の取組状況につきましては、

県内の21市町に県を合わせた22自治体で結果
が出ているんですけれども、その中では先ほど

言いました5項目のうち一つでも取り組んでい
るところが、県と合わせまして全部で8自治体
ですので、22分の8ということで、長崎県の取
組状況という現在の状況で、報道の方で順位を

付けられて、全国的に下位にいるというところ

でございます。

【深堀委員】 わかりました。分析としては、そ

の対象となる災害が地震、津波ということで、

本県で想定される災害としては、他の地方に比

べると少ないと想定されて、各自治体のガイド

ラインをつくるインセンティブになかなかつな

がってないようだというような答弁だったわけ

ですが、それは一定理解はします。ただ、やは

り災害はいつどこで、どういう災害が起こるか

わからないという状況の中で、5つの項目です
よね、体制、手順、訓練、基礎データの把握・

分析、目標と実施方針の策定、こういったとこ

ろはやはりするべきですよ。だから、それはあ

まり理由にならないと思いますね。ですから、

21市町、そして県、一丸となって、これを早期
に実現しようよという動きを、私は県が旗振り

役でしなければいけないと思うんですけれども、

その点いかがですか。

【田坂都市政策課長】これまで、県の取組とい

たしましては、令和4年度より都市防災総合推
進事業、防災安全交付金の事業メニューに、こ

の事前復興まちづくり計画策定に関する国の財

政的支援として、この計画策定費が補助対象、

3分の1ですけれども、となったことから、その
前年度の3年度から、毎年、県内の全市町に対
し計画策定費の要望の有無の照会を行いまして、

要望がなかったことから、その旨国に報告をし

てきたというところでございます。

今回、先ほどの順位もですけれども、この令

和5年7月末時点の各県の復興事前準備の取組
状況も見まして、やはり長崎県としてももう少

し力を入れるべきと認識いたしましたので、今

後、各市町への取組の働きかけを行っていこう

と思っております。

具体的には、毎年開催しております県内市町

を対象とした都市計画担当者会議や、そのほか

の説明会などで東日本大震災や熊本地震などの

各災害の復興事例の共有、そして、復興まちづ

くりに関する制度などの情報提供、そして、取

組促進に向けた働きかけを積極的に行っていく

とともに、県におきましても、防災担当部局な

どの関係部局とも連携しながら、具体的な取組

を検討していきたいと考えております。

災害への備えというのは、もちろん重要でご

ざいます。これまでも、ほかに水害対策などの

取組は県としてしっかり行ってきたところでは

ございますが、今後は地震や津波に対する災害

についても、このガイドラインに沿って事前の

準備を検討してまいりたいと思っております。

【深堀委員】ありがとうございました。決意は

しっかり聞けましたので、ぜひ取組を加速化さ

せていただければと思います。
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次に移ります。先般、ある報道で、国交省の

九州地方整備局がインフラ分野へのメタバース、

仮想空間の活用に力を入れているという報道を

目にしました。実際にいろいろと整備を行う、

例えば博多バイパスを再現したメタバースとか

で、地域の方々にご説明をしたりとか、いろん

なところで活用しているということで、本県に

ついてはそういったいろんな事業を土木部とし

てやられているわけですが、そういったメタバ

ースを活用した事例とかはないのか、お尋ねし

たいと思います。

【小川河川課長】 河川課所管の3次元における
仮想空間技術、メタバースなどを活用した事例

というのをお話させていただきますと、まず、

浦上ダムの再開発で、ダム下流の住民や県民に

理解を深めてもらうため、バーチャルリアリテ

ィーを用いた浸水体験モデルを作成しておりま

す。それを防災のイベントや防災教育に活用し

ているところです。

また、浦上ダムの再開発の工事の説明会など

において、3Ｄを活用して工事の内容や、施工
ステップなどを説明したところ、非常に説明会

の参加者の皆さんから、わかりやすかったとい

うふうなご意見をいただいております。

メタバースの活用につきましては、非常に河

川改修などの事業効果、防災意識の向上につな

がると思っておりますので、製作にコスト面で

どのくらいかかるかわかりませんが、今後も、

そういったものを活用していけたらというふう

に考えているところです。

【深堀委員】河川課の方ではそういった実績が

あるということでした。

新聞報道で見ると、そこまで費用的なものが

極端にかかるわけではないというような記事に

はなっているんですよ。今おっしゃったように、

今、河川の話をされましたけれども、例えば砂

防だって、いろんな砂防ダムを造ったり、道路

改修であったり、いろいろあると思うんですね、

土木部の中でも。周辺の地域の皆さんに説明会

をしたりする時に、そういったものを示してわ

かりやすく、この工事をしたらこういうふうに

変わるんですよとか、河川の水量だって、災害

時ここまで雨が降った時こうなるとか、そうい

ったことをちゃんと示すことができるわけで、

もっともっと土木部全体として活用すべきじゃ

ないのかということを提案しているんですが、

どなたかまとめてお願いします。

【金子建設企画課長】先ほどの浦上ダムのほか

にも、試行的に一部の道路事業において、新た

に建設する道路の計画を3Ｄ化したものを作成
いたしまして、地元説明会等で活用しておりま

す。

地元住民からは、道路がどのようにできるか

わかりやすいなどのご意見をいただいておりま

して、非常に好評であったというふうに聞いて

おります。

土木の分野においても、事業計画の3Ｄ化な
ど、メタバース（仮想空間）の活用は、事業の

内容やその効果を県民に深く理解してもらうた

めの有効な手段の一つであると考えております

ので、引き続き、本格活用に向け取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

【深堀委員】ぜひ、積極的な活用をお願いした

いと思います。

もう一点、盛土の現状把握について確認をし

たいと思います。特に、今のこの梅雨時期、土

砂災害等々が懸念されるわけですけれども、

2020年3月に国交省は、3,000平米以上に土を埋
めた大規模盛土造成地が全国で約5万1,000か
所に上るというふうに公表をされています。地



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（６月２８日）

- 27 -

盤調査など安全性の把握に着手できた自治体が

23年3月末で16.7％ということでした。本県は
どういう状況なのかということを、まずお尋ね

します。

【小島建築課長】大規模盛土造成地の調査の状

況についてのお尋ねでございます。

大規模盛土造成地につきましては、平成26年
度から30年度にかけて、第1次スクリーニング
を実施し、盛土の抽出を行いました。

県内で790か所、その内訳として、県が調査
した178か所、中核市として長崎市が調査した
323か所、佐世保市が調査をした289か所であり、
これらは既に今年で公表が行われております。

第2次スクリーニングとして、県では、令和3
年度から4年度にかけて、1次スクリーニングで
抽出した箇所の優先度評価を行いました。その

時の現地踏査では、災害発生のおそれが切迫し

ていると判断される大規模盛土造成地はありま

せんでした。

県が調査した優先度評価は、大規模盛土造成

地がなかった2市町を除く17市町に対して提供
を行い、令和4年度から5年度にかけて15市町に
おいて第2次スクリーニング計画が策定され、
残り2市は現在計画の策定中となっております。
また、長崎市、佐世保市においても第2次ス

クリーニング計画が策定されております。

今後、市町において、地盤調査や安定計算を

行う第2次スクリーニング調査が行われる予定
となっております。

また、現状では、各市町において大規模盛土

造成地の定期点検などの経過観察が行われてお

ります。

【深堀委員】わかりました。既存の大規模盛土

の現状把握については、着々とその把握につい

て進行している。県、そして長崎市、佐世保市、

それぞれでの取組が進んでいるということで理

解をしました。

これは今ある大規模盛土、法の中では当然こ

の造成に許可が必要な規制区域を指定するとい

うこともあります。これが本年4月の時点で、
まだまだ指定が進んでいないということであり

ました。

先般、6月26日、佐世保市が市内全域を規制
区域に指定する方針を明らかにしたという報道

を目にしました。長崎県下における規制の指定

についての取組状況を確認させてください。

【真鳥盛土対策室長】長崎県における盛土規制

法の指定の作業状況についてでございますけれ

ども、まず、盛土規制法の規制区域は、市街地

や集落の区域を指定する宅地造成等工事規制区

域というのと、市街地や集落から離れてはいる

ものの、人家や道路、農地など、人が居住し、

または活動を日常的に行う可能性のある区域、

これが特定盛土等規制区域、この2つの区域が
ございます。

この2つの規制区域は、法に基づく基礎調査
の結果を踏まえて指定するということになって

おりまして、現在、県においては基礎調査、具

体的に申しますと、建物が立ち並んでいる状況

であったり、地形の状況であったり、この調査

をやっております。

長崎市と佐世保市は、それぞれ中核市でござ

いまして、規制権限がございますので、両市は

それぞれの市がやっています。長崎市と佐世保

市以外の長崎県全域の調査を、現在、基礎調査、

県の方でやっているところでございます。

【深堀委員】想定として、佐世保市は全区域を

規制区域に指定する方針を固めたということだ

ったんですね。今からの話なんですけれども、

県はいつ頃までにそういった規制区域と特定区
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域と、これは全ての佐世保、長崎以外の県下全

てを指定といいますか、格付けするわけですね、

どういう地域かということに。それの終期、調

査を完了する時期はいつ頃になりますか。

【真鳥盛土対策室長】まず、規制区域の指定の

時期についてでございますけれども、この盛土

規制法というのは、宅地造成等規制法という法

律を改正してできた法律でございまして、この

宅地造成等規制法に基づく規制区域というのが

もともとございました。これは長崎市と佐世保

市の一部の区域に指定されておりますけれども、

この区域は盛土規制法が施行されたら、施行さ

れた後の2年間しか有効ではないと。盛土規制
法は令和5年5月に施行されましたので、令和7
年5月にこの区域は失効するという形になって
おります。ですので、佐世保市も5月というの
をそこでお示しされているのかなと思っている

んですが、県の方も令和7年5月を一つの目標と
して作業を行っております。

それから、エリアの指定の範囲でございます

けれども、国の方が盛土等に伴う災害から人命

を守るためにリスクのあるエリアはできるだけ

広く規制区域を指定しなさいというふうに方針

を示しております。

それから、仮に規制がない区域を設けた場合

には、そこに盛土が集まるといいますか、規制

がないというところで盛土が集まってきて危な

い盛土がそこに出てくる可能性が高まるという

こともございますので、県としましては、県民

の皆様の安全・安心な暮らしを確保する観点か

らは、全域を指定した方が望ましいというふう

には考えております。

ただ、区域の設定に当たりましては、地元の

市町の意見も聞く必要があるかなと思っており

ますので、最終的な判断は市町の意見を踏まえ

て判断したいと考えているところでございます。

【千住委員長】土木部関係の審査の途中ですが、

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時30
分から再開し、引き続き土木部関係の審査を行

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、土木部の審査を行います。

【 庭委員】 皆様、お疲れさまです。

部長説明の中から2～3点質問させていただ
きたいと思います。

まず最初に、特定利用空港について、先ほど

もご説明がありましたけれども、県知事がやは

り県民に説明する責任があるかというふうに思

っております。

そういう中で、ホームページだけでは伝わり

にくいのではないかと思うんですけれども、定

例会見とか、いろんな会見、イベントの時にテ

レビにたくさん出ておられるので、そういう感

じで説明をしてはどうかと思いますが、いかが

でしょうか。

【松本港湾課長】知事答弁で「必要な情報を発

信する」というお答えをしているところであり

ますが、今、私どもの考えではホームページで

考え方を発信していきたいと思っているところ

です。

ただ、こうなると、どうしても受動的といい

ますか、県民の皆様がそれを見なくてはいけな

いので、そうなると積極的な情報発信にならな

いかなという思いもしているところです。

そういうところで、例えば県の広報誌「つた

える県ながさき」とかありますけど、その中に
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指定についてというところと、ホームページを

立ち上げましたよというところでご確認くださ

いとか、そういう発信をしていったらどうかと

いうことを今考えているところです。

【 庭委員】 先ほど、私は、定例会見とか会見

する機会が多いかと思うんですね。そのところ

で説明した方がいいのではないかと。

五島市議会でも、やはり説明が足りないとい

うことで出ていたかというふうに思いますので、

紙ベースでももちろん書いていただくのは書い

ていただいていいと思うんですけれども、やは

りメディアが一番かと思いますので、再度お伺

いします。

【松本港湾課長】今回、4月に指定された中で、
定例会見は月に1回なされていますので、その
中でご質問があればお答えするということは考

えていたところではあります。

これまで質問がなく、考えておりませんでし

たが、改めて検討させてもらえればと思います。

【 庭委員】ぜひ考えていただいて、会見で出

していただければと思います。

その中で、この特定利用空港は、本当に何の

ためなんだろうかというふうに聞かれることも

あります。なぜかというと、最初は防衛力強化

へ、有事の時もみたいな話だったかと思うんで

すが、だんだん有事では使用しない、武力攻撃

の時はしない、となりますと、災害時用がほと

んどかと思います。となると、これまでやって

きた災害発生の時の段取りと、今回これを使う

ことによって、段取りがどのように違うのか、

お伺いします。

【松本港湾課長】まず、段取りから言いますと、

まず、大きな災害が発生した場合には、県で災

害対策本部が立ち上がって、その中で必要であ

れば知事が、例えば自衛隊等に災害支援を要請

するという形になると思います。

その中で、例えば空港であれば土木部、地方

の空港事務所、それと危機管理、あとは自衛隊

と連絡体制を取って迅速な支援を行うという形

になると思います。

今回、枠組みができたことで、新たに連絡す

るチャンネルができたと。多くのチャンネルが

できましたので、それを活用して自衛隊等との

連絡体制が強化されるということで、円滑な発

着の利用ができるというふうに考えているのが

一つ。

それと、国に確認したところ、聞いたところ

によりますと、空港というのは地形であるとか、

気象状況とか、気流とか、いろんなくせがある

ということで、飛行機が飛ぶにしてもその空港

の特性をつかんでおかなくてはいけないという

ふうに聞いております。そのためには、事前に

訓練を行って空港の特性をつかむというような

状況になると思います。

今までは、1か月前であるとか、1週間前に各
空港の管理事務所に、今度使いたいというお話

がきているところだったんですけれども、今後

はその枠組みができましたので、例えば年度初

めに、今年はこういう訓練をやりたいとか、そ

ういうふうに計画的な訓練ができるようになる

と思っていますので、そういったところで平時

の円滑な利用、そういうことにつながるという

ふうに考えているところです。

【 庭委員】多くのチャンネルを使って円滑に

行うということですけれども、それが現時点で

しているのとどんなふうに違って円滑になるの

かというところと、計画的にとおっしゃったの

で、今考えている年間計画で、月何回ぐらいと

か考えていることがあれば教えてください。

【松本港湾課長】 この枠組みは4月1日に指定
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になったということで、実はこの関係省庁と県、

空港管理者との間の意見交換というか、まず、

担当レベルの打ち合わせを先月やったばかりに

なっております。

この後は、課長レベルの意見交換会を持ちた

いということを言われていますので、その中で

どういうふうに進めていくかというのは決まる

とは思っているところです。

逆に言えば、今回、関係省庁の集まりの顔が

見えましたので、そこで連絡先であるとか、体

制が整ったということは言えると思っておりま

す。

【 庭委員】 今後、計画を立てた場合は、これ

も県民の皆さんにお知らせしていくことが必要

になるかと思うんですね。近隣の方はもちろん

でしょうけれども、利用される方にも不安があ

るような話も聞いておりますので、そういうと

ころは今後、積極的に開示していくということ

で理解してよろしいでしょうか。

【松本港湾課長】各空港では、通常の訓練とい

うか、それは今までも行われていたと聞いてお

ります。

その中では、例えば規模であるとか、これま

でと違った訓練をする場合には、これまでも市

町村や県に対して連絡していたというふうにな

っておりますので、今回、それが事前にわかっ

て周知できるというふうには思っております。

【 庭委員】周知を徹底していただき、県民の

皆さんの意見もあったら聞いていただければと

思います。

次に、石木ダムについてお伺いします。一般

質問でも出ていたかと思いますが、今回、再評

価をするということですけれども、この委員会

の視察でも石木ダムを視察させていただきまし

た。2025年にできるとは到底、多分誰も思えな

いような状況かというふうに思います。

そういう中で、13世帯の住民の皆さんとの話
し合いというところでは、私は2019年に県議会
議員になったんですけれども、その時も質問さ

せていただいて、やはり歩み寄らないと全然進

まないんじゃないかというふうに思っておりま

す。でも、現段階もその段階から全く一歩も進

んでないように感じるんですけれども、これか

らどのようにしていこうと思っているのか。い

つもご理解いただきとは言うけれども、全然進

んでないので、そのあたりを教えてください。

【小川河川課長】石木ダムにつきましては、現

在、ダム本体の掘削工事と併せて付替え県道、

町道の工事を進めているところであり、今後も

工事工程に沿って進めていこうというふうに考

えているところでございます。

13世帯の皆様のご理解、ご協力を得た上で、
事業を円滑に進めていくということは最善であ

るというふうに考えております。引き続き、話

し合いの実現に向けた努力を続けてまいりたい

というふうに考えているところです。

なかなか以前と変わらないじゃないか、それ

をどういうふうにして打開していくのかという

ご質問ですけれども、昨年、12月に知事が訪問
した際は、残念ながらお会いすることができま

せんでした。しかし、事務所の職員が訪問し続

けている中では、一定の意思疎通ができており

ます。その中で事態を進展させる方法を見出し

ていって、何とか解決の糸口につなげたいとい

うふうに考えております。

それと、現在、水源地整備計画の策定を進め

ているところであります。素案につきましては、

令和6年度のできるだけ早い時期に公表し、川
棚町民の皆様に地域振興策に対する具体的なイ

メージをお持ちいただくことで、石木ダム事業
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への理解促進につなげたいというふうに考えて

いるところです。

【 庭委員】全然進んでないのかと思うんです

ね。昨年12月に知事が訪問されたのは報道され
ましたけれども、パフォーマンスじゃないかみ

たいなところまで言われていたかと思います。

その段階で地元の職員さんと話が進んでいると

いうことでございましたので、今のお話ではで

すね、どんなふうに進んでいるのか、お伺いし

ます。

【小川河川課長】先ほど、意思疎通ができてい

るという話をいたしましたけれども、これから

も信頼関係を築いていくことが大事だと思って

おります。それに努めていきたいと思っている

ところですけれども、そういった職員と地権者

さんとの内容については、個人情報等含まれる

ので差し控えさせていただきたいと考えており

ます。

【 庭委員】個人情報って、県として話し合い

をしたのが個人情報になるということですか。

その辺、県として職員さんが地元の方とお話を

して、意思疎通ができて進めているということ

なんですよね。それが開示できないとなると、

どんなふうに理解したらいいんですか。個人的

に話をしたわけじゃないですよね。県の職員が

県の事業を進めるために話し合いをしたという

ことですよね。そのあたりを再度お伺いします。

【小川河川課長】話し合いをしたということで

は、特にはなくて、各地権者さんの方々と、職

員が出向いてそういった話し合いに応じていた

だきたいということをずっとお願いしていると

ころです。そこで全くコミュニケーションがと

れてないわけではございませんので、そこらを

糸口に、何とかまた話し合いに応じていただけ

るよう、粘り強く接していきたいというふうに

考えているところです。

【 庭委員】何年間も話し合いに応じられてい

ないのに、何も施策をしないまま話し合いをし

ても進まないのではないかと思うんですけれど

も、最後に土木部長の考えをお伺いします。

【中尾土木部長】進んでいないように見えるか

もしれませんけれども、少なくとも、水源地整

備計画の素案をつくって、様々なダムの整備に

対するご理解、これを少しでも進むように進め

ていこうとしております。

なかなか長い時間の中で、確かにおっしゃる

とおり進んでいないように見えるもかもしれま

せんが、できることをして、少しでも前に進む

ように努力していきたいと思います。

【 庭委員】 部長にもう一点だけ。

今日、長崎新聞の論説に出ていたかと思うん

ですけれども、「行政代執行か事業断念か」と

いう見出しで書かれております。これに対して、

県としてはどのように捉え、どのように考えて

いるか、お伺いします。

【中尾土木部長】少し繰り返しになる面はあり

ますけれども、工事工程に沿って工事は進めて

いきたいと考えております。ただ、その中で、

反対されておられる皆様のご理解を得ていくこ

とが当然重要だと思いますので、同時に、そう

した取組方針で進めていきたいと思っておりま

す。

【 庭委員】なかなかお答えにはなっていない

ような気もしますけれども、行政代執行は行っ

ていただきたくないというふうに思っておりま

して、それでも進めるには、もうちょっとだけ

県が歩み寄る、歩み寄れる分がどこか明確には

わかりませんけれども、そういうところもしな

がら進めていただければと。職員の皆さんは本

当に頑張っておられるというふうに思っており
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ます。

では、次にいきたいと思います。

「長崎県行政運営プラン2025」の中の文章で、
令和7年度末までに時津第10工区土地造成事業
用地の完売を目指し、これからしていきますと

いうふうに書いてあります。ここは地元でもあ

りますので、具体的な進め方を教えてください。

【木下用地課長】部長説明の中で、完売を目指

しということで書いてあると思いますけれども、

まず、土地開発公社に聞き取りを行いますと、

今回、販売する住宅用地でございますが、名称

は「時津シーサイドひなみⅣ」という土地でご

ざいます。ここにつきましては、既にインフラ

整備の造成工事などを終えております。

現在、宅地や道路など、用途に合わせた登記

の地目の変更をやっておりまして、さらには販

売価格の基礎となる不動産鑑定、これを今実施

しているところでございます。

今後、区画道路がありまして、その町道認定

というのが必要になりますものですから、これ

を行った上で販売を開始したいというふうに考

えておりまして、この販売を令和7年度までに
終わらせまして、令和8年度解散という流れを
考えております。

【 庭委員】 令和7年度末で完売するというこ
とかと思いますが、販売の公表する予定がわか

れば教えてください。

【木下用地課長】今、言いましたように町道認

定等の手続きというのを今後進めていくことに

なると思いますけれども、年内を目標にという

ことでございますが、順調にいけば、早くて秋

ぐらいに公募を開始したいというふうに思って

おります。

販売する区画数でございますけれども、61区
画を販売したいと。1区画当たり平均で約64坪

ということでございます。

【 庭委員】結構希望される方のお話も聞くの

で、公表するのがわかったら、早めに公表して

いただければと思います。

次に、空き家対策でお伺いしたいと思います

けれども、令和5年の空き家数は、前資料をい
ただいた時に11万3,000戸で、空き家率は
17.3％というところで、市町を基本として空き
家対策は進められているかと思うんですが、最

近でも空き家に対してすごく、どうしていった

らいいかとか、空き家対策をもっと進めるべき

じゃないかというような声をお聞きしますので、

県としては令和6年、また増えるであろうとい
うふうに思うんですけれども、どのようにして

いくのかお伺いします。

【森住宅課長】県の空き家対策についてですけ

れども、まず、これまでもご説明はしておりま

すが、県の役割としては、市町に対する技術的

な助言というのが一つ基本にあって、市町が空

き家対策の本丸というふうには思っております。

ただ、そうはいっても何もやらないかという

わけではなくて、一つは空き家対策協議会とい

う場での情報提供のほかに、本年度新規事業と

して「長崎空き家deミライ創出事業」という事
業をやっています。これは、普通は空き家所有

者と市町がただ単に一対一でやり取りすると、

市町は人手不足の中でその空き家に一生懸命取

り掛かるということなんですけど、民間をそこ

に入れて、法律の中で空き家の活用支援法人と

いうのができましたので、その支援法人を市町

が指定すれば、県はその市町に支援法人を支援

する、法人を支援するというか、活動を支援す

るための補助金を入れるという事業を今年度か

ら始めております。

実際には、今年度、五島市で空き家指定法人
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を一つ指定されておりまして、今後、2市町で
指定予定と聞いておりますので、基本的には私

どものスタンスとしては、市町が頑張っていた

だくんですけれども、それにノウハウをいろい

ろ持っている民間の方を入れて全体というか、

官民連携で対応を進めていきたいと考えている

ところです。

【 庭委員】今ご説明がありました「長崎空き

家dｅミライ」創出事業は、基本的に予算とし
ては7団体というところですけれども、今のご
説明だと3団体は決まるのかなと思うんですが、
それ以外の分に関しては、今から市町にまた働

きかけるということで理解していいのか、お伺

いします。

【森住宅課長】実は、今ご相談いただいている

団体の中で、1市町1団体しか認定しないところ
もあれば、1市町の中で複数団体認定するとい
う話も聞いております。その場合、どう仕分け

するのかとか、エリアを分けるのかとか、役割

分担はあるでしょうけれども、基本的に市町の

ご意見を聞いて、指定は市町がするものですか

ら、たくさん指定していただいた中で、県の補

助としてはどこを入れるかというのを、相手さ

んのやりたいことと市町の考え方とを整合させ

て、もしかしたら1市町の中で複数の支援をす
るということもあり得るかなと。

委員がおっしゃった、それ以外の市町はと言

われたところは、実際にもう支援している団体

の実績を広く横展開するような広報をうちの方

がしていって、それを予算化できるように市町

に働きかけていきたいと思っております。

【 庭委員】ぜひ進めていただきながら、余り

積極的でないところの首長さんには、県からも

助言もしていただければと思います。

最後に、長崎県道路公社経営状況説明書の中

の1ページの事業概要のところでお聞きしてい
いでしょうか。

ここの通行台数等のところで計画に対する割

合が出ておりますけれども、この割合をどのよ

うに捉えて、今後、進めていくというわけじゃ

ないんでしょうけど、どのように捉えているの

かお伺いします。

【北原道路建設課長】通行台数の割合について

は、ここにお示ししておりますとおり西海パー

ルラインとながさき出島道路が100を切った状
況となっております。これらの交通量を伸ばす

ことにつきましては、まず周辺施設の入場料を

安くするといった、周辺施設と一体となった活

動であったり、回数券の販売施設をさらに拡大

して回数券を買っていただいて交通量を増やす

といった取組を、現在行っているところでござ

います。今後、こういう取組によって交通台数

の増加につなげてまいりたいと考えております。

【 庭委員】ぜひ、増加に努めていただければ

というのと、この川平有料道路、私たちは地元

なんですけれども、ここは110％となっていて、
これだけ潤っていたら無料化してもいいんじゃ

ないかという話が、時折相談されるんですけれ

ども、そのあたりはどのようにお考えか、お伺

いします。

【北原道路建設課長】 確かに、今、通行量の方

は計画より伸びてはおりますが、しかしながら、

今後も維持管理費等はかかってこようかと思い

ます。今後、必ずしもこのような台数が続いて

いくとも限りませんので、引き続き交通台数を

見ながら、今後の事業計画、償還計画について

も検討してまいりたいと考えております。

【 庭委員】わかりました。地元ではたくさん

通っているので、ぜひ無料化してほしいという

ような話もあるので、そういうのも考えながら
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進めていただければと思います。

以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【ごう委員】 私からは1点だけ、特定利用空
港・港湾の指定について確認をさせていただき

と思います。

先ほど、 庭委員から質問がありまして、い

ろんなソフト面のこととか、計画が今後どうな

っていくのかみたいなお話はありました。

港湾課から出されている補足説明資料の中を

読んでみますと、2ページとかにまず国の考え
方の資料があるんですけれども、国の考え方と

しては、「安全保障環境を踏まえた対応を実効

的に行うため、南西諸島を中心としつつ、その

他の地域においても自衛隊、海上保安庁が平時

から必要な空港、港湾を円滑に利用できるよう、

インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠

組みを設ける。」これを「特定利用空港・港湾」

とするということで、令和6年4月1日に指定を
されたというふうに理解をしております。

そして、この特定利用空港・港湾においては、

「民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁

の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう必

要な整備、または既存事業の促進を図る」とい

うことで、下段の方に、整備としては「空港の

滑走路の延長、エプロン整備や港湾の岸壁、航

路の整備などを行う。また、既存の整備計画を

活用し、整備の促進や追加工事の実施を行う」

というふうに記されております。

ここを確認したいんですが、このように自衛

隊や海上保安庁が利用しやすくなるように整備

をする、それから追加工事をするということな

んですが、滑走路の延長やエプロンの整備など、

今の段階でもう何か計画があるのか、これから

どれくらいかけて、その計画をつくっていくの

か、そのあたりがわかれば教えてください。

【松本港湾課長】現在、指定されている空港で

は、滑走路の延長など、そういうところは今の

ところ計画はないというふうに、県管理の空港

についてはそういうふうに思っております。

新規事業にあたっては、国からお聞きしたと

ころ、これも書いてありますけれども、「民生

の利用を主とする」ということで言われていま

すので、通常の利用の中で効果であるとか、必

要性というのは整理する必要があるというふう

になっています。

その上で、自衛隊等のニーズが把握できれば

優先的な事業化というところは可能になって結

びつくんじゃないかというふうに思っていると

ころです。

【ごう委員】現在のところでは、既存のもので

大丈夫だということですが、もし、意見交換を

これから進めていかれて、ニーズがあった時に

は事業化することがあるかもということですが、

そのような時には予算というのはどのようにな

っていくんですか。

【松本港湾課長】今年の予算を見ましても、航

空局の予算の内枠の中に入っております。ただ、

色としては、特定利用空港に指定されたという

ところに色はついているという状況になってお

ります。全体的な枠は、今のところは変わった

という認識はありません。

【ごう委員】すみません、私は理解があまりで

きなかったんですけど、航空局の予算の中に色

はついているけど、変わったということではな

いというのがちょっとわからない。もう一回。

ごめんなさい。

【松本港湾課長】航空局の予算の中で予算化さ

れたというところで、その中では色分けすれば

特定利用空港の予算ですよということになって
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いますけれども、これは航空局の予算です。航

空局全体の予算で見ますと、恐らく前年度とほ

ぼ変わってないので、新たに予算が上積みされ

たということにはなっていないというところを

今説明したところです。

【ごう委員】新たな予算がないということです

ね。では、もし今後、意見交換を、課長レベル

とかでも意見交換会が進んだりとか、話が進ん

でいく中で、そういった整備の必要があるとな

った時には、この航空局の予算の中から県の方

にくるという理解でよろしいですか。

【松本港湾課長】基本的には公共事業ですので、

航空局の予算からくるというふうに考えている

ところです。

先ほども新規事業化のお話もありましたけれ

ども、基本的には5月に一回、担当レベルの顔
見せだけ終わっていますので、今後、いろいろ

聞くこと、確認することはあると思っておりま

すので、その意見交換の場で確認することは確

認していきたいと思っております。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【外間委員】 1点質問いたします。
先般、長崎県庁で大がかりな避難訓練がござ

いまして、その時に国交省の展示物を見ており

ましたところ、常設型でしょうか、トレーラー

ハウス型でしょうか、プレハブ型でしょうか、

その辺の基準は私は明確ではなかったんですけ

れども、上品なトイレが置いてありまして、そ

のトイレを、非常時において、本県でも常備で

きるような体制をぜひとっていただきたいとい

うことで、この件についてご質問したいと思い

ます。

特に、阪神・淡路大震災の時も、私は2か月
ほど芦屋の地に行きまして、下水道100％の地
域で避難者が学校や体育館に1,000人規模で避

難をされている時に、最もストレスと苦しみを

味わっていたのが水回りだったように体験を通

して記憶をいたしております。

その後、被災地も少しずつ進化してまいりま

して、東北の震災における避難民の皆様方の水

回りは少しずつ改善をしていったかと思ってお

りますけれども、なかなかこの常設の下水道に

代わる浄化槽ですか、このような仮設トイレで

避難されている皆様方が相当苦しんでいるので

はないかということで、ぜひとも、一定行政が

こういったものを確保しておいて、非常時に全

国どこからでも応援に行けるように、こういう

ものをぜひ常備していただきたいという気持ち

を込めて、まず、このようなトレーラーハウス

型のトイレが県内にあるのか、土木部所管でど

れくらい把握をされているのか、まず、お尋ね

いたします。

【田﨑道路維持課長】外間委員のお話は、コン

テナトイレと言われているトイレのことだと思

います。県内には、道の駅が11か所ございます。
その中にこういったトイレはないということで

すけれども、防災道の駅というものが令和3年
度に登録が始まっており、1か所、「させぼっ
くす99」というところが防災道の駅に登録され
ております。その「させボックス99」には、建
物の耐震化であったり、無停電化であったり、

通信や水の確保等の防災機能が強化され、非常

時でも使えるトイレが常設されております。

ただ、それはコンテナトイレではないという

ことで、コンテナトイレは、九州に６か所ある

防災道の駅のうち、福岡県の「うきは」という

道の駅にございます。

今回の能登半島地震の被災地にそちらのトイ

レを持って行って、現在も稼働をしているとい

うことでございます。
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【外間委員】 道の駅の「させボックス99」に
ついては常設型、「うきは」の場合はコンテナ

ハウスで、トレーラーに乗せて運んで、たしか

穴水町ですか、あそこに設置をして今でも使っ

ておられるということです。そのタイプのもの

は大変すぐれものだと聞いておりまして、移動

して設置して、水を入れて利用するまでに2時
間強で使えるようにできるもので、それは下水

道とかにも接続することが可能であるというタ

イプのすぐれものもあると。あるいは、課長が

今おっしゃったように、常設型で緊急避難の場

合に、その公園に行って安心して使えるような

設置型もあろうかと思いますが、要は佐世保の

大水害、長崎の大水害、雲仙の普賢岳、長崎県

もこういった大災害を経験しており、その都度

必ず訪れる問題はこの水回りの問題であります

ので、あらゆる災害にも対応でき得る設置型を、

全て県で何とか常備していただけないかなとい

うふうに思っております。

このトイレのメリットというのは、トイレを

我慢することによる健康の二次被害を防止する

ということ、感染症など、汲み取りの仮設トイ

レは非衛生的で大変ウジもわきますし、衛生環

境の改善にもなりますし、何といっても、私も

ボランティアでそういった場所に行く際に、ほ

とんど下水道100％の地域ばかりだったもので
すから、そういう方々のストレスの蓄積が見る

見るうちに伝わってくる。こういったことも緩

和できるということで、何とかこういうものを

設置していただきたいと思います。

調べましたら、長崎の対馬の豆酘崎の尾崎山

の自然公園に、これはプレハブハウスタイプで

設置してあるようです。それから、あと管轄が

違うと、西海市の伊佐ノ浦の公園にキャンプ場

の対応のための、これは常設型ではない、コン

テナ型のタイプが置いてあるそうです。

そこで、部長、お願いがあるんですけれども、

冒頭言ったように、こういう非常時は各県の助

け合いが必要だと思います。医療チームも長崎

県ならではの医療チームや、土木部からも相当

な数、地域に専門性を持った方々がボランティ

アで派遣をされて、一日も早い復興・復旧に貢

献される、そういう中に、この水回りのトイレ

を、一定ぜひ常備していただきたいと思います

が、部長、どうでしょうか、ご検討していただ

けないでしょうか。

【中尾土木部長】 外間委員おっしゃるとおり、

まず、災害が起きた時に最初に用意しなければ

いけないものの一つが、的確な環境で利用でき

るトイレだと思います。

その中で、コンテナ型の移設可能なトイレと

いいますのは、被災地の避難所に、そうした環

境がなければ、まさにそれをそこに持って行っ

て、スムーズにそれが利用できる、いい環境で

利用できる大変有効なものだと考えております。

能登半島で地震がありましたし、その他災害

も起きておりますけれども、私の記憶が正しけ

れば、国土交通省がまとめた資料で、コンテナ

型のトイレの有効性がうたわれておりました。

私自身もその有効性を認めております。土木部

だけでは考えきれないかもしれませんが、県の

他の部局と連携して、コンテナ型のトイレにつ

いて検討していきたいと思っております。

【外間委員】検討していただけるということで

すが、その前に聞き忘れていたことがあります。

デメリットというと、多分これは相当高価なも

のだと思うんですね。一体どのくらいするもの

なんでしょうか。幾らから幾らと、常設型、コ

ンテナ型、プレハブ型、それぞれによって値段

も多分違うかと思いますが、現地でこの前避難
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訓練の時に聞いた担当の方は2,000万円ぐらい
するとおっしゃっていましたけれども、こうい

う膨大な予算を確保するのは行政しか難しいの

ではないかなと思っております。

部長、ありがたい答弁をいただきまして、こ

れを了といたします。あとは全国知事会や議長

会でも、ぜひともこの問題について、それぞれ

の県でそういうものを常備していただいて、い

ざ非常時に、今回の1月1日の震災の時に全国か
ら助け合ってそういうものを出し合うような仕

組みというのをぜひやっていただければ、今度

はいつかまた、九州でもそういうことが起こり

得るかもしれませんので、常備という意味で部

長の答弁を了といたします。どうぞよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】午前中も本多委員が話をされた

ところが気になったもので、評価をどのように

されているかということなんですけれども、ス

ムーズに土地交渉ができるようにという観点で

お尋ねします。

まず、一つは、価格が折り合わないという件

数が、ずっとそうなんでしょうけれども、最近

はどのように変化しているのか。大分価格じゃ

なくてスムーズにいくようになってきたのか、

そういったところが逆に増えてきているのか、

そういったところをお尋ねしたいということと、

評価額と実勢価格、要は現実に取引をされてい

る価格というのは差がありますね。これは上も

下もそうですけれども、釣り合っているところ

もあるんでしょうけれども、差があるところも

あるんです、路線価とか比べたらですね。そう

いったところを土地評価要領に基づいて価格を

出していると言われますけれども、その価格は

どの部分で推移されているのか、そこをお尋ね

したいというのと2点お尋ねします。
【木下用地課長】 土地につきましては、現在、

都市部につきましては上昇傾向、それから郡部

の方につきましては下落傾向というところでご

ざいます。土地の評価の考え方というのは、用

地取得をされた土地、それは土地価格がありま

すけど、その土地価格をもって代替地を取得す

るという、基本的にはそのように考えておりま

すので、実勢価格にかなり近いところでの評価

をやっていくことになります。

先ほど言いましたように、地価公示価格とか、

基準値とかございますので、一点その辺が実際

の実勢取引の目安になっていますから、それか

ら固定資産の評価等も参考にしながら、地権者

の方が代替地を取得できる、同じ条件のものを

代替地として取得できるところの評価で要領が

できていますから、そのような形でやっており

ます。

【大久保委員】 承知しました。

その中で、先ほど、基本的にはその当時の評

価で支払いをする。翌年になったら、評価をし

直してもう一回提示することもあるとおっしゃ

ったんですけれども、そこで決まった時点で、

要は契約をするところで、上がっても下がって

も、その年の評価になるのかどうか、確認させ

てください。

【木下用地課長】 土地の価格につきましては、

契約した時点での評価になりますので、今年度

でいきますと4月1日付けで土地の評価という
のを定めておりますから、この価格が来年の3
月31日までは有効。この期間に契約した方は、
その金額で契約するということになります。

【大久保委員】上がった場合にはいいんでしょ

うけれども、下がった場合にそれで納得される

のか。それがルールということであれば、そこ
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は昨年聞いていた金額と違うよという問題はな

いのか、それがルールであればですね。お願い

します。

【木下用地課長】それにつきましては、金額を

具体的に地権者の方に提示をさせていただきま

すけれども、この価格は今年度まで有効ですよ

と、事前にお話をさせていただきますので、土

地がもし下落傾向でありましたら、来年度下が

るというのは一定ご理解いただいているという

ふうに理解していますので、前もってそのよう

な価格の有効期限というのをしっかり定めて地

権者側に伝えているところでございます。

【大久保委員】承知しました。そのように下が

るということは郡部に起き得るということでお

聞きしたので、そのあたりは丁寧に説明をいた

だくよう引き続きよろしくお願いします。

続いて、ここにちなんでですけれども、昨日、

平戸においても県道の改良があったんですけれ

ども、その中で一部土地交渉ができずに止まっ

ている部分があります。その前後はもうきれい

にいっているんですけれども、そこで絞れた状

態で工事ができてないということがあります。

そこをどうのこうの言うことはないんですけ

れども、県の工事においては、各市町に入る時

に県だけで土地交渉をされるのか。もしくは、

市の担当、また地元とどのような連携を図って

地主さんの方に入られているのか、ちょっとお

尋ねいたします。

【木下用地課長】基本的には、県の事業でござ

いますので、県において用地交渉を行っている

ところでございますけれども、やはり地元の市

町の職員の方のご協力というのは必要不可欠と

いうふうに考えておりますので、事業化をする

前に、一緒にやっていきましょうということで

協定書を結んでいる事業もございます。それに

つきましては、用地交渉は県の方がやるんです

けれども、どうしても市町の方にご協力いただ

きたい場合は、同行願って一緒に説得するとか、

さらには、事業をする前に、計画を決定する前

に、例えばこの土地につきましては境界争いが

あるので、なるべくここは事業計画に入れない

方がいいよとかいうような情報を得て計画を決

めていくとか、事前にお互いに情報共有をしな

がら今後進めていくというような協定書を結ん

でやっているところでございますので、一定市

町の方のご協力はいただいていると認識してい

るところでございます。

【大久保委員】 県というのは、各市町、私も地

元にいて感じるのは、どうしても市道、または

市の事業で交渉に入れば誰かとつながっている

んですね。ただ、県職さんとなれば、必ずしも

地元にいる方が担当でもなければ、なかなかつ

てを探そうにも探しきれないということで、そ

こに隔たりがあるというか、初めての人は構え

られるというところがあるので、私は今後も事

業遂行のために、まず土地交渉ですから、そこ

を円滑に進めるためには、なるべく各市町一緒

になってやっていった方がスムーズにいくので

はないかと思っております。

もう一つ、こじれてから地元を入れても、「あ

の県の担当からこんな言われ方をした」とか、

一つこじれたら、そこを修復するのに時間もか

かるし、意固地になったらもう会わないという

ことにもなりますので、そのあたりは市町と一

緒に、はなから交渉に入っていった方がいいの

ではないかと思っております。

そこで、一つお尋ねをしたいんですけれども、

平戸市では事業をするに当たって、要望がまず

きて事業化しますよね。要望がきた時に、市道

の中でもちょっとした拡幅だとか、ちょっと改
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良してほしいという時に、地元要望がくる時に

地主さんも含めてしっかりと地元が印鑑をつい

て要望することがあります。そうすれば、土地

の交渉もスムーズにいくだろうという一つの目

印の印鑑でありますから、そういったのは事業

化しやすいというふうに行政、担当の方も見て

くれます。そういったことで、例えば事業化す

る前、もう要望の時点で、早くしたいなら地元

の同意とか、地主さんの同意をそろえてくれれ

ば早くするというシステムは県にはあるのかど

うかお尋ねいたします。なければないで構いま

せん。

【木下用地課長】 これは事業化の話ですので、

私が答えるのがいいかどうかわかりませんけれ

ども、私もこの仕事を長くやっているものです

から、実は昔はそのようなことがありました。

必ず事業化する中で、特に交通安全事業、歩道

整備事業につきましては、必ず関係する地権者

の同意をもらった上で、それは市町の方にお願

いしているんですけれども。それから事業化す

るという流れがございましたけれども、最近は

そこがまだうまくできてないというのがありま

して、最近についてはありません。

【大久保委員】 100％そういう仕組みを、制度
を取れ入れるべきという論点ではないんですけ

れども、改良だとか新設というのは、ものすご

い何百何千人という地主さんになったりするか

ら、そこは不可能だと思うんですけれども、ち

ょっとした改良をお願いする時に、そこまでし

てくれれば、それが地元の熱意の表れでもある

し、地元がそれだけ必要なんだという表れでも

あるので、そういったところは優先度合いをつ

ける目印として、そういった制度というか、や

り方を考えられてもいいのかなというふうに思

っておりますので、ご一考いただければと思っ

ております。答弁は結構です。

もう一つ、先日、「土木部の概要」というこ

とでいただきましたけれども、週休2日モデル
工事というのがございます。ここ直近1,200件か
ら1,300件ぐらい週休2日モデル工事というこ
とで入れられていますけれども、今、働き方改

革もあったりということで導入されているんで

しょうけれども、これは1,300件が全部ではない
んでしょうけれども、どういったところにこの

工事を導入されているのかお尋ねします。

【金子建設企画課長】 週休2日モデル工事です
けれども、一応県発注工事の中で、災害とか、

そのあたりを除くほぼ全ての工事で週休2日モ
デル工事を行っております。

一応4,500万円以上で一般競争入札のものに
ついては、週休2日を指定する指定工事、それ
以外は任意でやるという希望型工事ということ

で実施しているところでございます。

【大久保委員】ということは、災害を除けばほ

とんど導入されているということですけれども、

今、4,500万円の完工高で仕切りをされていると
いうことですけれども、これからこの週休2日
モデルというのを4,500万円以下もかけていく
計画なのか、そのあたりはどういうふうにお考

えでしょうか。

【金子建設企画課長】 あくまでも、4,500万円
というのは、指定型にするか希望型にするかの

境目でありまして、希望型も週休2日モデル工
事ということになります。希望型工事につきま

しても、ほぼ9割以上の会社が4週8休をやって
いるということ、そういうのが実態でございま

す。

【大久保委員】わかりました。そしたら希望型

ということで、それを入札して取られたら、ど

っちでやりますかということになりますよね。
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そこで、工期または経費を変えていくという

ことに対応していくということになるんですか、

その落札した金額に。

【金子建設企画課長】もともと、当初の発注時

点では、週休2日をやったという前提でそれだ
けの補正係数を掛けて予定価格を算定しており

ます。

工期につきましては、週休2日を考慮した工
期の設定をもともと行っております。それで、

実際希望型は、ほぼ9割以上の方が4週8休をや
っているんですけれども、もしやらなかった場

合は、その補正係数分を減額するというような

取り扱いを行っています。

【大久保委員】大変わかりやすい説明でありが

とうございました。

今、こういった取組も、事業者に少しでも若

い人たちが残るためにも必要な政策だというふ

うに思っておりますので、現場を見ながらこう

して制度もいろんな取り入れをしていただいて

いる、現場からすれば、猶予工期とかいただい

て、県もしっかりと現場を見ながら取り組んで

いただいているという評価も聞いておりますの

で、引き続き、業者、県、また現場といい関係

づくりができますように、よろしくお願いしま

す。以上です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本委員】 2件お伺いをします。
1件目は、国土交通省の不動産業による空き

家対策推進プログラムについてお伺いをします。

近年ずっと課題となっている空き家問題につい

ては、国においても昨年12月施行ですか、空き
家対策推進の特別措置法の一部を改正するなど、

様々な施策がとられて、県においても新しい事

業という形で取り組んでおられるところなんで

すが、これらに加えて、多分先週になると思う

んですけれども、国土交通省から不動産業によ

る空き家対策推進プログラムというのが示され

ています。

これは、空き家が発生する、あるいは発生す

る前から、流通であったり管理であったり利活

用であったり、こういったものを一括してサポ

ートできるノウハウを持っている不動産業者、

宅建業者に課題解決のために、より関与しても

らおうという趣旨ではないのかなというふうに

理解をしています。

この内容としては、流通に適した空き家の掘

り起こしであったり、空き家流通のビジネス化

支援であったり、こういったところが柱になっ

ていて、特に、空き家流通のビジネス化支援と

いうことで、いわゆる宅建業者の方が今まで、

ちょっと言葉は悪いですけれども、全く手間の

わりに利益にならんというふうなところが、い

わゆる売買手数料自体も特例みたいな形で、従

来の規定よりも上限を上げてみたり、あるいは

管理であったりコンサルティングであったり、

こういったものをビジネス化できますよという

ふうな内容だと理解しています。

私自身は、これが空き家対策が非常に大きく

進展するきっかけになるんじゃないかというふ

うに思っているんですけれども、県として、こ

の捉え方、それから今後どういうふうにこれを

活用していこうと考えておられるのか、この点

をお伺いします。

【森住宅課長】今、委員がおっしゃった不動産

業による空き家対策推進プログラムは、6月21
日に国交省の方から出されておりまして、内容

は先ほどおっしゃったとおりです。

先に 庭委員からもご質問がありましたけれ

ども、空き家対策、県も、市町も人手不足でな

かなか民間連携ができないと厳しくなっている
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という状況なので、まさに私どもとしては、多

分行政の方としては不動産のプロのまさに宅建

業の方に連携させていただくことは非常に有効

だと思っています。

県はどう考えるのかということなんですけれ

ども、先ほどもお答えした中の一つは、空き家

法の改正で12月から空き家管理・活用支援法人
という制度ができまして、現在は五島市で初め

て指定されているわけですけれども、そういう

ものにこの宅建業者、不動産業者が市長から指

定を受けて、受けることによって私どもとして

は、市町が予算を用意すればという前提になり

ますけれども、その活動の支援をしていって、

官民連携でなおかつ進めていきたいと考えてお

ります。

また、実は空き家管理・活用支援法人につい

ては、ガイドラインというのを国交省がもう既

に出しておりまして、ここの中に今のところ、

最初に私が見た段階では、明確に不動産業者と

か、宅建業者とは書いてなかったんですけれど

も、今回、6月にこのプログラムが出たもので
すから、市町に対しても宅建業者もこれになれ

るし、もちろん地元県民から相談を受けやすく

て、さらに一番プロフェッショナルの方に手伝

っていただくことが一番いいとは思っています

ので、そこは私どもから市町とか、空き家対策

協議会という協議会もありますので、そういっ

たもので活用しませんかという周知をしていき

たいと思っております。

【山本委員】 今、課長が言われた、私もこの空

き家等管理・活用支援法人、前回の委員会でも

質問したんですけれども、これはストレートに

不動産業者が一番近いよねというふうには思っ

ていました。

今、基本的には市町が中心になっていくとい

う形になるんですけれども、それぞれの不動産

業者といいますか、宅建業者といったところは

当然協会もあるわけですね。長崎県においても

当然協会がある。長崎県で今、大体900社ぐら
い、いわゆる宅建協会だけで900社ぐらいあり
ます。こういったところが市単位で支部を持っ

ているところもあれば、3市単位で持っている
ところ、あと直轄のところとあるんですけれど

も、こういったところを一対一の市ではなかな

かやりにくい部分があるなというふうに感じて

います。

ですから、今も既に県の協会といろんな形で

連携をされて、いわゆる県有地の売却であった

りといったところも含めていろんな連携をされ

ていらっしゃいますので、今回のは非常に宅建

業者の方、不動産業者の方にとっても魅力のあ

る形になってくるのかな。それが入口としては、

例えば固定資産税の相談であったり、相続税の

相談であったり、そういったところから始まっ

て、管理の問題も出てくる。売却、仲介、賃貸

の話も出てくる。出口としては、今度は移住で

あったり、そういったものにつないでいくとい

うふうな形で非常に大きなチャンスが出てくる。

それから、先ほど900社ぐらい宅建業者が県
内、協会の方にいらっしゃるということで申し

上げましたけれども、近年、全体的に少し減っ

ているんだろうと思うんです。ただ、一方でリ

フォームとか、そういったことをされる宅建業

者の方が新たに入ってきているというのがあり

ます。ですから、そういった流れの中でこうい

うビジネスチャンスが出てくるというのは、市

にとっても、管理をしてくれる業者さんが、そ

ういうチャンスが増えてくるということになり

ますので、うまく活用していただきたいなと。

ですから、県としては、まずは市町、それか
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ら協会との連携を深めていただくということに

なると思うんですけれども、こういった、国の

方も、だからかなり次から次に施策を出してい

るなというふうに感じておりますので、活用し

ていただいて、県・市町連携をしてやっていた

だければなと思いますので、ここは要望にして

おきます。

それから、2点目ですけれども、これも2月定
例会の委員会で申し上げたんですけれども、島

原道路の関係でゆめタウン諫早の進入路との関

係についてお伺いします。

先週ですか、安全祈願祭がありまして、2年
後の開業を目指していると。ここの商圏人口が

50万人、年間の来場目標が1,000万人というこ
とで、九州最大級と言われるぐらいの大きなシ

ョッピングセンターができる。これが島原道路

の、いわゆる高規格でない部分、4車線の国道
のミッシングリンクになっているところに接し

ているという状況にあります。

こういった中で、2月にお伺いした時には、
そこの商業施設に入ってくる車と島原道路の計

画との関係についてはまだ承知をしていないと

いうふうな話だったんですけれども、何となく

これが明らかに渋滞するよねというふうに、皆

さんが懸念を持っていたことが、今回のことで

現実的な話になってきているなというふうに思

っているので、これについて今、この商業施設

の道路の問題、島原道路との関係について、現

状どのようになっているか、把握をしておられ

ましたらご答弁いただきたいんです。

【田﨑道路維持課長】ゆめタウン諫早の開業で、

委員おっしゃるように交通量の増加が見込まれ

ております。現在、島原道路の長野インター、

国道57号、主要地方道の有喜本諫早停車場線な
ど、周辺の道路からの接続方法について、道路

管理者、国道管理者、県警、地元諫早市及び開

発業者等と具体的な交差点の箇所や形状などを

協議中ということでございます。円滑な交通確

保ができるよう協議を進めてまいりたいと考え

ております。

【山本委員】ありがとうございました。今既に

57号沿いには非常に集客力の高い施設があり
まして、その部分の交差点というのが、時間帯

によっては長野インターから島原半島側に向か

うところについては完全に車線を1車線ふさい
でいるような状況になります。

今度できる商業施設というのはこの比ではな

いということになりますから、今の4車線のま
までは到底さばききれないというふうに、この

まま何も手を打たなければですね。そうすると、

今、順次関係者の皆様の努力で島原道路が着々

と事業が進んでいる中で、唯一高規格として事

業化をされてない区間になりますので、ただで

さえここをどうするかというのはずっと要望し

ていかなければならないんですけれども、新た

な懸念材料が、計画段階に予想していなかった

ことが起こっているというふうに認識をしてい

ます。

ですから、もちろん大きな商業施設ができる

経済効果、消費者の方にとっても大事なことで

はあるんですけれども、そもそも計画としてあ

った高速道路の定時制ということを損なうこと

がくれぐれもないように、そういった両立とい

う形で、県は県としての立場で、ぜひ協議の場

などで主張していただきたいというふうに思っ

ているんですけれども、部長からよろしいでし

ょうか。

【中尾土木部長】島原道路の、まさに今ミッシ

ングリンクという言葉を使って表現いただいた

ところですが、今年４月に国土交通省の出した
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予算概要に、そのミッシングリンクの間につい

て、県とこれから勉強していくと、検討してい

くということを書いていただいております。ま

さに、そうしたゆめタウンの話とかも含めて、

やはり地域の中で動く交通もあれば、ただの通

過交通もあって、高規格道路をつくると通過交

通がその地域の道路に乗らなくて、まさに上を

通過していく、交通量が減って、かなり地域の

交通としての円滑化が図れる面があると思いま

す。まさに、そういうミッシングリンクの部分

の検討を県と連携して進めていくということを

謳っていただきましたので、連携して検討を進

めていきたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【初手副委員長】 2点質問させていただきます。
まず、国道205号にかかる交差点安全対策事

業の関係で、これは川棚医療センター入口の交

差点の改良の関係で、その進行状況についてお

尋ねをしたいと思います。

この事業は、東彼杵道路建設促進期成会の3
項目の要望事項の中の一つでありまして、まず、

1番目には当然東彼杵道路の早期事業化、2番目
には針尾バイパスの早期事業化、3番目にこの
交差点改良が挙げられているところでございま

す。

今年度、国の事業として予算化が2,400万円計
上されているところでありますが、今までなか

なか工事として具体的に表に出てこられなかっ

た用地交渉とか、諸般の事情がありましてでき

なかったわけですけれども、今年度、予算計上

がございますので、今後、この改良工事がどの

ように進捗をしていくのか、ぜひその見通しと

課題等についてお答えをいただければというふ

うに思います。よろしくお願いします。

【北原道路建設課長】国の直轄事業で行ってお

ります川棚医療センター入口の交差点改良事業

につきましては、委員おっしゃるとおり、ここ

は用地の取得が課題となっておりました。しか

しながら、昨年度も予算が5,300万円つきまして、
主に用地補償の方で進展が見られております。

そして、今年度につきましても、予算が2,400
万円ついて、主に用地補償の方を進めていくと

聞いております。

令和7年度についても、まだ残件等がござい
ますので、引き続き用地交渉を行っていき、用

地交渉が完了した後に工事に着手していくと国

の方から話を伺っております。

【初手副委員長】ありがとうございました。先

ほど申しましたように、3つの東彼杵道路期成
会の中でこの事業だけが形として出てきており

ませんので、用地交渉の関係もありますから、

あんまり無理は言えないと思いますけれども、

ぜひ早期事業化に向けて、県としてのご努力を

お願いいたしたいと思います。要望として上げ

させていただきます。よろしくお願いします。

次に、石木ダムの関係でご質問をさせていた

だきたいと思います。

石木ダムにつきましては、本定例会でも数名

の議員から、そしてまた、今の委員会の中でも

ご質問があったところでございますけれども、

私は、石木ダムの地域振興策の策定に向けて、

今後の流れについて少しお尋ねをさせていただ

きたいと思っております。

この件に関しましては、本年の2月9日には、
ダム周辺における地域振興策の要望が川棚町の

地元の意向を踏まえて川棚町から県の方に提出

をされた経過がございます。

併せまして、振興基金も2月15日付けで議会
の議決をいただき、設立されたところでござい

ます。
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また、このような中、本年度は長崎県公共事

業評価監視委員会による5年に一度の再評価の
年でもありますので、なかなか日程的に非常に

厳しいといいますか、難しい面もあるのではな

かろうかというふうに理解はいたしております。

しかしながら、この件は、今後、ダム事業を

進める中、町や地域の将来を決めていく極めて

重要な事項であると認識をいたしております。

現状を踏まえながら、今後、具体化を進めて

いく中で、先ほどお話がありましたように素案

の作成から次のステップに、計画策定という流

れでいくんだろうと思うんですけれども、その

辺の流れについて、整備計画へ向けての現状と

今後の流れ、課題等についてご説明をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

【岩永河川課企画監】石木ダム周辺の振興策に

ついてですが、関係住民の生活の安定と水源地

域の活性化のためにダム建設と併せて地域振興

策を講じることは大変重要であると認識してお

ります。

現在、佐世保市及び川棚町とともに水源地域

対策特別措置法に基づく水源地域整備計画の策

定を進めているところであります。

整備計画では、先ほどありましたように、今

年の2月、地元川棚町の要望を基に周辺の道路
や河川の整備、公園や広場の建設、ダムの上流

部に残存する木場地区集落への対策などを検討

しております。

水源地域整備計画の素案につきましては、今

年度のできるだけ早い時期に公表し、川棚町民

の皆様に地域振興策に対する具体的なイメージ

をお持ちいただくことで、石木ダム事業への理

解促進につなげていきたいというふうに考えて

おります。

なお、この素案につきましては、この委員会

でもご説明をさせていただくように考えており

ます。

【初手副委員長】ご説明、ご答弁ありがとうご

ざいました。今話がありましたように、今から

日程的にどこまでかというのは明確なご答弁が

ほしいんですけれども、いろんな事情でなかな

かそこまでいけないのかなというふうに理解を

いたしているところであります。

これから、素案づくりを含め計画策定という

ふうになっていくと思いますけれども、ご承知

のようにこのダムは、計画から50年が経過をし
ております。この経過の中で一部取り組んだ事

業もあるようではありますけれども、それぞれ

の皆様がいろんな立場で携わってこられたとい

うふうに理解をしております。

私は常々、ダム建設は、治水・利水を通じて、

安全で住みよいまちづくりを行うとともに、ダ

ムができたことによりまして地元の地域が発展

し、子や孫の代まで感謝されるものでなければ

ならないというふうに思っているところでござ

います。

同時に、ダムを造って終わりではなく、将来

にわたって地域の発展に寄与する、いわばハー

ド・ソフトの施策が大変重要に求められるとい

うふうに理解をしております。そのためにも、

住民の意向を踏まえながら、将来を見据えた地

域振興策が、あるいは整備計画が大変重要であ

るというふうに思います。

これから具体化をされていくわけですので、

その辺を十分ご理解、お考えいただいて、地元

の意見を踏まえ、そしてまた、県、佐世保市、

川棚町、そして地元の方々との協議を十分深め

ていただきたいと思います。

形だけじゃなくて、本当に中身のあるものを

つくっていただくことによって、これからのダ
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ム建設に大きくつながっていくんじゃなかろう

かと理解をいたしているところでございます。

具体的にもう少し聞きたいんですけれども、

なかなか難しい面もあるかと思いますので、こ

れからの取組に期待を申し上げまして質問とさ

せていただきたいと思います。どうぞこれから

も内容的なものを詰めていただきますように、

くれぐれもお願いいたします。ありがとうござ

いました。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】先ほど、外間委員が質疑をされた

分で急に思い出して2回目をさせてもらうこと
にしました。

3年前、令和3年6月定例会のこの委員会で、
私はこの問題を議論させてもらいました。当時

は、馬場道路維持課長でした。どういう議論を

したかというと、トイレの件で、県下に道路公

園等で県が管理しているトイレが幾つあるのか

と。答弁は24か所。そのうち下水処理が8か所
で33％、浄化槽が12か所、汲み取りが4か所と
いう答弁を馬場課長から受けました。

それを受けて、先ほど外間委員が提案された

ことと同趣旨です。対馬の方で既に汲み取りと

か、電源不要のトイレがもう2か所設置されて
あるという報道を受けて、環境にやさしい再生

可能エネルギーの太陽光を使って、全く電源が

要らない、微生物でトイレの流れたものを分解

する、それはクレーンで移動が可能でと、そう

いったトイレを、長崎県下の24か所あるトイレ
のうちの4か所の汲み取りは将来交換するので、
それについてはこういったものを導入すべきだ

という質疑を3年前に、この6月定例会でやりま
した。その時の土木部の答弁は、やりますとい

う答弁は出てないんです。出てないんだけれど

も、そういう趣旨で話をして議論させてもらっ

ているんです。急に思い出して、議事録を確認

して言っているんですが、その後、県が管理し

ている24か所のうちの4か所の汲み取り式のト
イレの改修はしたのかどうか、そのあたりを教

えてください。

【田﨑道路維持課長】今、資料を持ち合わせて

いないので、調べさせていただいて、また回答

させていただきます。

【深堀委員】先ほどの外間委員の質疑で土木部

長も道路維持課長も答弁されていましたけれど

も、もしこれがすぐ交換できていれば、能登半

島地震の時も何かしらのお手伝いができたのか

もしれないですよね。ぜひ外間委員がおっしゃ

ったように、私も同趣旨で長崎県下の道路公園

等に設置しているトイレについては、こういっ

た環境にやさしい、そして災害が起こった時に

いろんな被災地に共有できるようなトイレを、

それは価格は高いですよ。でも、今、現に汲み

取り式でいろんな費用がかかっている実態を鑑

みれば、こういった最先端のものを入れていく

というのは、対馬は導入していたりするわけで

すからね。ぜひそこは県が率先して導入に向け

てやっていただきたいと思います。

3年前と、じゃいかないので、もう一回その
意気込みといいますか、答弁をもらって終わり

たいと思います。

【田﨑道路維持課長】 4か所のトイレがどこか
がまだ把握できていないのですが、委員のおっ

しゃることは理解いたしますので、そういうこ

とも含めて検討していきたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、委員長を交代します。

【初手副委員長】 千住委員長、どうぞ。

【千住委員長】一つだけ、諫早の方に長崎県立
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総合運動公園があるんですけれども、そちらに

補助競技場がありまして、サブトラックと言わ

れるところですけれども、そこの使用について、

以前は、あそこは夕方、中高生が練習の場所と

して非常にありがたく使わせてもらっているん

ですけれども、ちょっと前から月曜日、火曜日

が使えなくなったということで、大変陸上関係

の指導者の方から、もちろん陸上をやっている

選手たちからも、その2日間使えないのを何と
かなくしてもらえないかというようなお話があ

るんですけれども、そういった声とかもお聞き

になっているかと思うんですが、そのあたりは

いかがでしょうか。

【田坂都市政策課長】今、ご質問がありました

県立総合運動公園の補助競技場についての経緯

からご説明したいと思います。

県立総合運動公園の補助競技場につきまして

は、平成22年度に建替えを行っていますが、そ
の建替え後も、従来から行ってきました個人利

用者への無料開放を継続しております。

この補助競技場は、日本陸上競技連盟の第3
種認定を受けておりますが、5年に1回の検定を
受けなければなりません。この補助競技場が第

3種の認定をクリアできなければ陸上競技場本
体の第1種の認定も取り消されることとなりま
す。

直近では、令和2年度にこの第3種の検定を受
けておりますが、トラックの舗装などの改修費

に多額の費用がかかったことから、無料開放を

維持していくために、できるだけ次回の検定の

際の改修費を抑えようと指定管理者と協議を行

いまして、1週間のうち月曜と火曜日の2日間を
トラックの舗装の傷みを軽減するために一般利

用を制限する管理日とし、現在も継続をしてい

るところです。

また、車椅子の陸上競技者は非常にスピード

も速く、健常者との交錯があった場合、双方が

けがを負うことが予測され、危険であると判断

されることから、この車椅子競技者の利用につ

いては、この管理日の月曜日と火曜日のみとし

て、健常者との利用のすみ分けを図っているも

のでございます。

この健常者の競技用シューズのスパイクと比

べて、競技用車椅子の舗装への負担は軽いと判

断をしております。したがいまして、5年ごと
の改修費をできるだけ縮減するためと、この車

椅子競技者の利用に当てるため、一般利用につ

いては1週間のうち2日は利用を制限している
ところでございます。

【千住委員長】次の改修の費用を削減するため

とあったんですけれども、結局利用される方の

声というのが一番大事だと思います。

陸上競技場でも、例えば内側のレーンは非常

に使用頻度が高く、外側のレーンは使用頻度が

低いので傷みの具合が違うんですよね。他市と

かでは、1日、そういった休養日の時に内側の
レーンだけ使わせなくて、外側のレーンは使っ

ていいですよと。改修する時は一緒に改修する

わけなので、外側のレーンを使わせているとこ

ろも実際あるわけですよね。そういった使いた

いという声に対して、有効的な活用がもう少し

できないかと思いますが、いかがですか。

【田坂都市政策課長】先ほども申し上げました

けれども、1週間のうち2日間利用を制限してい
ますのは、5年ごとの改修費をできるだけ縮減
するというためだけではなく、その2日間を車
椅子競技者の利用に当てる目的もありまして、

混在による危険を防ぐためにも、一般利用につ

いては全レーンを使用不可とせざるを得ないと

考えております。
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しかしながら、最近の利用状況を見てみます

と、車椅子競技者の利用頻度も低いと聞いてお

りますので、次の検定を受けるのが来年度にな

りますけれども、そこでこれまで行ってきた週

2日の利用制限の効果の検証というものが出て
まいります。その検証次第となりますが、車椅

子競技者の利用がない場合のレーンの分割の利

用など、利用者のご意見もお聞きしながら利用

方法の見直しも検討していきたいと考えており

ます。

【千住委員長】 ありがとうございます。令和7
年度のための検証も兼ねているということであ

りますけれども、実は令和7年度まで待つとな
ったら、今の学生さんというのはもう卒業した

り、あるいは学年が上がっていったりというこ

とで、その期間は使えないわけですよね。

隣には陸上競技場がありますので、例えば休

ませている月曜日等は中の陸上競技場を使わせ

てあげるとか、そういった声を考えて中を使わ

せるとかいうような時限的な対処があってもい

いんじゃないかと思うわけです。

車椅子の方も使用頻度がかなり少なくて、陸

上競技の関係の方からは、使ってないので使わ

せてもらえないかというような声があるので、

ぜひ隣のメインの競技場を、月曜日なら月曜日

は使わせてあげるとか、そういったことを検討

いただけないかと思いますが、いかがですか。

【田坂都市政策課長】メインの陸上競技場にな

りますけれども、そこは今有料で、団体の専用

利用だけで、なかなか個人利用というのは認め

ていないので、無料開放等も含めてちょっと難

しいとは思いますが、来年度に向けての見直す

選択肢としては、その辺も含めて検討していき

たいと思います。

【千住委員長】先ほど申しましたとおり、学生

はもういなくなったり、2年後はもういない生
徒もいますし、今が大事な生徒もいますので、

そこをぜひご検討いただきたいと思います。

以上です。

【初手副委員長】 委員長を交代します。

【千住委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、次に、自由民主党会派より「国土

強靱化の計画的かつ着実な推進を求める意見書

（案）」提出の提案があっておりますので、事

務局より文案の配付をお願いいたします。

〔資料配付〕

【千住委員長】それでは、中島委員より意見書

提出についての提案、趣旨説明等をお願いいた

します。

【中島委員】「国土強靱化の計画的かつ着実な

推進を求める意見書（案）」でございます。

皆さんご承知のとおり、防災減災国土強靱化

のための5か年加速化対策事業が令和7年度を
もって終了予定となっております。

しかも、この5か年のうちの国の予算配分が、
前倒しで行っていたため、令和7年度について
は非常に予算が少なくなっているという現状も

踏まえた上で、最終年度となる令和7年度にお
いても例年以上の予算を通常予算とは別枠で確

保していただきたい。そしてまた、期間の終了

後も、切れ間なく継続的かつ安定的に取組を推

進するため、令和6年中に国土強靱化実施中期
計画を策定し、その実現に必要な予算、財源を

通常予算とは別に確保していただきたいという

ことです。

それと併せて、物価高騰等の中で長期安定的

に進められるよう、新たな財源の創設等により

必要な予算の所要額を満額確保していただきた

いということ。

それから、令和6年度末に期限を迎える緊急
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浚渫推進事業、これは、これまで我が県におき

ましてはなかなか河川の浚渫事業の予算が取れ

ずに、非常に地域の皆さんから要望が多かった

件もこの事業のおかげでクリアできている状況

だと思いますので、こういった事業も期間の延

長をやっていただきたいということでございま

す。

そしてまた、県の令和7年度政府施策に関す
る要望・提案の折にも、この件につきましては

松村内閣府特命担当大臣より、「さらに地元よ

り声を上げていただきたい」という意見をいた

だいたということでございますので、我々県議

会としましても、国にしっかりと意見書を提出

させていただきたいと思いますので、委員各位

のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

以上でございます。

【千住委員長】ただいま説明がありました「国

土強靱化の計画的かつ着実な推進を求める意見

書（案）」について、ご意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 ご意見等もないようですので、

意見書の提出について、採決を行います。

「国土強靱化の計画的かつ着実な推進を求め

る意見書（案）」を提出することにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「国土強靱化の計画的かつ着実な推

進を求める意見書（案）」については、提出す

ることに決定されました。

なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ますか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で、委員会の審査が終了いたしましたの

で、土木部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩をいたします。

― 午後 ２時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、先ほどの答弁をお願いいたします。

【田﨑道路維持課長】先ほどの深堀委員からあ

った簡易パーキングのし尿処理ができていない

トイレが令和3年度時点で4か所あるというこ
とですが、現時点でまだ改修はしていない状況

でございます。改修に当たっては、いろいろな

方法を検討していきたいと考えております。

【千住委員長】それでは、しばらく休憩いたし

ます。

― 午後 ３時 １分 休憩 ―

― 午後 ３時 １分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、次週、7月1日
（月曜日）は、午前10時から委員会を再開し、
文化観光国際部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ２分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月１日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時２５分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委   員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保 堅太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 伊達 良弘 君

文化観光国際部政策監 村田 利博 君

文化観光国際部次長 加藤 一征 君

文化振興・世界遺産課長 園田 貴子 君

文化振興・世界遺産課企画監
（世界遺産担当）

園田幸四郎 君

ながさきピース文化祭課企画監
（国民文化祭事業担当）

小栁 剛志 君

な が さ き ピ ー ス 文 化 祭 課
総 括 課 長補 佐

早稲田みどり 君

観 光 振興課 長 長野 敦志 君

国際観光振興室長（参事監） 小宮 健志 君

物産ブランド推進課長 松尾 泰子 君

国 際 課 長 貝淵 裕幸 君

国際 課企画 監
（平和推進・国際協力担当）

久間 哲彦 君

スポーツ振興課長 川瀬 亨介 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【千住委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、ながさきピース文化祭課山浦課長から、

本委員会を欠席し、早稲田総括課長補佐を代理

出席させる旨の届が出ておりますので、ご了承

願います。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。

【伊達文化観光国際部長】おはようございます。

文化観光国際部長の伊達でございます。

それでは、本日出席しております文化観光国

際部の新任幹部職員のうち、これまでの委員会

に出席のなかった職員を紹介させていただきま

す。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【千住委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。
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文化観光国際部長より、報告議案の説明を求

めます。

【伊達文化観光国際部長】それでは、予算決算

委員会観光生活建設分科会関係議案説明資料の

2ページをご覧願います。
文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号「知事専決事項報告『令和5年度長崎
県一般会計補正予算（第11号）』」のうち関係
部分であります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました、

年間執行額の確定に伴う令和5年度予算の補正
について、令和6年3月29日付けで専決処分させ
ていただいたものであります。関係部分につい

て、その概要をご説明いたします。

文化観光国際部所管の補正予算のうち、歳入

予算の内訳は中段に記載のとおりでございます

が、合計で1,961万8,000円の減であります。
歳出予算の内訳は下段に記載のとおりでござ

いますが、合計は、3ページ上段に記載のとお
り、1億8,654万5,000円の減となっております。
歳入予算及び歳出予算の主な内容については、

3ページから4ページ上段に記載のとおりでご
ざいます。

次に、4ページの4行目からでございますが、
令和5年度長崎県一般会計歳出予算繰越明許費
繰越計算書報告のうち、文化観光国際部の関係

部分についてご説明いたします。

繰越額の内訳は、企画費8,982万2,000円であ
ります。

繰越の主な理由は、文化施設改修等整備費に

係る経費のうち、長崎歴史文化博物館の奉行所

等の木部にかかる補修において、専門技術者の

配置が困難であったこと等により、適正な工期

の確保ができなかったことによるものでありま

す。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中島委員】 おはようございます。

先ほどの繰越の件なんですけれども、長崎歴

史文化博物館の奉行所等の木部ということで、

私も何度か訪れたことがあるんですけれども、

非常に立派な建造物でございまして、専門技術

者の配置が困難であったということなんですけ

れども、例えば宮大工みたいな技術者がつかま

らずに工期が遅れたのか、その辺の詳細を教え

ていただければと思います。

【園田文化振興・世界遺産課長】長崎歴史文化

博物館の木部あく抜き補修業務につきましては、

当該業務は、薬剤を塗布し、洗浄、乾燥を行う

工程を3回繰り返すために、湿度の低い冬から
春に実施することが望ましく、また夏休みから

秋の修学旅行シーズンにおいては多数の来館者

があるため、冬からの施工を行うように準備を

しておりました。

一般競争入札を行った結果、宮大工ではなく

て、市内の親和土建が1者応札で落札されまし
た。親和土建においては、入札参加申請時点と

入札をした時点では、専門技術者の確保は行っ

ていたところなのですが、その後、昨今の人材

不足から、余裕のある人員が確保できなくなっ

たということで、1月になってから、そのよう
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な状況になったという申出がございまして、協

議を行いました。その結果、天候に左右される

工程が多いという不可抗力もあり、現在確保で

きている人員だけでは納期超過のおそれが高い

ということから、さきの2月定例県議会におい
て、契約繰越のご承認をいただいたところでご

ざいます。

【中島委員】ということは、そういう気象とか

の条件がある中で、今年度内の適切な時期に実

行されるということでよろしいのでしょうか。

【園田文化振興・世界遺産課長】この工事につ

きましては、既に6月11日に完了しております。
【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。

報告第2号のうち関係部分については、原案
のとおり、承認することに、ご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第2号のうち関係部分は、原案
のとおり、承認すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

文化観光国際部においては、委員会付託議案

がないことから、所管事項についての説明を受

けたのち、陳情審査及び議案外所管事務一般に

ついて質問を行います。

まず、文化観光国際部長より所管事項の説明

を求めます。

【伊達文化観光国際部長】文化観光国際部観光

生活建設委員会関係説明資料をご覧ください。

今回は、当初版のほか、追加1、追加2もお配り
をしております。

当初版の2ページをお開きください。
議案外の主な所管事項についてご説明いたし

ます。

文化の振興については、記載のとおりでござ

います。

（世界文化遺産の保存活用について）

昨年度、世界遺産登録から5周年を迎えた「長
崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」につ

きましては、去る3月25日に、知事を会長とし、
構成資産地域の首長や各構成資産の所有者、保

護主体となる団体の長などで構成する世界遺産

保存活用協議会を開催し、5周年事業の総括及
び今後10年間の事業展開の共有を行いました。
また、構成資産の保護を担う地域の活性化を

図り、次世代につないでいくことを目指して、

6月4日に地元団体のキーマンや行政職員を集
めた情報交流会を開催し、各地域が連携した取

組や、地元連携による情報交流会の主体的な運

営に向けての協議を行いました。

今後とも、世界遺産の保存活用を図るととも

に、保護意識の醸成や次世代に継承する取組を

進めてまいります。

（ながさきピース文化祭2025について）
ながさきピース文化祭2025につきましては、

令和6年度の組織改正により、文化観光国際部
内に、ながさきピース文化祭課を新たに設置し、

国や市町、関係団体等とともに開・閉会式や会

期中に行われる各種事業の調整を図るなど、来
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年の開催に向けて準備を進めているところであ

ります。

去る5月28日には、県の実行委員会総会を開
催し、県内各市町をはじめ、文化、福祉、教育、

経済など幅広い分野の関係団体代表者のご出席

のもと、文化祭の事業構成や事業概要などの全

般的な計画をまとめた実施計画、令和6年度事
業計画などについてご承認をいただきました。

なお、実施計画につきましては、8月に開催さ
れる国の実行委員会において審議され、承認を

いただく予定となっております。

県といたしましては、9月に開催1年前となる
ことから、節目におけるPRイベントの実施やカ
ウントダウンボードの設置、アンバサダーを活

用したPRなど、開催に向けた機運醸成を図ると
ともに、各種事業の更なる磨き上げなど、引き

続き「ながさきピース文化祭2025」の開催に向
けて準備に万全を期してまいります。

（観光の振興について）

令和6年1月から3月までの主要宿泊施設の宿
泊客数は、新型コロナウイルスの感染症法上の

位置づけが5類に移行されて初の年末年始とな
ったことや、4年ぶりの通常開催となった長崎
ランタンフェスティバルの効果などにより、前

年同期と比較して2.5％の増となりました。
今後とも、回復に向かう観光需要を本県に着

実に取り込んでいくためには、魅力ある観光ま

ちづくりを推進し、県内周遊につなげていくこ

とが重要であります。

県内周遊促進の取組の一つである「ながさき

大村湾サイクルージング」については、第1弾
として、本年3月16日から5月19日までの週末を
中心に、大村湾南部地域の4つのエリアで16回
の催行を予定していたところ、悪天候等による

中止もあり、6回の催行にとどまりましたが、

県内外から51名の方に体験していただいたと
ころであります。体験された方からは、満足の

声をいただいた一方で、「運航ダイヤの関係で

各エリアでの滞在時間が短い」、「クルージン

グでは大村湾の見所スポットを案内してほし

い」という意見など、商品の改善につながる声

もいただいたところであり、9月から11月の第2
弾の催行に向け新コース開発に活用するなど、

引き続き、市町と連携し、地元事業者を中心と

した取組を支援し、県内誘客と周遊促進に努め

てまいりたいと考えております。

また、観光客の受け皿となる宿泊業界の人手

不足対策として、新たに、宿泊施設における海

外大学からのインターンシップ受入に向けた取

組を支援しております。

現在、長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合に

おいて、ネパール国を対象に、本年11月の受入
を目指して調整を進めているところであり、本

事業の円滑な実施により、外国人材の受入体制

の構築を支援してまいります。

（インバウンドの推進について）

観光庁発表の宿泊旅行統計調査によれば、本

県における外国人延べ宿泊者数は、2023年は約
46.2万人で、2022年の約9.5万人と比較します
と、約5倍と、順調に回復しております。
このような状況の中、インバウンドの更なる

受け入れ拡大を図るため、今年度の新規事業で

ある飲食店等のメニュー多言語化など受入環境

整備をはじめ、地元市町や関係事業者等と連携

し、個人旅行化の一層の進展を見据え、SNS等
を活用した継続的な情報発信に取り組んでまい

ります。

また、令和4年度から、九州観光機構や各市
町と連携し、富裕層等に訴求する観光コンテン

ツとして、アクティビティを通じて自然や異文
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化を体験するアドベンチャーツーリズムの商品

化に取り組んでいるところであり、本県ならで

はの魅力を世界に発信し、誘客促進につなげて

まいります。

クルーズについては、昨年の本県へのクルー

ズ船入港数が133回となるなど、コロナ禍前の
2019年同時期と比較して約6割まで回復してお
り、外国船籍のクルーズ船入港数は121隻で、
沖縄県の124隻に次いで全国第2位となってお
ります。

引き続き、県内市町や関係機関と連携し、受

入拡大に向けた船会社や旅行会社に対する積極

的な誘致活動、広域周遊対策など経済的な効果

を高める取組を促進し、クルーズ船入港の効果

の最大化に取り組んでまいります。

（県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「日本橋長崎館」

では、3月に開館8周年の記念イベントを実施し、
店舗への誘客促進を図るとともに、去る4月24
日から5月7日までの2週間、令和5年度の長崎県
特産品新作展受賞商品の展示・販売会を実施し、

長崎県の新たな特産品のPRを行いました。
また、世界的に有名な自動車メーカー「ポル

シェ」の初の公認レストランでの長崎フェアや

県外料理人が参加する食材勉強会を開催したほ

か、去る3月22日から28日まで、千葉県内に9
店舗を展開する京北スーパーにおいて「長崎県

フェア」を開催し、鮮魚や農畜産物を中心とし

た本県の食の魅力について発信したところであ

ります。

県産品の輸出促進については、3月に中国に
てジェトロ主催の「日本酒類販路拡大商談会」

に出展し、北京を中心とした飲食店関係者や輸

入業者等と試飲商談会を実施したほか、上海市

の飲食店において「長崎フェア」を開催し、県

産酒や五島手延うどんなどの加工食品の試飲・

試食販売及び観光プロモーション等を通して、

多くの方々に県産品をはじめとした本県の魅力

を総合的に発信することができました。

また、新たな商流を構築するため、現地との

結びつきが強い民間事業者を活用した販路開拓

にも取り組んでおり、輸出対象商品の選定や、

現地バイヤーとのオンライン商談会の開催、テ

スト販売の実施に向けて準備を進めております。

引き続き、市町や生産者団体等と協議しなが

ら、県産品のブランド化の推進や販路拡大に努

めてまいります。

ここで追加2をお開きいただき､2ページをご
覧ください。

（日ASEAN次官級交通政策会合の長崎開催）
去る6月25日から27日の3日間、長崎市におい
て、国土交通省主催による日ASEAN次官級交
通政策会合が開催されました。

この会合は、昨年5月に開催されたG７長崎保
健大臣会合に続く政府系国際会議であり、県は

長崎市と共同で、各国の参加者に開催地として

のおもてなしの気持ちを伝えるため、県産食材

を使ったメニューの提供による歓迎レセプショ

ンを開催しました。

今回の会合の開催により、ASEAN各国にお
ける国際県長崎の知名度はさらに高まったと考

えており、その成果を交流人口の増加と消費拡

大につなげるため、引き続き国内外への本県の

魅力の発信等に努めてまいります。

ここで追加1をお開きいただき、2ページをご
覧ください。

（日本スポーツマスターズ2024長崎大会につ
いて）

「日本スポーツマスターズ2024長崎大会」は、
開催まで3カ月余りとなり、去る6月20日には
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100日前イベントを県庁エントランスホールで
開催いたしました。

イベントでは、PR動画の放映やカウントダウ
ンボードの除幕を行い、バルセロナオリンピッ

ク金メダリスト岩崎恭子さんをお招きし、大会

アンバサダーの髙田明さんと知事によるトーク

セッションなどを実施いたしました。

長崎大会を成功裏に開催できるよう、引き続

き、市町や県スポーツ協会、競技団体等、関係

者と連携して準備を進めるとともに、大会に向

けた機運醸成を図ってまいります。

ここで当初版6ページへお戻りください。
（ツール・ド・九州2025について）
県と佐世保市は、去る5月9日、政策ミーティ

ングにおいて、IRの誘致を通して積み上げてき
たレガシー活用の一環として、「ツール・ド・

九州2025」の佐世保市開催に向け連携して取り
組む事に合意し、5月15日に、一般社団法人ツ
ール・ド・九州に対し、開催意向表明書を提出

いたしました。

その後、5月31日には、九州経済連合会と開
催県等で構成する実行委員会において、UCI（国
際自転車競技連合）へ国際レースとして公認さ

れるための申請を行う事が決定されたところで

ございます。

「ツール・ド・九州」は、九州・山口各県の

知事や経済団体のトップが参加する九州地域戦

略会議において、国際スポーツ大会のレガシー

の持続的継承や九州でのサイクルツーリズムの

推進等を目的に開催が決定されたものであり、

福岡県、熊本県、大分県で開催された初回の

2023大会には、世界のトップクラスを含む18
チームが出場いたしました。

県といたしましては、本大会が、国内外から

多くの選手や観光客等の来訪が見込まれること

から、佐世保市を中心とする県北地域の振興や

交流人口の拡大、また、本県の魅力を発信する

絶好の機会になるものと考えております。

今後、県議会や関係機関のご理解とご協力を

いただきながら、佐世保市と連携のうえ、大会

の開催実現に向け取り組んでまいります。

長崎ヴェルカの活躍については、記載のとお

りでございます。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜わりますようお願いいた

します。

【千住委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」及

び「政府施策に関する提案・要望の実施結果」

について説明を求めます。

【園田文化振興・世界遺産課長】「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

委員会に提出いたしました文化観光国際部関係

の資料について、ご説明申し上げます。

お手元の観光生活建設委員会提出資料の2ペ
ージをお開きください。

補助金の内示について、県が箇所付けを行っ

て実施する個別事業に関し、市町及び直接・間

接の補助事業者に対し内示を行った補助金につ

きまして、令和6年2月から5月までの実績を5ペ
ージまでに記載しております。直接補助金につ

きましては、長崎県文化芸術活動ブラッシュア

ップ事業補助金等で計21件、間接補助金につき
ましては、同様に長崎県文化芸術活動ブラッシ

ュアップ事業補助金等で計21件でございます。
次に、6ページをお開きください。
令和6年2月から5月までの1,000万円以上の

契約状況一覧表は、記載のとおりでございます。
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次に、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料、離島・半島地域振興特別委

員会意見書分をお開きください。

昨年度、離島・半島地域の振興対策に関する

意見書といたしまして、県議会から知事に対し

提出された意見書にございました意見項目に対

しまして、県の処理状況を記載したものでござ

います。

文化観光国際部関連では、3ページ目の1（4）
と6ページ目の4（3）についての処理状況を記
載しております。

次に、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料、観光・IR・新幹線対策特別
委員会意見書分をお開きください。

昨年度、観光振興対策・国際戦略、IR対策、
新幹線・地域交通対策に関する意見書といたし

まして、県議会から知事に対し提出された意見

書にございました意見項目に対しまして、県の

処理状況を記載したものでございます。

文化観光国際部関連では、2ページ目の1（1）
から（5）についての処理状況を記載しており
ます。

最後に、「政策等決定過程の透明性等の確保

及び県議会・議員との協議等の拡充に関する決

議」に基づく提出資料、子ども子育て・若者支

援対策特別委員会意見書分をお開きください。

昨年度、子ども子育て・若者支援対策に関す

る意見書といたしまして、県議会から知事に対

し提出された意見書にございました意見項目に

対しまして、県の処理状況を記載したものでご

ざいます。

文化観光国際部関連では、8ページ目の4（1）、
10ページ目の4（2）､12ページ目の4（3）につ

いての処理状況を記載しております。

以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

引き続き、6月中旬に実施いたしました令和7
年度政府施策に関する提案・要望について、文

化観光国際部関係の要望結果をご説明いたしま

す。

文化観光国際部関係におきましては、観光振

興に向けた取組の推進、CIQ体制の強化など、4
項目について、国土交通省、法務省などに対し

要望を行いました。

このうち、観光振興に向けた取組の推進につ

いては、最重点項目であることから、国土交通

省に対し、知事、議長、文化観光国際部長によ

り要望を行い、「観光振興に向けて、国と県が

一緒になって取り組んでいく。」、「人手不足

の解消に向けては、外国人の雇用も進めてほし

い。」などの回答をいただきました。

以上が文化観光国際部関係の要望結果であり

ますが、今回の政府施策に関する提案・要望の

実現に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査の対象の陳情番号は、6番
と7番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行
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います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】次に、「政府施策に関する提案・

要望の実施結果」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、次に、議案外所管事務一般について、ご

質問はありませんか。

【 庭委員】 おはようございます。

部長説明の中から、何点か質問をさせていた

だきたいと思います。

最初に、4ページの「インバウンドの推進に
ついて」というところで、順調に回復している

というところで、非常に喜ばしいことかという

ふうに思っております。

そういう中で、今、オーバーツーリズムが大

きな課題になっているかと思いますが、長崎で

の状況を教えてください。

【小宮国際観光振興室長】インバウンドにおけ

るオーバーツーリズムについてのお尋ねでござ

いますけれども、先般の対馬での記事について

は承知をいたしておりまして、そのほか、現状、

コロナ禍の後、海外からお客様をお迎えしてい

るところでありますけれども、具体的にインバ

ウンドによるオーバーツーリズムの意見を各事

業者や県民の方からお聞きしているという状況

ではございません。

一方で、大型のクルーズ客船が入港した際に

は、多くのお客様が路面電車やバス、タクシー

等で市内、県内を周遊されるという状況がござ

います。今後、そういった意見が出てくるとい

うことも想定をされておりますので、クルーズ

船会社や旅行会社それから市町とも連携しなが

ら、どういった対策が取れるのか、未然防止も

含めて、今後対応していきたいと考えておりま

す。

【 庭委員】現状あまりないということかと思

います。でも、やはり未然防止が必要かなと思

っております。

今、海外のインバウンドの話をしましたけれ

ども、観光客も最近はマナーがだんだん悪くな

っているというと表現があれですけれども、そ

ういうところでご相談とかあっていることはあ

りませんか。

【小宮国際観光振興室長】 庭委員からお尋ね

がありました国内外問わずということで、私ど

も県と各市町にございます観光協会、観光連盟、

DMOを含めて、どういった事案が起こり得るの
かというものも想定しながら、本県にお越しい

ただくということについては歓迎するところで

はありますけれども、やはり地域、県民の方、

市民の方の生活がございますので、そういった

バランスも取りながら、各施設とも意見交換を

しながら、丁寧に対応してまいりたいと考えて

おります。

【 庭委員】 了解しました。

次に、国際定期航空路線について、昨年10月
から上海線が再開されておりますけれども、こ

の現状を教えてください。

【小宮国際観光振興室長】 昨年10月に中国東
方航空が再開いたしましたけれども、その後、

なかなか中国から長崎への訪日が伸び悩んでお

ります。といいますのが、中国における団体旅

行の解禁が遅かったということ、現在、中国の

経済が低迷しているということ、それから福島

原発の処理水の問題等もございまして、なかな



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（７月１日）

- 57 -

か中国のお客様が長崎、日本に向いておらず、

東南アジア、韓国の方に旅行されている傾向が

あるというところは、統計データとして取って

おります。

クルーズ船につきましても、なかなか中国か

らのクルーズが回復していないということもご

ざいますので、今後、やはり中国は一つのター

ゲットとして重要でありますので、中国からの

来日、長崎へお越しいただけるよう、私どもも

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【 庭委員】なかなか中国側が難しいというこ

とでしたけれども、具体的に、中国から来ても

らうためには、今からいろいろ対策を考えるん

でしょうけれども、今考えている対策として何

かあれば、教えてください。

【小宮国際観光振興室長】 1つ考えられますの
は、中国東方航空の安定運航が挙げられるかと

思います。ただし、中国から長崎へインバウン

ドを期待するだけではなくて、長崎県民の皆様

が中国上海へ出るアウトバウンドも、検討しな

ければいけないと考えております。一方で、現

在、中国ではまだビザの問題がありますので、

すぐ行けるという状況ではございません。今後

は、こうした中国東方航空の安定運航につなが

るように、県内におきましても、民間によるビ

ジネスでの利活用、それから高校生、大学生等

の教育旅行での利活用、こういったところにも

注目をして、関係機関と協議を進めながら対応

してまいりたいと考えております。

【 庭委員】対応をよろしくお願いしたいと思

います。

次に、3ページのながさきピース文化祭2025
について、お伺いします。

一般質問でもあっていたかと思うのですが、

目標は190万人というところで、県内、県外か
らお越しいただく方も含めてということだった

かと思うのですが、具体的に今、各市町と進め

ている中で、主な内容を教えてください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】現時点

の状況というところでお答えしたいと思います。

先日5月28日に県の実行委員会を開催いたしま
して、各市町の事業、県事業を含めまして、お

よそ160から170ぐらいの事業を実施したいと
いうことで承認をいただいております。今後、

7月に国の方に提出をいたしまして、8月に承認
をいただくということになっております。

【 庭委員】 その中で、各市町、いろんな形で

取り組んでおられると聞いておりますけれども、

目玉になると言ったらあれですけれども、県と

しては、ここを力を入れたいとかいうところが

あれば、教えてください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】目玉の

事業というところですが、今、各市町の事業計

画等を見させていただいている状況でございま

す。これから各市町の方を順次回りまして、内

容の確認をさせていただきたいと考えていると

ころでございます。

なお、県のコア事業につきましては9事業行
おうと思っておりまして、これは広域的に展開

していく事業ということで、各分野の専門家の

方や若手の方も交えまして事業をつくっている

ところでございます。少なくともこの9事業に
つきましては、県として、しっかり行っていき

たいというふうに考えているところでございま

す。

【 庭委員】 わかりました。

では、その9事業の中での具体的なところで、
話せるところがあれば、教えてください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】 9事業
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につきましては様々ございますが、東アジアの

ユースオーケストラとか、日本遺産のシュガー

ロードを使ったあま～い文化祭、それから文化

芸術による地域フォーラムということで、これ

は五島でやるんですけれども、文化を通した地

域づくり、いろんなダンスを集めたダンス＆ダ

ンス、港で様々なアートを掲出しますみなとで

アート、それから、これは若手の育成関係なん

ですけれども、ナガサキの未来は君に託すよプ

ロジェクトということで4事業ほど、それから
ビブリオバトルという、最近、本を推薦するよ

うな事業がございまして、そういったものも予

定をしております。また、平和の関係で、キッ

ズゲルニカということで、子どもたちが描いた

絵を掲出するような事業、平和の文化をテーマ

としたシンポジウムなどを予定しているところ

でございます。

【 庭委員】 ありがとうございました。

ぜひ機運醸成を図って、成功へとつなげてい

ただければと思います。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【ごう委員】 おはようございます。

私からも、2つ確認したいことがございます。
まず、クルーズ船の入港について、お尋ねし

たいと思います。

コロナ禍前の6割まで回復をしているという
現状があると記載されておりました。そしてま

た、その入港数についても、沖縄に次いで全国

2位という数を受け入れているという状況だと
書いてあります。引き続き、県としては、受入

れ拡大に向けた積極的な誘致活動、広域周遊対

策や経済的な効果を高める取組を促進して、ク

ルーズ船入港の効果の最大化に取り組んでまい

ります、と資料の方には記載をされております。

そんな中、まず私が1点、県の考え方につい

て確認したいのですが、数がどんどん増えてき

ているというのは非常にすばらしいことだと思

うんですけれども、長崎県として、クルーズ船

の入港する数が一番なのか、それとも経済効果、

消費額の拡大、こちらの方が一番なのか、その

あたりの考え方、現時点でどのように思ってい

らっしゃるのか、お聞かせください。

【小宮国際観光振興室長】クルーズにつきまし

ては、先般、佐世保港の浦頭の供用開始がござ

いました。この浦頭での予約というのが今後増

加するという期待はありますけれども、今回、

外国船籍のクルーズが沖縄に次いで2位という
ことで一般質問でも説明をさせていただきまし

た。どちらかといいますと、数については、受

け入れるハード面、長崎港松が枝岸壁の2バー
ス化も予定されておりますけれども、施設的な

制限もありますので、一定入港数については上

限があるだろうと想定をしております。

一方で、お客様は、中国からのお客様、それ

から台湾からのお客様、または欧米豪からのお

客様がございますので、今後は、経済効果を高

めるような消費行動、購買力の高いお客様が乗

船されるクルーズの誘致というところも念頭に

置きながら、クルーズ誘致に取り組んでまいり

たいと考えております。

【ごう委員】 ありがとうございます。

おっしゃるとおり、数には上限があると思う

ので、やっぱり質を高めていく必要があると思

っております。

ここでもう一点確認ですが、やっぱり費用対

効果がどうなのかということも重要になってく

ると思います。入港を受け入れるためには、本

県の負担することもかなりいろいろ出てくるか

と思うんです。そんな中、本県の負担と入港し

たクルーズ船がもたらす経済効果というものの
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バランスというのが非常に重要だと思っており

ますが、現状としては、県としては、そのあた

りをどのように確認されていますか。

【小宮国際観光振興室長】経済効果を高める取

組として今後取り組んでいかなければならない

ということで、令和元年以降も若干こういった

事例はあるんですけれども、長崎港、また佐世

保港における発着クルーズ、その出発地また到

着地になりますと、その前後での宿泊が伴いま

すので、例えば、フライ・アンド・クルーズ、

レール・アンド・クルーズと言われますけれど

も、そういった商品が造成できないかというこ

とについては、引き続き、船会社それからラン

ド社とも協議を進めてまいりたいと考えており

ます。

また、大きな3,000人程度のクルーズ船になり
ますと、1隻入港するに当たって、経済効果が
6,000万円程度と承知しておりますので、こうい
った経済効果を高める一方で、そのクルーズ船

に積み込む食材、県産品ですとか、様々な地域

の食材をしっかりとクルーズ船にセールスをし

ていくということも重要になってこようかと思

います。

クルーズ船を誘致するに当たっては、関係者

が現地を視察することも頻繁にありますので、

そこは地元市町とも連携をしながら、例えば、

壱岐に入るクルーズ船であれば、壱岐の特産品

を船に積み込んでもらうとか、五島、上五島も

含めて、そういった地域の商品が活用されるよ

うに、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【ごう委員】 ありがとうございます。

ぜひ今おっしゃられたような取組をさらに強

化をしていただいて、県内全域の経済効果が高

まっていくように努めていただきたいと思いま

す。そのためには、やはり船会社、旅行会社に

対してのもっと積極的なアピールも必要になっ

てくるかと思いますので、引き続き、取組をお

願いしたいと思います。

次に、ながさきピース文化祭2025について、
確認をしたいと思います。先ほど 庭委員から

も質問がありましたけれども、私の方からも何

点か確認させてください。

5月28日に実行委員会が行われ、県内で160
から170の事業に取り組むということが決定さ
れ、これを今後、国に提出し、8月に承認を得
るというふうなスケジュールだと伺いました。

今、来年の本番へ向けて様々な準備を整えて

いるところであると思いますが、大会1年前で
ある今年9月に実施予定の1年前イベントの内
容について、どのような感じになっているのか、

お聞かせください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】委員ご

質問の件について、お答えいたします。

まず、スケジュールを先にお話しさせていた

だきたいと思います。第40回国民文化祭につき
ましては、令和3年7月に文化庁からの内定をい
ただきまして、第25回全国障害者芸術・文化祭
につきましても、令和3年10月に厚生労働省よ
り決定の通知をいただいたところでございます。

県では令和4年度から、文化振興・世界遺産
課内に国民文化祭班を設置しまして、障害福祉

課と一緒に両文化祭の準備を進めてきたという

ところでございます。

これまで、両文化祭開催の意義や基本方針、

そういったものをまとめました基本構想、県や

市町の実行委員会事業等を取りまとめました実

施計画案、専用のホームページの開設ですとか、

統一名称、キャッチフレーズ、ロゴマーク、そ

れからさださんにアンバサダーに就任していた
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だいたり、そういったところを決めてきたとこ

ろでございます。令和6年度におきまして、な
がさきピース文化祭課の設置によります体制強

化を行ったところでございまして、5月の実行
委員会で、実施計画案の承認をいただいたとい

った流れになっております。

今後につきましては、先ほども申し上げまし

たが、8月に国の実行委員会におきまして実施
計画案の承認をいただくという予定になってお

ります。今後も、その160、170の事業実施に向
けて準備を進めていくというところで考えてお

ります。その間に、広報でありますとか、機運

醸成、1年前の節目節目でのプレイベントなど
の実施を考えているところでございます。

そして、1年前のイベントの内容についてで
ございますが、現在、プロポーザルで選定しま

した事業者と契約の内容を詰めている段階でご

ざいまして、今のところ、まだ詳細な内容とい

うところはお答えできませんが、イメージでい

いますと、先日のスポーツマスターズで実施さ

れましたカウントダウンボードの除幕式のよう

なものを考えておりまして、参加される皆様が

楽しめるようなアトラクションなども含めてで

きないかと検討しているところでございます。

【ごう委員】 ありがとうございます。

今、全体的なスケジュール感、そして1年前
イベントの現状についてご報告いただきました。

プロポーザルによって内容を詰めているという

ことでございました。

参加する団体からも少し私の方にご相談が来

ることがございまして、本番に向けて、スケジ

ュールをつくったり、準備を進めていく段階で

今進めているということです。このスケジュー

ルをきちんとつくっていくためとか、1年前の
イベントでこういうことをやろうという計画を

立てる時に、自分たちで全部やるということが

非常に厳しいということで、そのような補助金

とかがないのかというお尋ねをいただいたこと

がございます。担当課の方にお伝えして、その

件は解決したんですけれども、補助金の内容で

すとか、県や市町のスケジュールなど、具体的

な情報というものが正しく団体の皆様方に伝わ

っていないのではないかというふうに思ってお

ります。こういった情報がわかりづらいという

お声もお聞きしておりますので、県の対応をし

っかりとお願いしたいと思うんですけれども、

いかがお考えでしょうか。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】委員ご

指摘のとおり、円滑に事業を実施するためには、

県や市町だけでなく、参加される団体の方々に

もしっかりと情報を伝えていくことが重要だと

いうふうに考えております。

県におきましては、両文化祭の一体開催に向

けまして、今年度、ながさきピース文化祭課を

設置したところでございますが、関係する県関

係各課、国、それから市町、関係団体、事業数

につきましても160から170ということで、関係
する団体が非常に多い状況にございます。そう

いった中で、なかなか情報が伝わりにくいとい

ったところもあったかと存じますので、そこは

反省をしていきたいと思っております。

具体的に、障文祭が本県で開催されるという

ことになりまして、県の障害福祉課におきまし

て、県内の福祉施設、文化施設等が行う障害者

の文化芸術活動への支援を令和4年度から実施
しているところでございます。障害者の文化芸

術を発表する活動支援の情報について、県から

委託を受けております長崎県障害者芸術文化活

動支援センターのホームページで行っているの

ですが、こういったものがながさきピース文化
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祭の専用ホームページに詳細に載っていなかっ

たりしたこともございますので、こういったと

ころはしっかり反省をしまして、情報が皆様に

届くようにしたいと考えております。

【ごう委員】 ありがとうございます。

どうしても担当課が設置をされたといいまし

ても、やはり国民文化祭と障文祭と、もともと

が県庁内で文化観光国際部と障害福祉課と別々

のところでしたので、なかなかそこの連携がま

だ取りづらいところもあるのかなとはお察しす

るんですけれども、そのあたり、しっかりと一

体となるような取組を行っていただきたいと思

います。

最後に、障害の有無にかかわらず国民の参加

や鑑賞機会の充実を図るために国民文化祭と全

国障害者芸術・文化祭は平成29年から一体的に
開催されていることと思います。現状では、一

体感をなかなか感じることができないんだとい

うような障害者団体の方からのお声も届いてお

りますので、ながさきピース文化祭を、垣根の

ない、誰もが楽しめるものとして、それを全国

に発信することが県にとっても重要なことと考

えますし、長崎から変わったんだというような

ことの発信につながればと思っておりますので、

最後に、この点のご意見をお聞かせください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】委員ご

指摘のとおり、ながさきピース文化祭を垣根の

ない一体的な大会にすることは、県としまして

も、重要なことと認識しております。基本構想

におきましても、心のバリアフリーの推進とい

う方針を定めまして、文化芸術活動を通した全

ての人々の相互理解を深めるということを明記

しているところでございます。

県実行委員会におきましては、障文祭に関し

まして、全体の方向性を決めるための企画会議、

それから県実行委員会の主催事業の内容を決め

る部会というものを立ち上げておりますが、こ

ちらにつきましても、学識経験者でございます

とか、障害者芸術文化関係の団体、教育関係の

方にも参画をいただいているところでございま

す。

一体感を感じることができない原因でありま

すとか、様々な要因についても、関係者の方々

にもお話をしっかり聞きまして、より一体感を

感じられるような文化祭にしていきたいと考え

ております。

また、バリアフリー情報でございますとか、

運営ボランティア、障害のある方、ない方、誰

もが参加できやすいような大会とするように、

受入れ体制づくりにつきましても引き続き尽力

してまいりたいと思っております。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【外間委員】 委員会説明のツール・ド・九州

2025について、本会議の冒頭、知事からも説明
がございましたこのツール・ド・九州2025の開
催について、お尋ねをいたします。

知事からの説明や部長のただいまのご説明の

中でも、九州・長崎IRの誘致を通して積み上げ
てきた広域観光、周遊等の取組、九経連をはじ

めとする県内外の関係者の方々との連携、そし

てこの事業構想の推進に係るノウハウの蓄積な

どのレガシーについて、今後、県政の推進にし

っかりと活かしていきたいということで、佐世

保市が希望しておりましたこのツール・ド・九

州の開催について、確認ですが、先ほどのご説

明ですと、5月15日に開催の意思の意向表明を
提出した、そして5月31日に九経連の実行委員
会で、UCI（国際自転車競技連合）へ国際レー
スとして公認されるための申請を行うことが決

定をしたということであります。
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3点お尋ねをいたしますが、この大会の実現
に向けて、このタイトルが「ツール・ド・九州

2025」でありますから、開催日が来年だという
ことはこれでわかりますので、決定はいつ行わ

れるのか、見通しをお願いいたします。

【川瀬スポーツ振興課長】 ツール・ド・九州の

開催日の決定の見込みというご質問でございま

す。開催決定時期としましては、UCIから国際
レースとして公認が受けられるのは、今年の秋

頃だというふうにお聞きしております。

【外間委員】 今年の秋に決定できる見込みと、

期待をしておきます。

それから実行委員会がいよいよ大会の準備に

向けて行っていくわけですが、もし決定される

としたら、開催時期は、来年のいつ頃に予定を

されておりますか、お答えください。

【川瀬スポーツ振興課長】開催日の今のところ

の見込みですけれども、ツール・ド・九州に関

しては、昨年、2023が開催され、今年も2024
が開催予定でございます。両大会とも、10月の
中旬、3連休中に開催がされておりますので、
その3連休の前の金曜日から4日間の見込みで
開催されるものと認識しております。

【外間委員】大会の誘致を通して積み上げてき

た県の過去の経験を活かしてこの大会を取りに

いくということで、2023あるいは2024における
一つの推測として、例えば、経済波及効果、世

界中からの一流の選手が集まって、その選手を

はじめ、観光客も相当お見えになるというその

見込みについて、2023の経済波及効果と今回の
実績等を、もしおわかりでしたら教えてくださ

い。

【川瀬スポーツ振興課長】経済効果と観客数に

ついてのご質問でございます。

経済効果については、2023年の開催、福岡県、

熊本県、大分県の開催合計額でございますけれ

ども、日本政策投資銀行が算出しております。

その数字を申しますと、26億1,619万円と算出
がされているところです。

また、観客者数に関しては、福岡県2つのス
テージ、熊本県1つのステージ、大分県1つのス
テージ、4つのステージ合計で8万8,300人とい
う観客が来られております。

【外間委員】 ありがとうございました。

決定するであろう2025の開催に向けて、準備
にしっかり取り組んでいただきたいと思います。

私ごとですが、実は、自転車競技連盟の会長

をやらせてもらっておりまして、昨日は、競輪

場でマスターズや、あるいは県民大会での自転

車競技に関する大きな選考レース等を準備いた

しておりまして、こういう方々と一緒になって

ツール・ド・九州のお話をちらっといたします

と、マイナーなスポーツに光が当たるというこ

とで、張り切って連携、協力していくという気

概を感じたところでございまして、どうか本県

におけるそういった協会のボランティア等も含

めて、ご協力も、一緒にやっていきますので、

よろしくお願いいたします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【深堀委員】 お尋ねをいたしたいと思います。

部長説明の中でもちょっと触れてあるんです

けれども、世界遺産の「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」の件ですが、説明の中で、

「5周年事業の総括及び今後10年間の事業展開
の共有を行いました。」ということでの報告が

あっておりますが、登録から5周年を迎えたこ
の世界遺産の状況について、今申し上げた5周
年事業の総括及び今後10年間の事業展開につ
いて、概要をお知らせいただければと思います。

【園田文化振興・世界遺産課企画監】潜伏キリ
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シタン関連遺産につきましては、昨年、5周年
を迎えております。その中で、5周年を記念す
る事業といたしまして、様々なイベントを展開

いたしました。

1つ目が、V・ファーレン長崎とのコラボイベ
ントですとか、あと首都圏でのイベント等々を

実施してまいりました。

その中で、結果を見るために県民向けのアン

ケートを実施し、認知度の調査ですとか、保護

意識の醸成に関しましてお尋ねしております。

認知度につきましては、もともと90％という
ことで高かったんですけれども、その関連イベ

ントの後には91％ということで、少し高止まり
の状況にございます。

一方、保護意識の醸成ですけれども、5周年
に関する情報に触れられた方のうち、約7割強
の方が、世界遺産を保護してまいりたいという

ふうに回答いただいております。

少し来訪者の状況にも触れさせていただきま

すけれども、登録年が平成30年度になりますけ
れども、この時は約70万人ということでござい
ました。一方で、5年経過した令和5年度の数字
は約50万人ということで、大体現状7割という
ことでございます。

【深堀委員】 ありがとうございました。

来訪者の状況等々、総括の概要の説明があっ

たわけですが、この世界遺産は、構成遺産の特

質上、町なかにあるわけではなくて、少し人里

離れた過疎地域に点在をしているという世界遺

産であるわけですけれども、観光客の訪れる状

況は、登録当初から、コロナ禍を経ていますの

で、回復してきているというふうには思うので

すが、二次交通とか、資産のいろんな設備の補

修、メンテ、こういったところにかなり腐心を

されているのではないかというふうに思ってい

るんですけれども、そのあたりの状況はいかが

ですか。

【園田文化振興・世界遺産課企画監】構成資産

地域の課題でございますけれども、大きく3つ
ほどございます。

1つ目が、構成資産地域の担い手不足という
ことで、構成資産は、委員ご指摘のとおり、半

島あるいは離島に点在しておりまして、構成資

産地域の人口減少の傾向は、県全体の減少に比

べ顕著でございます。そのため、資産の保全活

動の担い手の不足が課題になっております。

そして、受入れ体制のところですけれども、

教会等々は、住民の生活ですとか、あと信仰の

場ということもございまして、来訪者の適切な

受入れを図るということで、秩序ある公開のた

めに、教会守というものを設置させていただい

ております。現在、約30名いらっしゃいますけ
れども、年々高齢化が進んでおりまして、この

教会守の確保が課題となっているところでござ

います。

そしてもう一点、二次交通のところですけれ

ども、登録当時には、駐車場から構成資産まで

シャトルバスなどを運行したりというものがあ

ったんですけれども、今は、ほとんどの地域で

運行を中止しております。これは新型コロナの

影響で来訪者が減少したということに伴うもの

だと思っておりますけれども、これについては、

また来訪者が回復しつつありますので、引き続

き、地元と意見交換を行いながら取り組んでま

いりたいと思っております。

【深堀委員】 ありがとうございます。

各地域の担い手不足、受入れ体制、そして教

会守さんの高齢化というような話もありました。

事前に頂いた資料によれば、教会守の配置状況

は、現在､9か所で31名の方がいらっしゃる。た
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だ、これは当然のことながら、各地域の高齢化

の中で、いつまでもこの体制が続くかというと、

担い手の後継者の育成というのが多分必要にな

ってくると思うし、あと最後に言われた二次交

通の話です。基礎自治体も、長崎市や佐世保市、

平戸市、五島市、南島原市、新上五島町、それ

ぞれ二次交通対策をやっていた部分がなくなっ

てきている現状の中で、今後この世界遺産を、

守るというのは、地域では守るんでしょうけれ

ども、観光客がそこに行けるのかという課題が

これからますます出てくるんじゃないかという

ふうに思います。当然、これは基礎自治体がや

っている二次交通対策の事業だったとは思うん

ですけれども、そこはもう少し県が関わってい

って、いかにしてその二次交通を守っていくの

か。基礎自治体と県が連携をして守っていく必

要があると私は思うんですけれども、その点は

いかがですか。

【園田文化振興・世界遺産課企画監】委員ご指

摘の受入れ、あと二次交通対策のところですけ

れども、基本的には、基礎自治体の方で実施し

ていただいております。

今、財源のお話もございましたけれども、当

時は、観光振興課が補助金として、21世紀まち
づくり補助金を構えておりましたけれども、そ

ういった補助金を活用しながら受入れ体制づく

りを実施してきたという流れもございますので、

今後、同じ部内であります観光振興課とも協議

しながら、受入れ体制の整備等々について、そ

の財源が使えないものなのか、検討していきた

いと思っております。

【深堀委員】 わかりました。

基礎自治体がやっていたシャトルタクシーと

か、シャトルバス、そういったもう無くなって

しまった二次交通対策があるわけですよね。そ

ういったものが、もちろん実態に応じた形でや

らないと意味がないと思いますので、登録当初

と今は環境も変わってきているでしょうから、

今の状況に応じた対策をぜひ基礎自治体とも連

携をしながら進めていっていただきたいという

ことを要望して、終わりたいと思います。

次に、今年の8月1日からサービスが始まる九
州MaaSについて、お尋ねをしたいと思います。
観光需要の創出が期待できるということが、

もちろん九州MaaSに各県が入った形で進むわ
けですけれども、その利用データを交通政策に

活かすという大きな事業目的があるんですけれ

ども、今の観光部局として、九州MaaSに対す
る関わり状況について、お尋ねをしたいと思い

ます。

【長野観光振興課長】 九州MaaSの現在の取組
に関しての我々の関わり方でございますけれど

も、九州MaaSにつきましては、委員おっしゃ
ったとおり、8月1日からサービスが開始される
ということで、私どもは、昨年からいろいろな

準備委員会等にも出席をさせていただいており、

各ワーキンググループにも参加しながら、一緒

になって、本県の政策企画課、交通政策課、観

光振興課、それぞれで参加しながら準備に関わ

ってきたといったような状況でございます。最

後のアプリの選定に関しましても、各部局の担

当それぞれで関わりながら選定したという経過

があります。

そんな中で、九州MaaSでございますけれど
も、やはりいろんな取組方の中で、アプリの利

活用でございますとか、プロモーションをどう

していくのかといった部分と、先ほど委員がお

っしゃったとおり、データの利活用といった部

分で、8つの大きなワーキンググループが今、
構成されてきているという状況でございます。
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観光振興課におきましては、この観光の部分

のワーキンググループと、あとはプロモーショ

ンのワーキンググループのメンバーとして現在

参加をさせていただいている状況でございます。

【深堀委員】 ありがとうございます。

観光部門としては、プロモーションのワーキ

ンググループそして観光ワーキンググループ、

8つあるワーキンググループの中のこの2つに
参画をしているということですよね。

これはよくわかるのですが、これから進んで

いくに当たって、データをいかに活用していく

のか。ここはしっかり横の連携をしておかない

と、今、観光部局はプロモーションと観光ワー

キンググループだけの話でいけば意味がないわ

けであって、横の連携をいかにしていくのか、

そのデータをどのように活用していくのかとい

うことが私は肝だと思うんですけれども、その

あたりは、どういうふうに考えていらっしゃい

ますか。

【長野観光振興課長】 MaaSの取組の中で、人
の動き、いわゆる人流でございますとか、そう

いったデータというのが取れることを期待され

ると思っております。また、どういった交通機

関、どういったルートでといったところも、こ

のMaaSの中で明確になっていくと、我々も観
光施策として打ち込んでいく中で、非常に重要

なデータが取れるんじゃないかと期待している

ところでございます。

具体的なデータが今どういった形で入手でき

るのか、分析していくのかというのは、実はこ

れからの議論でございますので、そこはしっか

りと我々も関わりながらやっていきたいと思っ

ております。

【深堀委員】 了解です。

どういうふうなデータの取り方で、それを活

用するのかというのが、ワーキンググループも

まだ恐らくスタートしていないでしょうから、

わからないとは思うのですが、ぜひそういった

意識、視点で取組を、横の連携をやっていただ

きたいということで、また引き続き、進捗状況

については、この委員会でも確認していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、観光地におけるシェア自転車の検討状

況ということでお尋ねをしたいのですが、先般、

シェア自転車というものを長崎市内で展開しよ

うとする企業の記事を見ました。長崎において、

観光客の約4割が二次交通に不満を持っている
というデータがありました。その観点から言っ

た時に、二次交通というのが、例えば自転車で

もいいわけですよね。そういった意味で、シェ

ア自転車を長崎で取り組んでいこうとする企業

があるわけですが、それに対する何か情報があ

りましたら、教えていただきたいと思います。

【長野観光振興課長】シェア自転車につきまし

ては、私もテレビの報道で、こういった民間の

事業者の方が長崎市内でサービスを始めていこ

うというお話はお聞きしております。

二次交通でございますが、これまで公共交通、

いわゆるバスであるとか、タクシーといったと

ころに頼ってきたというところがございますけ

れども、やはりどの業界も人手不足といった中

で、二次交通を確実に準備できるといった状況

をつくっていくというのは、公共交通だけでは

厳しいのではないかと認識しております。

そういった中で、自転車というのは、我々も

今、様々なコンテンツをつくっていく中で、期

待しているところでございますので、こういっ

た事業者の方の動きと我々の観光コンテンツづ

くりがどのような形で一緒になってやっていけ

るのか、情報を共有する場をできるだけつくっ
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ていきたいと考えております。

【深堀委員】二次交通として、シェア自転車は

有効だというふうな認識を持たれている。これ

は先ほども申し上げたように、民間の事業者が

そういう事業に参入しようと考えているわけで

すが、これを思った時に、シェア自転車のポー

ト、駅といいますか、その自転車をどこで管理

するのかという問題と、要は、二次交通ですか

ら、それぞれ行き場所、観光地ですよね。そう

いったところに、そういった駐輪場の設備があ

るのかないのか。私は、そういったところが公

の基礎自治体の協力なくしてシェア自転車の普

及というのはないと思うんです。だから、民間

が参入してこようとしているところに、官の方

もしっかり、それは観光政策として、観光客の

いろんなニーズに応えるための施策として、そ

ういったものを普及させるような努力も私は必

要じゃないかと思うのですが、そういう考え方

はお持ちですか。

【長野観光振興課長】交通インフラを我々が全

て整えるためのポートを作っていくという考え

方は、非常に厳しいのかなと思いますが、私も

今やっていく中で、観光コンテンツづくり、地

域の中でコンテンツはつくっていきますけれど

も、周遊というところは、やはりキーワードに

なっております。ですので、これからは観光コ

ンテンツを考えていく上でも、どうやって他の

地域から受け入れる、また他の地域に対して出

していくといったようなことを考えた時に、

我々も大村湾でサイクルージングという取組を

やっておりますが、自転車であったり、そうい

ったものは非常に有効と思っています。ですの

で、観光コンテンツづくりを進める中で、そう

いったことを取り入れていけないのかという視

点はしっかり持ってやっていければというふう

に考えております。

【深堀委員】 了解です。

どこまで協力してくれという話はちょっとあ

るとは思うんですけれども、行政がポートを作

りましょうとか、駐輪場を作りましょうという

話はちょっと違うと思うんです。ただ、そうい

った事業を展開する中で、どういうふうな枠組

みが一番効果的なのか、効率的なのかというも

のの議論を、相談に乗ってほしいと思うんです

よ。それは県だけじゃなくて、基礎自治体も一

緒ですけれども、そういった枠組みをつくって

いかないと、民間に任せただけでは進んでいか

ないと思うので、そういった認識を持ってほし

いということを申し上げています。そこは要望

なので、お願いをしておきます。

最後にもう一つだけ、スポーツコンベンショ

ンのことでお尋ねをいたします。

スポーツコンベンション、長崎県はいろんな

スポーツの合宿、大会とか、先ほどツール・ド・

九州の話がありましたけれども、スポーツコン

ベンションの受入れに対する支援状況について、

お尋ねをしたいと思います。

【川瀬スポーツ振興課長】県においては、平成

28年に、長崎県スポーツコミッションを設立し
ております。コミッションの構成メンバーとし

ては、県内の自治体、マスコミ、競技団体、観

光関係団体等でございます。長崎県においては、

このスポーツコミッションを中心としまして、

スポーツの合宿、大会の誘致に取り組んでいる

ところでございます。

支援内容、活動内容としましては、全国の実

業団とか大学に対しての誘致活動を行っている

ところです。その誘致の際には、県内のスポー

ツ施設とか宿泊施設の状況、あとは長崎県の売

り、海とか山、そういった自然環境も説明しな
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がら誘致活動を行っているところです。

その際に、やはりインセンティブに関しても

見せる必要がございますので、長崎県スポーツ

コミッションの方では、合宿、大会それぞれに

関しての誘致の補助金を創設しているところで

す。合宿に関しては最大100万円の補助金、コ
ンベンションに関しては、参加人数にもよるん

ですけれども、最大150万円の補助金を作って
いるところです。県だけで財源を負担するわけ

ではなくて、1対1、開催市町との協調補助金と
いう状況になっております。

【深堀委員】 ありがとうございます。

概要は、今、課長の方から説明があったとお

りですね。長崎県スポーツコミッションによっ

て、これは当然、基礎自治体も入った枠組みの

中で支援をしているということで、令和5年度
のその補助金の交付実績も見せていただきまし

た。

説明を聞いて思うのは、確かに大学とか、企

業の部活といいますか、そういったものがほと

んどですね。先ほどの国際大会の例えばツー

ル・ド・九州とか、いろいろありますけれども、

例えばプロのチームであったり、ナショナルチ

ーム、こういった話題性のある大きなイベント

といいますか、合宿であったり、マスコミも観

光客も呼べるような大きな団体を集中的に誘致

するとか、そこに今のスポーツコミッションの

給付の条件で言えば、そんなものは関係ないん

ですよね。大学生だろうが、プロであろうが、

ナショナルチームであろうが。もう少し長崎県

として戦略的に、どのスポーツ競技とは言いま

せんけれども、例えば、長崎のフィールドの中

で、そういった強いプロチームやナショナルチ

ームが誘致できるようなものがあると思うんで

す。あえてその種別は言いませんけれども、そ

ういったところに厚くしてもらいたい。経済波

及効果だってもちろん大きな話ですし、そうい

った考え方もあってしかるべきだと、私はこの

スポーツコンベンションの話をする時に非常に

感じているんですけれども、その点、どうでし

ょう。

【川瀬スポーツ振興課長】委員から話がありま

したように、スポーツコミッションにおいては、

実業団とか、社会人、大学生に対しての誘致に

特に力を入れているところでございます。しか

しながら、委員ご指摘のとおり、大規模な大会、

またナショナルチームの合宿誘致に関しては、

この補助制度では対応し切れないというふうに

考えております。実際、今回の日本スポーツマ

スターズに関しては、このスポーツコミッショ

ンの補助金ではなく、別途、実行委員会を立ち

上げて、そこに県の負担金を入れて、受入れ体

制を整えているところです。

また、ナショナルチームの合宿誘致に関して

は、これまで東京オリンピック・パラリンピッ

クを契機として、ベトナムとか、ポルトガル、

スペイン、特にスペインに関しては、佐世保の

方に東京オリンピックで銅メダルを取ったハン

ドボールナショナルチームも来たんですけれど

も、そういった受入れに関しても、実行委員会

をつくるなりして、受入れを行っているところ

です。

また、オリパラの事前キャンプ以外にも、ベ

トナムが特に武道ツーリズムに興味を持ってい

るところがございますので、日本で強化合宿を

したいという話が来ております。そういった際

にも、このコミッションの合宿補助金ではなく、

実際、この補助金が相手方に対しての補助金で

すので、相手方の海外のナショナルチームに補

助金を出しても、向こうの方で運用ができない
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という問題がございます。ですから、スポーツ

コミッションの方で旅行会社に業務委託をする

なりして、そういった受入れを行っております

ので、委員がお話しされるような海外ナショナ

ルチームとか、大規模な大会については、その

都度、対応を柔軟に行っているところでござい

ます。

【深堀委員】ありがとうございます。そういう

対応をされているということを聞いて安心しま

した。

もう一つだけ、お願いなんですけれども、戦

略的に動いてほしいんですよ。待ちではなくて、

長崎にはこういう特性があるから、こういった

種目であったり、こういったプロのチームであ

ったりというのを、こちらから仕掛けていくよ

うな話、そういうこともぜひ考えていっていた

だきたいということをお願いして、終わりたい

と思います。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【中島委員】 質問の予定はなかったのですが、

先ほど、中国東方航空の上海便の件で、室長の

答弁で、日本と中国との関係、あるいはビザの

関係で非常に厳しい状況だとか、あまり前向き

な話がなかったものですから、今、搭乗率の推

移については、どういう状況なのでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】 昨年10月に再開以
降、先ほど答弁しましたとおり、なかなか搭乗

率が伸びてこないということは、現状、承知を

いたしております。

私も、4月に国際観光振興室に異動になりま
して、早速、5月20日、21日に政策監と共に上
海に渡りまして、中国東方航空へ、現状の確認

とご挨拶に行ってまいりましたけれども、利用

者が伸びてこない要因としましては、やはり原

発の処理水の問題等々がございます。具体的な

搭乗率については把握しておりますけれども、

なかなか苦戦をしているというところで答弁を

とどめたいと思います。今後、安定的にインも

アウトも活用してもらえるように、長崎支店そ

れから東京の日本支社等とも密に連携を取りな

がら、今後、冬ダイヤの予定もございますので、

しっかりと搭乗率向上につながるように取り組

んでまいりたいと考えております。

【中島委員】この間、一般質問で話したとおり、

我々県議団も中国東方航空には行ってまいりま

して、調子がよければ、今の週2便を3便にする
ぐらいのやる気はあるんだというお話をいただ

いていましたので、非常に期待している状況の

中で、現在は、国際線が上海便だけということ

であれば、しっかりと力を入れていただいて、

円安の状況でございますので、他の国との交渉

もしやすいと思います。その辺も含めて、今後

頑張っていただきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

【小宮国際観光振興室長】中島委員ご指摘のと

おり、今は上海線のみ、長崎空港の利用がござ

いますけれども、他のエアラインの誘致も念頭

に置きまして取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、上海線につきましては、ビザが不要な

乗り継ぎ、上海の空港を活用して東南アジアで

すとか、ヨーロッパにフライトできるようなダ

イヤもございますので、こういった乗り継ぎの

ご案内も積極的に行いながら、搭乗率向上に努

めてまいりたいと考えております。

【千住委員長】審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は、1時30分から再
開し、引き続き文化観光国際部関係の審査を行

います。

しばらく休憩いたします。
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― 午前１１時２４分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、文化観光国際部の審査を

行います。

議案外所管事務一般について、質問はありま

せんか。

【本多委員】 2点ほどお聞かせください。
部長説明の5ページ、観光のところです。「ま

た、令和4年度から、九州観光機構や各市町と
連携し、富裕層等に訴求する観光コンテンツと

して、アクティビティを通じて」云々ございま

す。そして、資料を調べたら、事業評価調書の

令和4年度取組実績においても、アドベンチャ
ーツーリズムやスポーツツーリズムなどの富裕

層、中間層に訴求する観光コンテンツを活用し

プロモーションを強化したというふうにあった

んですけれども、すみません、私が不勉強で、

このアドベンチャーツーリズムというのは、具

体的に、どういったものを今までなされたので

しょうか。

【小宮国際観光振興室長】本多委員のお尋ねで

すけれども、アドベンチャーツーリズムという

ところからご説明いたします。アドベンチャー

ツーリズムといいますのは、九州観光機構、県

内市町と連携をいたしておりまして、アクティ

ビティ、自然、それから地域の文化体験、こう

いったものを２つ以上組み合わせた旅行をアド

ベンチャーツーリズムと称しております。

県内におきましては、取り組んでいる地域が

4地域ございます。雲仙、平戸、五島列島それ
から対馬、この4地域でアドベンチャーツーリ
ズムに取り組んでおります。

令和5年度におきましては、平戸観光協会と

連携しまして、平戸地域における新しいコース

を造成して誘客を図っております。また、平戸、

雲仙におきましても、海外の旅行会社等を招聘

いたしましてPRを進めているところでござい
ます。また、昨年9月には、九州観光機構と連
携いたしまして、北海道で開催されましたアド

ベンチャーツーリズムに関する世界的な商談会、

アドベンチャートラベル・ワールドサミットと

申しますけれども、こちらに参加をいたしまし

て、世界60か国から集まった旅行会社それから
メディア、関係者に、アドベンチャーツーリズ

ムのネットワークの皆様と意見交換を行ってき

たところでございます。

【本多委員】 ありがとうございます。

実際に今、4地域でなされていてということ
なんですが、富裕層とか中間層には受けている

というような認識でよろしいのでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】国内の富裕層の方も

そうですけれども、特に欧米の観光客の方は、

こういった旅行商品を求めて国内にいらっしゃ

っているという実態はございますので、私ども

県も、こういった富裕層、特に欧米のお客様を

取り込む一つの手段として、アドベンチャーツ

ーリズムに取り組んでいるところでございます。

【本多委員】今取り組んでいらっしゃるという

ことで、実績とか、どんな感じなんですか。「お

金持ちがたくさん来た」みたいな、そういった

ものはあるのでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】アドベンチャーツー

リズムにつきましては、令和4年から取組を開
始したばかりでございまして、まだ2か年が経
過したところでございます。この実績につきま

しては、各取組のヒアリング等も踏まえて、今

後、把握を予定しているところでございます。

【本多委員】ありがとうございました。引き続
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き、よろしくお願いいたします。

もう一点、今日、午前中に外間委員の方から

ご質問があっておりましたツール・ド・九州

2025についてです。
私はスポーツ全般いろいろ興味があるのです

が、私自身、自転車は敷居が高くて、なかなか

イメージがつかめないということで、マイナビ

ツール・ド・九州というホームページを見てみ

ました。その中で、2023年のレース映像を見た
のですが、何か周回コースをぐるぐると回るよ

うなクリテリウムというのと、あとは市街地だ

とか山間部の道路を走っていくコースというも

のがあるようです。佐世保で開催の場合は、ど

ういったレース形式になるのか教えてください。

【川瀬スポーツ振興課長】 ツール・ド・九州佐

世保開催のレース形式についてのご質問でござ

います。委員お話があったとおり、ツール・ド・

九州に関しては2パターンのレース形式で開催
されております。2023年においても、具体的に
は、150キロ前後のコースを、基本的には一筆
書きで走破する、そういったロード形式が一つ

ございます。もう一つのやり方が、クリテリウ

ム形式です。クリテリウム形式に関しては、2
キロ弱のコースを数十周走って、合計約50キロ
のコースにして実施されるというものです。現

在、佐世保市の方で2025年に向けて検討してい
る形式としましては、クリテリウム形式でござ

います。

【本多委員】ありがとうございます。というこ

とは、市街地で周回のコースを造ってというイ

メージですね。わかりました。

私に限らず、自転車が敷居が高いなと思って

いる方も多くいらっしゃると思うので、まだ決

定はしていないですし、これから先、決定して

いくものだとは思うのですが、より皆さんに盛

り上がっていただけるよう、プロモーションの

方も、ぜひよろしくお願いいたします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【大久保委員】続きまして質問をさせていただ

きます。

午前中も、関係説明資料の4ページに、国際
の定期航空路線の話がありましたけれども、2
月定例県議会でも質問をさせていただいた折に、

上海路線とまた別に国際路線を考えてあると、

今年度はどうにかできるんじゃないかという話

だったんですけれども、先ほどの答弁では、ち

ょっとそのあたりの強弱がわからなかったので、

今の言える範囲での進捗状況を確認させてくだ

さい。

【小宮国際観光振興室長】上海線に次ぐ国際航

空路線の誘致につきましては、昨年来、コロナ

が5類に移行して以降、積極的に取り組んでい
るところでございます。

現在、上海路線のみですけれども、県内の外

国人の延べ宿泊者数の統計を見てみますと、一

番多いのは韓国からのお客様で、続いて多いの

が台湾からのお客様、こういった統計データ等

も把握しながら、私ども長崎として、どこの地

域からエアラインを誘致してくるかということ

で、現在、韓国それから台湾地域、こういった

ところに注目してエアラインの誘致に取り組ん

でいるところでございます。

現状、他の地域との地域間競争、またエアラ

イン間の競争等もございますので、なかなか具

体的に申し上げる状況にはございませんけれど

も、長崎空港からチャーター便それから定期便

の早期就航に向けて、鋭意取り組んでいるとこ

ろでございます。

【大久保委員】 ありがとうございます。

国際便も含めて、九州では熊本も活況だとい
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うことで、他県を見れば、景気がいいなと県民

も見ているんじゃないかと思っておりますので、

長崎空港のさらなる利活用を図っていただきた

いと県民は願っていると思っているんですけれ

ども、その中で、利用状況で、県北の方がどれ

ぐらい空港を使えているのかというのが気にな

っております。というのが、福岡空港と比べた

時に、便数の違いと、平戸、松浦は、時間がほ

ぼ変わらないんです。西九州道で行けば、お金

がほとんどかからなくて、都市高に入って、や

っと有料になるぐらいなんです。大村に行く時

は、高速道路に乗るとお金がかかる。下道だと

もちろんかかりませんけれども、信号、信号、

信号で、そのストレスもあると思います。そう

いった中で、今の利用状況というのがどんな感

じか、つかめてあれば、教えていただきたいと

思います。

【小宮国際観光振興室長】大久保委員がおっし

ゃるとおり、県北地域にお住まいの方は、どう

しても長崎空港との距離、時間、それと福岡空

港、佐賀空港との距離、時間を考えますと、や

はり現状、多くの皆様が福岡空港をご利用にな

られているんじゃないかと思っております。長

崎空港を利用された方については、一定数値の

確認はできますけれども、なかなか福岡空港を

ご利用になられた方の数値、統計データまでは、

あいにく持ち合わせておりません。福岡空港は、

九州のハブ空港ということで、海外のエアライ

ン17都市と結び、航空便で言いますと28の航空
エアラインが週あたり438便運航中でございま
す。一方、長崎は上海線の週2便ですので、圧
倒的に福岡空港の利便性が高いという状況は明

らかだと思っております。

次いで、熊本空港のお話もございましたけれ

ども、熊本空港で今､仁川、台北、香港、この3

都市に4つのエアラインが就航いたしておりま
す。便数で申し上げると23便。こちらは台湾の
TSMCの進出等もありますので、多くの台湾か
らのお客様が入っていらっしゃるという状況で

す。

鹿児島は仁川、上海、香港、台北、この4都
市に就航しておりまして、４つのエアラインが

入っております。便にして10便就航していると
いうことでございますので、こういった他の空

港と比較しても、長崎空港が利用されていない、

エアラインが就航していないという現状を踏ま

えますと、やはり先ほど申し上げました韓国線

それから台湾線に少し注力をして、集中的に取

り組んでまいりたいと考えております。

【大久保委員】諸課題の把握はされているとい

うのは承知しておりますけれども、私は、県北

も含めて、県民が使える環境をどうやっていく

かということが、定期便とすれば、さっきアウ

トバウンドもインバウンドも、要は、往復乗っ

てもらわないと航空会社も走らないということ

は、もちろんビジネスなので承知しております。

その中で、いかに県北も含めて乗ってもらうか

という対策を考えないと、これは国内線も国際

線も同じだと思うんです。ただ、部署が違うと

いうことで、ちょっと話しにくいんですけれど

も、その対策というのはどう考えられているの

か、それは国内線も含めてあるのか、お尋ねい

たします。

【小宮国際観光振興室長】大久保委員ご指摘の

とおり、海外からのエアライン誘致については

国際観光振興室で所管をしております。国内の

エアライン、離島航空も含めて、地域振興部の

交通政策課で所管をしておりますので、両課連

携をして取り組んでおりますけれども、インバ

ウンドだけではなく、アウトバウンドの県民の
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皆様が海外に出かけるという安定的な搭乗率を

確保するという意味では、ビジネス利用それか

ら教育利用が必要になってくると思っておりま

す。

その中でも、このコロナ禍の3年間において、
県民の皆様のパスポート取得率が少し低下傾向

にございますので、パスポートを取得する際に、

何かインセンティブが与えられるのかどうなの

か、または県北地域の皆様それから島原半島の

皆様、長崎空港からちょっと距離がある地域か

ら、長崎空港を利用してもらうためのインセン

ティブを設けるかについては、次年度以降の事

業の組立てとして、関係民間の企業の方とも意

見交換を行いながら検討してまいりたいと考え

ております。

【大久保委員】利用率向上にはいろんなやり方

もあるんでしょうけれども、私は、観光だけじ

ゃなくてビジネスもということは前回も話はさ

せていただきました。そこは産業労働部とも一

緒なんですけれども、海外進出だとか、または

いろんな学びも含めて、そういったメニューを

つくるのも一つなのかなと。これは一案ですけ

れども、そこに支援をする、その代わり長崎空

港を使ってくれということで、ビジネスでも定

期的な往来ができるように、進出してくれれば、

なおさら往来があるでしょうし、また逆に、来

てもらうということも考えられるでしょうし、

やっぱりそうやって故意的に動かしていかない

と、多分、長崎空港はじり貧してしまうんじゃ

ないかなと。

県北側から見ると、佐世保も、西九州道幹線

が延びてくれば、そっちに乗って福岡の空港利

用が加速するという懸念があります。南北幹線

はまだ事業化されていないということは、時系

列から見ても、その間、なかなか厳しい状況が

あるんじゃないかとした時に、これは国内も国

際線も含めて、何か戦略的に手を打っていかな

ければならない。ただ、ここだけで言えないの

で、ちょっとそこあたりの協議は具体的に先を

見てしなければならないんじゃないかと思って

おりますので、ご一考いただければというふう

に思っております。答弁は結構です。よろしく

お願いします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【田中委員】今の質疑を聞いていて、ちょっと

だけ確認をさせていただこうと思うんだけれど

も、国際線の関係で、台湾に意欲を示している

ような話が今、垣間見えたんだけれども、私の

記憶で8年前は、熊本～台北の航路が開設して、
その帰りに長崎県に寄りたいと、首長にぜひ会

いたいと言ってきた時に、長崎県は、会ってく

れるなと、会えば困るんだというようなスタン

スだった。今は、そういう台湾オーケーのスタ

ンスに長崎県の行政の中で切り替わっているの

かなと。私は、いいことだと思うんですよ。や

っぱり台湾もこれだけの付き合いがあるわけだ

からね。だから、そこら辺で長崎県の行政のス

タンスが、もう台湾はオーケーなんだよという

ことになっているとすれば、それは喜ばしいこ

となので、確認をしておきたいと思います。

【貝淵国際課長】台湾は、直近の延べ宿泊者数

が韓国に次いで多く、また東アジアにおける経

済交流において重要な地域であると認識してお

ります。

そのように台湾は重要な市場ではございます

が、一方で、本県は歴史的に中国とのつながり

が深く、日中間の友好交流の促進に力を注いで

きた結果、全国で唯一、1県のみを所管する中
国総領事館が設置されるなど、国内の自治体の

中でも特別な友好関係を築いていると認識して
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おります。こうした歴史的な背景等を踏まえ、

本県では、中国との友好関係や信頼関係に悪影

響を及ぼすことがないよう、これまで台湾との

行政間の交流は行ってこなかったところでござ

います。

一方で、台湾からの観光客の誘致やエアライ

ンの就航、また台湾への県産品輸出拡大などに

対する県民、事業者のニーズは高まりを見せて

おります。そういったことから、県といたしま

しては、行政間交流は行わないにしても、経済

交流の促進に積極的に取り組んでいるところで

ございます。

【田中委員】喜ばしいことなので、日本と台湾

の国際航路ができれば、それにこしたことはな

い。だから、今、両方から聞いていると、どっ

ちなのかという感じもあるから、せっかく並ん

で座っているから、2人の調整をしてください。
そして、積極的にやってほしいという趣旨で私

は質問をしたということで理解してほしい。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【山本委員】 2件、お伺いをします。
1点目が、県内のDMOの現状についてです。
国が観光立国の旗振り役ということで期待を

されている。観光データの収集であったり、分

析、それに伴うマーケティング、戦略の策定、

関係者の合意形成であったりということで、い

わゆる観光地域づくり法人ということで、10年
ぐらい前から国の方で進めてきているんですけ

れども、3か月ぐらい前の日経新聞にも、いろ
んな問題を抱えているDMOもあるということ
が載っておりました。

まず、今、長崎県内に登録されているDMO、
それから今後、登録DMOを目指す候補DMOと
いうのが幾つ、どこにあるのかというのを整理

させてください。

【長野観光振興課長】 委員お尋ねの県内の

DMOの登録状況でございます。まず、大きく登
録DMOと候補DMOということで、国にいろい
ろな形で手続を進めていく中で、段階として、

候補DMOを終えて、最後、登録DMOという形
となっていく現状がございます。それは幾つか

要件がございまして、しっかり要件を満たして

いくことで、最終的に国が登録DMOとして認め
ていくといったようなところでございます。

その登録DMOでございますけれども、現在、
佐世保観光コンベンション協会、長崎国際観光

コンベンション協会、島原観光ビューロー、平

戸観光協会、波佐見町観光協会、この5つが県
内では登録DMOとして存在しております。
また、その予備軍といいますか、先ほど申し

上げた候補DMOでございますけれども、現在、
雲仙観光局1団体となっております。
【山本委員】 ありがとうございました。

一方で、2015年に国がDMOの登録制度とい
うのを始めて、2020年ぐらいから、その登録要
件を厳格化して、更新であったり、取消し、こ

ういうふうな制度を導入しているということな

んですけれども、これまでに本県で取り消され

た、あるいは候補法人になっていたんだけれど

も、取り下げたというか、今は違うというふう

な動きというのはあっているんですか。

【長野観光振興課長】 候補DMOまで登録をい
たしまして、その後、登録DMOを目指す際に断
念した団体といたしましては、1つは、新上五
島町の観光物産協会、もう一つは、島原半島観

光連盟、この2つが候補DMOの段階で登録を諦
めたといったところでございます。

【山本委員】 ありがとうございました。

DMOというのが出てきた時に、私も非常に期
待をしたところがあって、ところが、その中に
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誤解があって、DMOができたら全部してくれる
と、観光に関しては全部DMOがするんだという
感じになって、そうすると行政も民間の人も全

部DMOがしてくれる、観光協会とかがDMOに
なったところは、観光協会が今までやっていた、

結局、補助金をもらってはいるんだけれども、

無償のイベントとかも全部DMOがしてくれる
んだというふうに思っていたんだけれども、実

はそうじゃなかったと。そういう中で、そこの

認識のずれというのが地域の中で起こっている

のではないかと。その結果、どうしても観光と

いったらプロモーションが中心になるから、プ

ロモーションが重複したり、一方で、あるイベ

ントに関しては、誰が責任者かわからないと、

どこがするのかわからないというようなことで、

ぽっと主催者の自治体の事務局がいなくなった

りというふうなずれが出ているなというのを少

し感じる時があります。

そういう意味で、県として、行政とDMOと民
間事業者の役割というのをどのように整理され

ているのか、お伺いします。

【長野観光振興課長】 まず、DMOですけれど
も、先ほどからお話しがあるように、観光地域、

いわゆる観光まちづくりの実際のかじ取り役と

いうことで、現場で実際、関係者との合意形成

を図りながら地域づくりを主体となって進めて

いくのがDMOの役割だというふうに認識して
おります。

一方、県も、観光まちづくりというのを支援

しておりますけれども、やはり実際の主体とな

るのは地域でございます。その役割を担ってい

るDMOに対して、後押しをするといったところ
で、県としましては、周遊といったものを少し

意識しながら、観光コンテンツづくりというこ

とで、先ほどお話があったような、まちづくり

に対しての補助金でございますとか、そういっ

たもので後押しをしていっているというような

役割、その戦略を持って、周遊というところで

しっかりつないでいくという意味合いを持って

支援をさせていただいているというような役割

を考えております。

【山本委員】 ありがとうございました。

今のお話を聞いていると、県と各DMOとの役
割というのは整理されているなというふうに思

います。

だから、要は、各自治体の中での市とか町と

DMOとそれから民間の事業者とのいわゆる役
割分担というか、役割をどう整理して、どう一

緒にやっていくのかというところが少し温度差

があるなと感じているんです。だから、例えば

DMOの中でも、長崎国際観光コンベンション協
会であったり、また雲仙観光局は今、候補です

けれども、こういったところというのは、自分

のところでかなりデータの分析をされたり、い

ろんな取組をされており、役割分担もある程度

できているのかなと思っているんだけれども、

先ほど、地元のことであれですけれども、島原

半島観光連盟が今、候補法人ではなくなってい

る、一方で、島原観光ビューローはDMOだ、雲
仙観光局は今度DMOを目指していこうという
ふうな形で、ばらばらという言い方ではちょっ

と違うのかもしれないんだけれども、本来、半

島で観光、半島で一つになってやっていくべき

ところが、レベルは上がっているのかもしれな

いんだけれども、それぞれが進んでいっている

ということに関して、必ずしもいいのかなと疑

問として思っているんです。

ですから、県内の全体のレベルというか、統

一はしなくていいんですけれども、そういった

認識のずれであったり、それぞれの役割の整理



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（７月１日）

- 75 -

という意味で、県と県の観光連盟、それから市

町、DMOの関係、それからDMOがないところ
の観光協会であったり、そういったところとの

情報交換とか意見交換、こういったものをぜひ

していっていただきたいというふうに思うんで

すけれども、この点はどうでしょうか。

【長野観光振興課長】地域の中で意見交換の話

になります。私どもは観光まちづくりの支援を

行う際に、来年度の事業をどうしていこうかと

いう議論については、今年度から、地域に入り

込みながら、各担当、これは県も観光連盟も、

市町の担当、地域のDMO、観光協会、そういっ
たところとお話をさせていただくということで、

それぞれ合意形成を図りながら、観光まちづく

りのそれぞれコンテンツづくりといったところ

を実際支援をさせていただいているというふう

に考えております。

そういった取組を進めていく中で、当然、役

割の分担というのはございます。県も全てを、

地域のまちづくりに対して何でもやるというわ

けではございません。だからといって、市町が

できない部分というのを、県観光連盟の中にマ

ーケティング室というのを設けまして、その職

員が、商品化とか、観光まちづくりのいわゆる

コンテンツの磨き上げ、そういったものをアド

バイスしながら、実際は現地の地域の方がそれ

を実践していくといったような形で、これを1
年ぐらいかけてやっていくというようなものを

ずっと繰り返している状況です。ここ2年ぐら
い、こういった形でやらせていただいておりま

す。

そういった中で、先ほどの協議の話ですけれ

ども、当然、役割分担は重要だと思いますし、

DMOのあるところは、DMOが主体となって動
いているところがあります。そういったところ

は、常にそういった情報交換をさせていただき

ながら、しっかりとお互いの役割を持ってまち

づくりを進めていければというふうに考えてい

るところでございます。

【山本委員】 ありがとうございました。

DMOがなかなか進まなかった時、一つの原因
が、地元の合意形成というのがあって、これは

ずっと前から言われているんだけれども、なか

なかそれが取れていない。役割が明確になって

いないところなんかは、特にそうだと思うんで

す。だから、今、観光がいろんな課題があった

り、可能性があったりする中で、よく昔から言

われている、観光客が来たら、ホテルとか交通、

そういうものは潤うけれども、本来、裾野が広

いと言われながら、それ以外が広がっていない。

だから、「ステークホルダーツーリズム」とい

う言葉があるみたいですけれども、こういった

ものをもっと徹底していかないといけないのか

なと思った時に、本来そうなるべき人たちが、

そこに加わっていないのではないのかなという

のを、協会としては加わっているんだけれども、

それぞれの事業者として、うちはこういうもの

ができます、こういうものができますというの

が、なかなか調整ができていない。だから、そ

ういうものを行政と民間事業者を調整していく

のも一つのDMOの役割なんだろうと思ってお
りますので、そういったところも含めて、ご指

導といいますか、そういう場をつくっていただ

ければと思っておりますので、よろしくお願い

します。

もう一点、国がいろんな観光戦略というもの

を打っていく中で、例えば、観光庁のホームペ

ージを見ても、持続可能な観光地域づくり戦略

だったり、インバウンド回復戦略、国内交流拡

大戦略、たくさんの戦略があって、その中を開
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けてみると、またその中にいっぱいメニューが

あって、独自のメニューがある。その中で、中

を見てみると、長崎県内の自治体とかでも、そ

れをうまく使っているところがある。直接これ

ではないんだけれども、例えば、雲仙市が地方

における高付加価値なインバウンド観光地づく

りモデル観光地になりましたよとか、それから

島原半島が、これは観光だけではありませんけ

れども、農林水産省のセーバージャパンという

のに何年か前に長崎県で唯一選考されていると

いうふうな形で、いろんなものに採択をされた

り、予算を活用していたりというふうな事例が

あるんですけれども、こういうものに関して、

事業の採択であったり、予算の獲得に関して、

県の方が何か関わっているのかどうか、お尋ね

します。

【長野観光振興課長】国の支援制度の活用でご

ざいます。先ほど委員が申されたとおり、県内

でもたくさんの観光庁の補助金を使って、様々

な観光コンテンツづくり等に支援をいただいて

いるというような状況でございます。こういっ

た有利な財源でもございますので、私どもも、

いろんな国が出している事例集とか、そういっ

たものを持って、地域の方にも、これが適用で

きるのであれば適用を促していくといったよう

な動きもやっております。

先ほど申し上げたDMOのお話になりますけ
れども、DMOが主体となって実際補助金を取り
にいっているというところも事実ございますの

で、そういった先んじてやっているところの事

例なんかも県内各地に紹介しながら、広げてい

ければというふうに考えております。

【山本委員】 ありがとうございました。

まさに今おっしゃったとおりで、観光政策を

打っていく時に、なかなか県の一般財源であっ

たり、市の一般財源というのは限界がある。だ

から、いかにその財源を獲得していくのか。例

えば、温泉があれば、入湯税をどう利用するの

かとか、今話題になっている宿泊税なんかもそ

うだと思うんです。だから、こういうものを使

うことによって交付税が減るわけでもないし、

いわゆる財源として非常に継続的に使えるもの

がある。もし、そういうものがないのであれば、

いかに国のそういうメニューを使っていくのか

というのが知恵比べといいますか、そういうも

のかなと思うんです。だから、先ほどのDMO
の中にも、かなり先進的に進んでいるところも

あれば、まだまだ昔の観光協会のようなところ

もある。今の予算の獲得とか、事業の採択にし

ても、すごく積極的にそういうものを取り込ん

でいっている市町もあれば、もちろん市の負担

もあるのかもしれないんですけれども、そうい

ったところをある程度全体としてレベルアップ

をしていく中て、今まさにおっしゃったような

形で、県自体が使えるものは県も取ってきてい

ただければいいだろうし、市町のものについて、

そういった形のいわゆる情報差というか、そう

いったものをできるだけなくしていただくよう

にご指導いただければと思っております。よろ

しくお願いいたします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【初手副委員長】 2点ほどご質問をさせていた
だきたいと思います。

まず1点目は、本日の委員会関係説明資料の4
ページ、3行目になりますけれども、ながさき
大村湾サイクルージング、県内周遊促進の取組

ということで報告があっております。この件に

つきましては、ここに記載のとおり、3月16日
から5月19日までの週末を使って、大村湾南部
地域の4エリアで16回の開催を予定して、悪天
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候等により中止もあって、6回催行したという
ふうな報告があっておりますが、この3か所の
合計が51名ということで書かれておりますけ
れども、この内訳的には、県内、県外、家族連

れもあるかもしれませんし、また別の団体にな

るのかもしれませんけれども、その辺の内容に

ついて、まず1点目、お尋ねしたいと思います。
【長野観光振興課長】委員お尋ねのサイクルー

ジング51名の内訳をいいますと、県内がその中
の44名と、大半を占めております。県外からは
7名ということで、兵庫、福岡といったところ
から、これはSNSなどを見ながら情報を仕入れ
てやってきていただいた方もいらっしゃいます。

ファミリーなのかどうなのかというところは手

元にはわかるものがございませんけれども、参

加数の内訳としては、そういったような形にな

っております。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

第1回目、最初の取組ですので、参加者数も
少なかったのかなというふうに思いますし、こ

れからのことだと思うんですけれども、どうし

ても海を使うと、波静かな大村湾といいながら

も、風が強ければ荒れますので、悪天候の場合

の中止の判断といいますか、今回は県外からは

7名ということでしたので、距離的にはどうか
わかりませんけれども、そういった場合の基準

と対応の仕方、その時の段階で判断ということ

も多分ないかと思いますけれども、その辺につ

いて、少し詳しくご説明いただければと思いま

す。

【長野観光振興課長】どうしてもサイクルージ

ングになりますと、天候に左右される部分がご

ざいます。雨天の予想される部分になりますと、

前日に中止ということでお話をさせていただい

ているというふうにもお聞きしております。

雨天の対応というのが現在のサイクルージン

グの中での課題でございまして、それをこのコ

ンテンツづくりの中でどうしていくかというの

は、これからまた議論を進めていければという

ふうに考えております。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

おっしゃるとおりでありまして、せっかくい

い発想に取り組まれながらも、自然を相手にす

る場合は、どうしてもいろんな弊害が発生する

というふうには私も感じるところであります。

一連の今回の取組を踏まえて、一部反省点等

も今おっしゃいましたけれども、また報告の中

にも、それぞれ感想を述べられているようです

けれども、その辺を踏まえた中での今後の課題、

そういった面について、今回の開催を踏まえて、

どのように位置づけておられるのか、そこにつ

いて、お尋ねをしたいと思います。

【長野観光振興課長】今回の春の商品の販売実

績を踏まえまして、様々な反省点が出てまいっ

ております。時津港からの出発で、到着も時津

港で自転車を返すといったようなところがござ

いますので、こういう中には、利便性の向上と

いうのをどうにか図ってほしいというお声があ

ります。ここはしっかり検討しなければいけな

いというのがまず1点です。
あともう一つ、販売促進に向けた取組といた

しまして、インターネットを通じまして申込み

をしていただいたんですけれども、このホーム

ページの申込みページが非常にわかりづらいと

いうか、予約に至るまでに少しストレスがかか

るといったようなお話もあります。そういった

意味では、申込みページの改善でございますと

か、また今のサービスだけではなくて、別の部

分のサービスであったりというところを検討す

る必要があるのかなというところがございます。
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あと、これは私も実際乗って感じたところで

ございますけれども、各エリアでの滞在時間と

いうのが、楽しみながら行くと、意外と短いと

いう部分も少しございました。だから、その滞

在時間をどう延ばすのかとか、楽しみ方をどう

やっていくのかというのは、今回の事業を踏ま

えて、目安時間であったり、いろんな工夫をし

ていかなければいけないといったような課題も

出てきます。

そのほか様々なお声もいただいておりますの

で、秋の再開に当たっては、一つでも多く改善

につなげていければというふうに考えておりま

す。

【初手副委員長】答弁ありがとうございました。

1回目の段階ですので、これから反省点を踏
まえながら、いろんな対応をしていただくこと

によって、利用者も増えてくるんじゃないかと

いうふうに期待もさせていただきたいと思いま

す。

これからだということになると思いますけれ

ども、報告の中には、9月から11月に向けた新
コースの開発状況というのもご検討をされてい

るようでございます。新しいものをつくるとい

うのは、まだまだいろんな課題が、大村湾の中

では、港湾の管理上もいろいろ課題があると思

うんですけれども、今後の開発の状況について

の方向性とか課題点、そういったものがござい

ましたら、ぜひご説明をいただければと思いま

す。

【長野観光振興課長】今後のコースの設定でご

ざいますけれども、副委員長おっしゃったとお

り、係留場所の確保というところが課題として

ございます。そういった中でも、確保できた地

域につきましては、実際どういったコースを回

ろうかといったところは、現在まさに調査であ

ったり、関係者との協議を進めているところで

ございます。できる限り早い段階で商品化を進

めたいとは思っておりますけれども、まずは現

在の4つのエリアをしっかりと回していくとい
うことが非常に重要であろうというふうに考え

ておりますので、そちらのオペレーションにま

ずは注力をさせていただいて、新コースについ

ては、できれば今年は種をまくというところで、

来年に向けて、しっかりと商品化に結びつけて

いければというふうに考えているところでござ

います。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

確かにこれからの課題ではありますので、新

しいコースの設定というのは、先ほど申しまし

たように、船をつけて、そこでまた上陸してい

くという、言わば港湾的な構造的な要素が大変

な課題かと思うんです。当然そこには、手を加

えるとなれば、港湾事業ですから、かなりの金

額もかかってくる。しかし、大村湾という全体

を捉えた時には、地域の特性がそれぞれの町、

地域にあるわけですので、ぜひ今後は、そうい

った財政も含めながらですけれども、積極的に

新しいコースを開拓することによって、大村湾

沿岸の活性化につながっていくというふうに思

いますので、その辺はよろしくお願いをさせて

いただきたいと思います。要望として述べさせ

ていただきます。

次に、2点目に移らせていただきます。2点目
につきましては、今日の説明等には載っていな

いんですけれども、長崎総合型地域スポーツク

ラブというのがございますけれども、この辺の

活動について、少しだけ状況の把握と今後の取

組等について、お尋ねをしたいと思います。

去る4月16、17日に、長崎の地域スポーツを
語る会として、県総合型地域スポーツクラブの
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研修会が出島メッセ長崎で、初代のスポーツ庁

長官鈴木大地氏をお招きして、講演や、その地

域の生涯活動の在り方などについての研修会が

開催をされております。これは4月20日の長崎
新聞に記載されておりまして、この取組につい

て、非常に興味がありましたので読ませていた

だき、今後、県内として、どのように位置づけ

ていくかということをお聞きしたいと思って、

本日、質問に挙げさせていただきました。

総合型地域スポーツクラブというのは、目指

す姿として、みんなが元気に、地域が元気にを

基本として、県内で、市と町で約32クラブがそ
れぞれの地域で活動されているというふうに聞

いております。私は、このクラブの活動は、地

域に根差した取組をされていると、中には、介

護関係と一緒に取り組んでいくという地域もあ

るようですので、これから非常に興味深い位置

づけになるのではなかろうかというふうに思っ

たりしておりますけれども、そこで改めて、地

域スポーツクラブの主な活動内容と地域に対す

る貢献度といいますか、その辺について、県と

してどのように捉えておられるか、まず1点目
としてお尋ねしたいと思います。

【川瀬スポーツ振興課長】総合型地域スポーツ

クラブについてでございますが、クラブについ

ては、子どもから高齢者まで、様々な世代の方

たちが参加しているクラブでございます。様々

なスポーツプログラムを提供していることで、

初心者からトップレベルまで、参加するそれぞ

れの人たちの志向とか、レベルに合わせて取り

組むことができるという特徴がございます。ま

た、地域住民により自主的かつ主体的に行われ

ていると、民間のスポーツクラブと比べて、そ

の違いはございます。

貢献度に関しては、地域住民の誰もが気軽に

参加できるということから、県民のスポーツ実

施率の向上はもちろん、健康増進に大きくつな

がるものと考えております。

また、様々な人たちが参加して交流を行うこ

とで、その地域コミュニティーの活性化にも大

きく貢献するものと考えております。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

さっき言いましたように、地域に密着した、

根差した活動の展開であるというふうに理解を

しております。

そこで、今回の研修は、多分、年に1回計画
されていくんだろうと思いますけれども、意見

交換、情報交換という意味では大変有効ではな

いかというふうに思っております。今回の研修

内容とその効果について、どのように評価をし

ておられるか、お尋ねをいたします。

【川瀬スポーツ振興課長】 内容としましては、

主会場の方で初代スポーツ庁長官鈴木大地さん

の講演会や座談会が行われ、隣の会場では、一

般参加者向けに、総合型地域スポーツクラブの

紹介やクラブで提供されているプログラムの体

験会、モルック体験会などが行われました。ま

た、2日目には、クラブの関係者と市町の担当
職員を対象に、グループに分かれてのディスカ

ッションが行われ、それぞれの地域で抱える課

題の共有でありますとか、その解決に向けての

意見交換が行われたところでございます。

当日は、一般の人、学生の参加もあったこと

から、総合型地域スポーツクラブの知名度向上

に一定程度つながったものと考えており、また

総合型地域スポーツクラブに関係する人たちの

今後の活動に対するモチベーションの向上にも

つながったと考えております。他地域の優良事

例をお互い紹介し合うことで、今後の自分たち

のクラブに取り入れたいと、そういったような
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感想もいただいたところです。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

なかなか県全体を集めての研修会というのは、

いろんな負担もありますので大変かと思います

けれども、先進地といいますか、積極的に取り

組んでいる地域の声を聞くということは、やは

り全体的に普及していくためには大変重要では

ないかというふうに理解をいたしております。

これからもぜひそういう機会をつくっていただ

いて、底上げを図っていただければというふう

に思っております。

3番目に、32地区があると聞いております。
それぞれの地域の特性の中でいろんな取組がさ

れておりますけれども、そこの中でも1点か2点
でもご紹介をいただければと思います。

【川瀬スポーツ振興課長】例を申しますと、波

佐見町のクラブルピナス、また川棚町のチュー

リップスポーツクラブ、そういった2団体にお
いては、介護予防事業を実施して、住民の健康

増進であったり、医療費の削減に向けて、自治

体と一緒に連携して取り組まれているところで

ございます。また、クラブの中には、英会話教

室とか、ギター講習会、そういったスポーツ以

外のプログラムを提供している団体もございま

す。

【初手副委員長】ありがとうございました。波

佐見と川棚の例を述べていただきました。

確かに今ご説明ありましたように、ただスポ

ーツというだけではなくて、地域に密着した、

子どもたちからお年寄りまでを含めたいろんな

活動の幅を持って取り組んでおられると。これ

はそういう意味では、都市部においてもそうな

んですけれども、郡部においては貴重な役割を

果たしていくのではないかと、そういうふうな

捉え方をしていいのではないかというふうに思

っております。

次に、4点目ですけれども、基本的には、当
然、それぞれの負担金で賄うとか、スポーツク

ラブを主催する方が地域住民との主体的、自主

的な運営の中で進められているというふうに理

解をしております。この現状からして、この必

要性は当然ご理解いただいていると思うんです

けれども、今後の課題としては、どういうふう

な面を指摘されますでしょうか。その辺につい

てございましたら、お願いいたしたいと思いま

す。

【川瀬スポーツ振興課長】 課題としましては、

まだまだ総合型地域スポーツクラブという存在

を知らない県民が多いということだと考えてお

ります。県においては、県内の総合型クラブを

紹介するパンフレットを作成したり、あと県内

市町のそういったパンフレットを作成しまして、

県内各市町の体育館でありますとか、人がたく

さん集まるようなところに配置を行っていると

ころです。また、県の広報媒体によるクラブの

紹介を目的とした情報発信、またV・ファーレ
ン長崎のホームゲームを活用して、そのイベン

ト時に総合型クラブを紹介するような取組を行

っているところでございます。

こういった取組を行いながら、総合型地域ス

ポーツクラブの知名度向上に向けては、引き続

き、各クラブとの連携はもちろん、市町であり

ますとか、県のスポーツ協会と連携して、力を

入れて取り組んでいく必要があると考えている

ところです。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

こういうクラブの運営に県としても期待をさ

れているというふうな感触を受けたところであ

りますけれども、実際の運営といたしまして、

県の予算のトータルが430万円ぐらい。自主運
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営ということでありますので、県がいろんな面

で助成するというのは限界があるかというふう

に思いますけれども、今の活動内容とか、それ

ぞれのクラブによって違いはありますけれども、

地域密着型の取組をされておりますので、今後

どういうふうに展開をしていくか、大変楽しみ

ですけれども、県としても、そういった財政的

な支援は、どこを基準に捉えていくかで支援の

枠は変わってくると思いますけれども、そうい

った活動の中身も踏まえていただきながら、こ

れからも積極的なご支援、あるいは横の連携の

ためにご尽力いただきたいと思いますが、その

辺の捉え方、意気込みについて、ぜひお聞かせ

いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

【川瀬スポーツ振興課長】総合型地域スポーツ

クラブについては、先ほどからご説明しており

ますように、地域への貢献度は高いと考えてお

ります。クラブが多くの県民に知られ、浸透す

ることで、県民のスポーツ機会の充実、スポー

ツ実施率の向上に大きく寄与すると考えており

ます。

県においては、先ほどご説明しました県民へ

の情報発信のほか、県スポーツ協会や市町と連

携し各クラブへの巡回訪問を行い、活動状況の

把握でありますとか、助言を行っているところ

です。また、市町の担当者、クラブの指導者、

スタッフの育成、資質向上のための研修会も開

催しているところでございます。

また、県のスポーツ協会においては、自主財

源において支援制度を設けております。総合型

地域スポーツクラブのうち、全国協議会が定め

ている基準を満たし、日本スポーツ協会に登録

されている登録クラブが実施する活動、その経

費に対しての支援をスポーツ協会が行っている

ところです。

今後も、県のスポーツ協会と連携し、クラブ

や関係市町のさらなる取組の拡充に向けて、県

としても取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【初手副委員長】いろいろご説明いただいてあ

りがとうございました。

先ほどから申しておりますように、私もこの

スポーツクラブの役割は、地域の人々のつなが

りを育んでいく、そしてそれぞれの地域のスポ

ーツの振興に大きく貢献していく、そして高齢

者から子どもたちまでの健康づくりへのサポー

トをしていってくれるんだという、そういう役

割を担っていると思いますので、どうかこれか

らもいろんな面で県としてもご支援をいただけ

ればというふうにお願いをして、質問を終わら

せていただきたいと思います。

ありがとうございました。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について、整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２５分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、県民生活環境部関係
の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（７月１日）

- 82 -

― 午後 ２時２５分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月２日

自  午前 ９時５９分

至  午前１１時５６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 大安 哲也 君

県民生活環境部次長 峰松 茂泰 君

県 民 生 活 環 境 部
次長兼地域環境課長

吉原 直樹 君

県民生活環境課長 下野 明博 君

男女参画・女性活躍推進室長 松尾 由美 君

人権・同和対策課長 石田 祐子 君

交通・地域安全課長 大嶋 誠之 君

統 計 課 長 谷村 重則 君

生活 衛生課 長 岩松  尚 君

生活衛生課企画監
(動物愛護管理センター整備担当)

荒木雄一郎 君

食品安全・消費生活課長 立石 寿裕 君

水環境対策課長 佐藤 貞夫 君

資源循環推進課長 赤澤 貴光 君

自然 環境課 長 田中 順子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開会 ―

【千住委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

4月の人事異動により、新たに就任した県民
生活環境部の幹部職員で、これまでの委員会出

席がなかった幹部職員を紹介させていただきま

す。

（各新任幹部職員紹介）

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【千住委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

県民生活環境部長より、報告議案の説明を求

めます。

【大安県民生活環境部長】県民生活環境部関係
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の議案について、ご説明いたします。

お手元にお配りしております資料のうち、「令

和6年6月定例県議会 予算決算委員会観光生活

建設分科会関係議案説明資料 県民生活環境部」

の2ページ目をお開き願います。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、報

告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県一
般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分、
報告第15号知事専決事項報告「令和5年度長崎
県流域下水道事業会計補正予算（第5号）」で
あります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承をいただいておりました

令和5年度予算の補正を、令和6年3月29日付で
専決処分させていただきましたので、関係部分

について、その概要をご報告いたします。

まず、報告第2号知事専決事項報告「令和5年
度長崎県一般会計補正予算（第11号）」のうち
関係部分についてご説明いたします。

歳入予算については、計1億1,578万5,000円
の減、歳出予算については計2億4,552万5,000
円の減を計上いたしております。

歳出予算の主なものにつきましては、4ペー
ジに記載のとおりであります。

続きまして、報告第15号知事専決事項報告
「令和5年度長崎県流域下水道事業会計補正予
算（第5号）」につきましては、4ページ中段か
ら5ページ上段にかけて記載のとおりでありま
す。

このほか、繰越計算書報告に関しまして、令

和5年度長崎県一般会計歳出予算繰越明許費及
び令和5年度長崎県一般会計歳出予算事故繰越
については、5ページ中段から6ページ上段に、
令和5年度長崎県流域下水道事業会計予算繰越

計算書及び事故繰越計算書報告につきましては、

6ページ目にそれぞれ記載のとおりであります。
以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【大久保委員】 歳出予算の環境保全費が1億
4,000万円弱の減ということで、ほかと比べてち
ょっと大きいのかなと。この特徴はどこにある

のかをお尋ねいたします。

【吉原次長兼地域環境課長】 環境保全費の1億
3,946万円の減につきましては、資料にあります
とおり、地球温暖化対策推進事業費の確定に伴

う国庫補助金の減額と、それから産業廃棄物税

基金を活用した事業の確定に伴う減額となって

おります。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

報告第2号のうち関係部分及び報告第15号に
ついては、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。
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よって、報告議案は原案のとおり、それぞれ

承認すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

県民生活環境部においては、委員会付託議案

がないことから、所管事項についての説明を受

けたのち、陳情審査及び議案外の所管事務一般

について質問を行います。

まず、県民生活環境部長より、所管事項の説

明を求めます。

【大安県民生活環境部長】「観光生活建設委員

会関係説明資料 県民生活環境部」をお開き願い

ます。

今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

人権尊重の社会づくりの推進について。

県では、「長崎県人権教育・啓発基本計画」

に基づき、同和問題をはじめ様々な人権課題の

解決に向け、県民の人権への理解を深めるため、

人権教育や啓発をはじめとした施策を進めてお

ります。

近年、SNS等での発信のあり方や性の多様性
など、人権課題が多様化・複雑化していること

から、県が人権施策を進めていくに当たっての

基本的な視点や考え方、県の施策の方向性につ

いて、6月17日、有権者からご意見を伺う第1回
目の検討委員会を開催いたしました。今後、5
回程度開催し、来年3月末を目途に意見を取り
まとめていただくこととしております。

また、性の多様性について、昨年度に引き続

き、正しい理解と認識を県民の皆様にさらに深

めていただくため、啓発イベントの開催や、企

業等への性別記載欄見直しの働きかけ、市町職

員向けの研修を実施することとしております。

このほか、地域の人権教育、啓発を担う人材

を確保するため、県内各地区で研修会を開催す

るとともに、個々の指導者のスキルアップを図

るため、市町と連携した実践の場の提供や、「Ｖ

ファーレン長崎」と連携・協力した人権啓発活

動、企業における人権尊重の気風を高めるため

の人権啓発セミナー等を行い、人権教育・啓発

の推進に取り組んでまいります。

「長崎県動物愛護管理センター（仮称）」整

備の検討状況について。

昭和51年に大村市に設置されたアニマルポ
ートながさきについては、老朽化や狭隘化など

の課題解決を図るため、新たな施設整備の検討

を進めているところであり、本年2月に「長崎
県動物愛護管理センター（仮称）整備基本計画」

を策定いたしました。

4月には、PPP／PFI方式による本事業を実施
するに当たり必要となる、技術、法務、財務等

専門知識の提供、民間事業者公募に向けた各種

資料作成など、事業者選定に係る一連の支援を

受けるためのアドバイザリー業務委託契約を締

結し、現在、実施方針案の作成等の準備を進め

ているところです。

今後、実施方針の策定・公表を行うなど事業

者選定に向けた手続を進めることとしており、

引き続き、施設の整備推進に努めてまいります。

地球温暖化対策の推進について。

県では、「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」に基づき、温室効果ガスの

排出抑制のための各種施策に取り組んでおりま

す。

再生可能エネルギーの導入については、引き

続き、県有施設への太陽光発電設備等の設置を

進めるとともに、新たに、市町を通じて住宅、

事業所の太陽光発電設備等の設置補助を行い、
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さらなる普及拡大を目指すこととしています。

また、国が提唱する脱炭素社会の実現に向け

た国民運動「デコ活」とともに、「ながさき環

境県民会議」で月ごとに設定した環境配慮テー

マ「ゼロカーボンアクション12」を県民に呼び
かけ、ライフスタイルの転換を推進してまいり

ます。

今後とも、県民の皆様や市町など関係機関と

連携し、地球温暖化対策に取り組んでまいりま

す。

このほかご報告いたしますのは、交通安全対

策の推進について、国立公園雲仙の災害復旧及

び活性化に向けた取組について、「長崎県行財

政運営プラン2025」に基づく取組についてであ
り、内容は記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いします。

【千住委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料及び政

府施策に関する提案・要望の実施結果について、

説明を求めます。

【下野県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提出

いたしました県民生活環境部関係の資料につい

てご説明いたします。

なお、今回の報告対象期間は、本年2月から5
月までに実施したものとなっております。

はじめに資料2ページをご覧ください。
県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でありま

す。直接補助金の実績については、資料2ペー
ジから3ページに記載のとおり、長崎県海岸漂
着物等地域対策推進事業補助金など計27件と

なっております。

また、間接補助金の実績については、資料4
ページから5ページに記載のとおり、地域脱炭
素に向けた重点対策加速化事業費補助金など計

28件となっております。
次に6ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況についてでありま

すが、記載のとおり計15件となっております。
なお、8ページ以降に入札結果一覧表を添付し
ております。

次に、15ページをご覧ください。
昨年度、「人権尊重に関する条例の制定を求

める意見書」といたしまして、県議会から知事

に対し提出されました意見書にございました意

見項目に対する県の処理状況につきましては、

記載のとおりであります。

次に、16ページをご覧ください。
知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきましては、佐々町から要望のありました

1項目であり、県の対応につきましては記載の
とおりであります。

次に、17ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございます。附属

機関については、上段に記載のとおり長崎県環

境審議会環境監視部会など3件、また、私的諮
問機関等については下段に記載のとおり、長崎

県海岸漂着物対策推進協議会など3件を開催し
ており、会議の概要等については18ページ以降
に記載のとおりです。

続きまして、6月中旬に実施いたしました令
和7年度政府施策に関する提案・要望について、
県民生活環境部関係の要望結果をご説明いたし

ます。

補足説明資料、「令和7年度政府施策に関す
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る提案・要望について」をご覧ください。

県民生活環境部関係におきましては、最重点

項目、国営諫早湾干拓事業、重点項目、離島地

域にかかる燃油価格の格差是正など10項目に
ついて、環境省をはじめ厚生労働省、経済産業

省、国土交通省に対し、県民生活環境部長、次

長、担当課長により要望を行いました。

このうち、国営諫早湾干拓事業については、

事業アセスに掲げた水質改善について、環境省

総合環境政策統括官ほかに要望を行いました。

これに対し、「要望については事業主体である

農林水産省にしっかり伝えたい」との回答があ

りました。

また、海岸漂着物対策については、回収・処

理等に要する財源の確保などについて、環境省

水・大気環境局長ほかに要望を行いました。こ

れに対し「海岸漂着物対策については引き続き

予算確保を図りたい」旨の回答がありました。

さらに、鳥獣被害防止対策の強化については、

環境省自然環境局審議官ほかに要望を行いまし

た。これに対し「今後も引き続き予算確保に努

めたい」との回答がありました。

いずれの項目についても、提案・要望の趣旨、

内容について当方の説明を傾聴いただくととも

に、有意義な意見交換をさせていただきました。

以上が県民生活環境部関係の要望結果であり

ますが、今回の政府施策に関する提案・要望の

実現に向け、引き続き取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。審査の対象は、4番、6番、7番で

す。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【 庭委員】何点か質問をさせていただきたい

と思います。資料の6ページ、1,000万円以上の
契約状況一覧表からお伺いいたします。

最初の「令和6年度ながさき女性活躍推進会
議業務委託」で随意契約となっておりますが、

随意契約の理由と、この随意契約がどれくらい

続いているのか、お伺いします。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】ながさき

女性活躍推進会議につきましては、官民一体と

なって県内企業を対象とした事業を効率的に実

施するために、県内の経済団体へ事務局を委任

することが効果的でありますので、平成28年度
から、長崎県経営者協会に事務局を委託してお

り、令和6年度で9年目になっております。
【 庭委員】ずっと随意契約で続いているとい

ことですけれども、この契約をほかのところに

広げることができないのかと、併せて業務委託

の内容をお伺いします。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】事務局に

は、企業を対象とした各種の事業を効率的に実

施するために、県内企業情報を有していただく

とともに、他の経済団体と連携していること、

また、働きやすい職場環境づくりを推進するた

めの労働行政の専門性を有していること、それ

と管理職への女性の登用促進などを図るため女
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性活躍に係るノウハウを有していること、これ

らを全て有しているのは、日本経済団体連合会

の県の組織である長崎県経営者協会のみである

ため、1者随契しているところであります。
この委託事業の内容でございますが、女性の

活躍を推進するために、経営者の意識改革や働

きやすい職場環境づくり、女性の登用・採用の

促進、ジェンダー平等の視点の強化などを図る

ための事業を実施しております。

具体的には、経営者の意識改革を目的とした

セミナーや、女性活躍推進企業の表彰、女性の

人材育成などを行っております。また、夏休み

と春休みには大学生を女性活躍推進企業に訪問

させ、実際に活躍する女性と、働きやすい職場

環境に対する意見交換なども行っているところ

です。

【 庭委員】様々な内容でしていただいている

と思います。その中でも働きやすい職場環境づ

くりと経営者の意識改革が、とても重要かと思

っております。

企業にも女性管理職を増やしてほしいと思っ

ているところですけれども、企業における女性

管理職の比率がどれくらいあるのか、お伺いし

ます。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】長崎県労

働条件等実態調査によりますと、令和5年6月末
時点の県内企業の管理職に占める女性の割合は、

課長相当職は28.7％と、10年前の平成26年の
14.7％に比べて確実に増えてきているところで
す。

【 庭委員】今のところ確実に増えているとい

うことでございますが、目標値としてどれぐら

いを掲げているのかと、目標値に達するために

今後どのようにしていくのか、お伺いします。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】目標値で

ありますが、令和8年度までに30％を達成する
目標を立てて取り組んでおります。女性の管理

職登用率は、正規雇用や継続就業、性別によら

ない評価、企業の方針決定過程への参画など、

女性活躍推進を相対的に示す指標でありますの

で、その向上のための施策に取り組んでいきた

いと考えております。

ながさき女性推進会議で、企業経営者向けセ

ミナーや女性人材育成支援などを実施しまして

女性活躍に取り組む企業を増やして、県全体と

して官民一体となった動きになるよう取り組ん

でいきたいと考えております。

【 庭委員】 ぜひ目標を達成していただいて、

女性活躍と言わなくていいように女性も活躍で

きるようにしていただければと思います。

次に、2番目の性暴力被害者支援業務委託に
ついてもお伺いします。これも随意契約になっ

ていますが、この随意契約にしている理由と、

いつから行っているのかお伺いします。

【大嶋交通・地域安全課長】 性犯罪・性暴力被

害者に対応するため、平成28年4月から、ワン
ストップ支援センターである性暴力被害者支援

「サポートながさき」を、公益社団法人長崎犯

罪被害者支援センター内に業務委託する形で契

約をしております。

犯罪被害者支援を目的に設置された公益社団

法人長崎犯罪被害者支援センターは、長崎県公

安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定

を受けている県内唯一の団体です。そのため信

頼性が高く、犯罪被害者支援に必要な知識と技

能を有する相談員が支援業務に対応しており、

また、被害者支援に必要な専門性があり、業務

を適正に実施できる唯一の団体と捉えておりま

す。

【 庭委員】 わかりました。
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性暴力被害者支援業務の中でご相談をされて

いると思うんですけれども、この相談件数の推

移をお伺いします。

【大嶋交通・地域安全課長】 令和5年度のサポ
ートながさきの相談対応件数は直接支援を含み

721件になります。過去5年の相談で申しますと、
令和元年が347件、令和2年が478件、令和3年が
500件、令和4年が501件と年々増加していると
ころであります。

【 庭委員】こういうふうに相談件数が増えて

いると、表に出てきたところが増えているのか

と思っております。そういう中で性犯罪、性暴

力対策の強化は、これからも必要だと思います。

そういう場合には、やはり幼少期からの性教

育がとても大事ではないかと思うんですけれど

も、県としては、このサポートながさきも含め

てどのように取り組んでいくのかお伺いします。

【大嶋交通・地域安全課長】 性犯罪、性暴力を

なくすためには、加害者にならない、被害者に

ならないための教育を行っていくことが必要で

す。

本県では、平成28年から毎年、県内の全中学
校、高校、特別支援学校の全校生徒男女に対し

て、サポートながさきの名刺サイズの広報用携

帯カード、約8万枚を配布しております。それ
で、性被害に関する相談先の周知を図っており

ます。

また、長崎犯罪被害者支援センターは、学校

の要請を受け、中学校、高校、大学に出向いて、

犯罪被害者等支援の必要性、二次被害の防止の

重要性などに関して講演を行っております。

【 庭委員】対策は取り組んでいただいている

ところです。先ほどご紹介のあった名刺サイズ

の携帯カードが、様々な場所にも置いてあって、

私はトイレとかで見かけることがあるんです。

女性トイレではよく見かけるけれども、男性ト

イレにはあまり置いていないんじゃないかとい

う声をいただくんですけれども、そのあたりは、

男性トイレも女性トイレも同じような形で置い

てあるのか、お伺いします。

【大嶋交通・地域安全課長】カードの配布先は、

先ほど申しましたように中学校、高校、大学で、

配布してからの取り扱いについては配布先にお

任せしておりますので、そのあたりは把握して

おりません。

【 庭委員】そういう声もあるので、ぜひ伝え

ていただいて。先ほど言われたように加害者に

ならない、被害者にならない、どちらがどうと

いうことではございませんので、同じように皆

さんが目について、そういうことにならないよ

うに未然に防ぐために、予防した方がいいとい

うことを知っていただければいいかと思います。

先ほど、教育をされているということでした

けれども、人権としての性教育、包括的性教育

の普及について、民間の方でもいろんな講演を

しておられます。長崎市で今、活動されている

「長崎性教育コミュニティ アスター」という事

業所が、県内でもどんどん増やしていって教育

をされているところです。

県としても今は中学校・高校でもしていると

いうことですけれども、こういう民間も連携し

て、より多くのところで講演できるようにして

はどうかと思いますが、県の考えをお伺いしま

す。

【大嶋交通・地域安全課長】今おっしゃった民

間の団体の活用については、今後、その団体に

ついてこちらで確認のうえ、状況に応じて連携

して対応してまいりたいと考えております。

【 庭委員】ぜひ、連携できるところは連携し

て、性被害に遭わない、性加害を行わない、加
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害者にも被害者にもならないように、幼少期の

頃から教育を進めていただければと思います。

以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】確認を兼ねて、ちょっとお聞きし

たい。海岸漂着物の補助金の関係でね。

これは、財源は国100％だったかな、ちょっ
と確認させてください。

【赤澤資源循環推進課長】海岸漂着物対策に関

しては、回収処理と発生抑制対策、この2本が
立てられているところでございます。いずれに

しても国の海岸漂着物に対する補助金、地域環

境保全対策費補助金がございます。この中で離

島については9割の補助、半島過疎地域につい
ては8割の補助、それ以外の地域については7割
の補助という形になっております。

【田中委員】そうすると、残りは県が出してい

るわけか。

【赤澤資源循環推進課長】この補助金につきま

しては、市町に基本的には流しているところで

ございます。したがって、市町で残りを負担し

ているところでございます。

県の管理している海岸がありますので、そこ

については県の所管部局で残りの部分を予算措

置しているところでございます。

【田中委員】整理したいんだけれども、そうす

ると全体予算で幾らなのか、長崎県が出してい

る補助金は。計算すればわかるんだろうけど、

すぐには計算できないから。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３２分 休憩 ―

― 午前１０時３２分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【赤澤資源循環推進課長】今年度の執行分に関

しましては、今年2月に補正予算を組んでおり
ます。これが事業費として5億2,930万9,000円
でございます。また、今年度の当初予算として

9,857万2,000円、合計予算として6億2,788万
1,000円でございます。
【田中委員】 私の記憶で、もう10年ぐらい前
になるのかな、大変な時代があったのよ、離島

を含めてね。国に、何しろ出してもらわんと、

地方負担では大変だというような歴史があって、

ずっと今日まできていると思う。

まだ海岸漂着物は大量に流れてきているわけ

か。特に離島関係だと思う。壱岐、対馬、上・

下五島が中心と思っているんだけれども、実態

を教えてください。

【赤澤資源循環推進課長】昨年度の海岸漂着物

の回収処理量としては、県全体として約1万
6,000立方メートルほど回収されているところ
でございます。その多く、9割ほどは離島地域
という状況です。

経年的に見まして、災害とかがあれば、その

年は結構多くなりますが、一般的に大体このく

らいの量は毎年回収しているところで、繰り返

し漂着ごみが流れてきている状況は依然変わら

ないところでございます。

【田中委員】 正確じゃないけど、10年ほど前
からずっと、海岸漂着物が流れ着いて困るとい

う意向で、国に補助金を出してくれと要望して

補助金ができて、私の記憶では100％だったよ
うな気がするんだけれども、100％じゃなくて、
地方負担がこうやって入る実態があるんですね。

最初は、そういう要望を出したんだ。外国の

ものがほとんどだという認識だったからね。だ

から、そういうことで国に対して要望を出した

記憶があるんだけれども、今は実態とすれば、

5億円の補助金にしても地元負担があると6億
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円、7億円ぐらいの量の動きをしているわけね、
現実ね。

これ、日本一ですか、長崎県が。

【赤澤資源循環推進課長】回収量の毎年の経年

の数字は国で公表しておりませんので、日本全

国で何番目かというのは、はっきりわからない

ところでございます。ただ、古い資料を見ます

と、やはり長崎県が10番以内には入っていると
伺っております。

【田中委員】補助金の流れは長崎県が中心にな

ってやった記憶があるんだけどね、長崎県がよ

そよりも先に。だから、長崎県が一番なのかな

という感じがあるんだけれども。

この補助金の内容を見ると島原半島まで、内

海まで入ってきているし、大村湾にも入ってき

ている感じがするね。外だけじゃなくて、そん

な実態があるんですか。島原半島、それから長

与町、時津町の大村湾のところまで。

【赤澤資源循環推進課長】海岸漂着物に関して

は、多くの市町で回収処理をされているところ

でございます。ただ、発生源には若干違いがあ

るのかなとは感じています。具体的なデータが

あるわけではございませんが、例えば離島地域

に関しては、やはり海外からの物が来ている実

態があるようです。例えば対馬では、海岸漂着

物のペットボトルの大体3分の2ぐらいは海外
由来のものであるというふうな話があります。

一方で内海に関しましては、外海から来るケ

ースが全くないということはないのかもしれま

せんが、それよりは排出源としては近くの陸域

から出ていることが考えられるのではないかと

考えております。

【田中委員】最後にしますが、この数字自体は、

算定基準はどうなっているのか。漂着物、ごみ

の量だけなのか、人件費も入った形になってい

るのか、この補助金の内容は。

それから、長崎市がないのがちょっとおかし

い。長崎市も海岸に面しているんだけれども、

ないのかな、長崎市は。それを2点、聞かせて
もらおう。

【赤澤資源循環推進課長】どういった予算を組

むかということに関しては、各市町の算定にな

りますが、一部の市町においては人件費も含ま

れているところでございます。

長崎市に関しましては、昨年度までは排出抑

制対策として予算が組まれていたところでござ

います。回収処理に関しましては、長崎市は昨

年度要望がなかったと。本年度は、発生抑制に

ついても予算の要望がなかったところでござい

ます。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】 4ページから5ページに長崎県
浄化槽設置整備事業補助金とあります。前回、

浄化槽については集合処理施設から、いわゆる

下水から浄化槽へ、人口減少が著しいところは

計画を変更していくと報告がありました。

上から見て、長崎市が22か所、一番多いのは
島原市400か所ですね。次のページでは長与町
が1か所と、地域、地域で結構ばらつきがある
と思うんですけれども、そのあたりの所見をお

尋ねしたいと思っております。

【佐藤水環境対策課長】浄化槽についての補助

のご質問と思います。島原の数が多いのは、国

の補助に併せて市独自で上乗せ補助とかを今、

実施されているので、それに乗じて申請が多い

ということだと思っております。

長与町は、実は公共下水道がもう99％ぐらい
普及しておりますので、逆に言うと浄化槽を設

置するところが少ないところで、数に関しては

上限があると思っています。



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（７月２日）

- 92 -

浄化槽に関しては、当然これは個人が、新築

や改築の時に申請されますので、なかなか毎年

同じぐらいになるとは言えない側面があるかと

感じております。

【大久保委員】 長与町は99％下水ということ
で、特徴がそれぞれに市町であるんだなという

ことでしょうけど。

21市町の中で2自治体が出ていない気がする
んですけど、そこはなぜ。ゼロであったのか、

そういった補助が、市町独自の施策がないのか、

お尋ねします。

【佐藤水環境対策課長】 21市町のうち19市町
がここに載っていて、2町、小値賀町と時津町
が載っていないと思っております。

小値賀町に関しては、もうほぼ下水道の処理

もできているところではあるんですが、残りに

関しては、人口も少ないということで、町が独

自でやるというふうに聞いております。この補

助金に手を上げていないのが小値賀町でござい

ます。

一方、時津町に関しては、公共下水道がほぼ

全域カバーしているものですから、公共下水道

と浄化槽との町民に対する負担を平等化すると

いう意味で、時津町は浄化槽に関しては公共、

町で設置する施策をとっておられますので、個

人向けの補助金の申請がないということで、こ

の2町はここに載っていない状況でございます。
【大久保委員】 島原市400か所と一番多いのは、
今の時期に力を入れて支援策をしっかりされて

いるということでありますね。

普及が遅れているところは、これから検討を

されて、多分そこは県主導ではなくて各市町が

足元の普及率を見ながらされているとは思うん

ですけれども、そこあたりはどういった施策を

とろうと思われているのか、検討はしっかりさ

れているのかをお尋ねいたします。

【佐藤水環境対策課長】今後の普及の取組に関

しては、今、制度としてございますのが、浄化

槽全体のうち6割を個人が負担して、残り4割に
関して国が3分の1、県が3分の1、地元自治体が
3分の1出すという条件になっているところで
ございます。中には市町が、各自治体の普及率

を上げるということで、市町独自で上乗せ補助

を実施されているところもございます。

県としては、政府施策要望等で国に要望して

いますが、個人負担が6割で補助金が4割、そこ
がちょっと少ないという思いがありますので、

全体に占める補助金の割合をもっとかさ上げし

てほしいと国に要望しているところでございま

すし、市町とも、補助金に対しての上乗せ補助

等を検討するようにと意見交換等をしながら進

めているところでございます。

【大久保委員】 引き続き、海と川と、そしてま

た生活環境の保全に努めていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

【千住委員長】 ほかにありませんか。

【初手副委員長】 1,000万円以上の契約状況の
件で、6ページの7番目、長崎県水質監視調査業
務委託については、入札結果一覧表では「大村

湾及びその周辺並びに受託者の業務場所」と記

載をしてありますけれども、業務内容等、どう

いったところでその調査をされているのか、そ

の辺についてお尋ねをしたいと思います。

【吉原次長兼地域環境課長】 お尋ねの令和6年
度長崎県水質監視調査業務委託につきましては、

長崎県内の佐世保市と長崎市を除く地点で公共

用水域、海域とか河川につきまして水質の調査

を実施しているものでございます。具体的には、

公共用水域の河川につきましては42地点、海域
につきましては59地点実施しております。また、
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大村湾につきましては、大村湾の流入河川13地
点、海域18地点の調査を実施しているほか、県
下の地下水21地点、海水浴場の調査、先日、公
表しましたけれども、その調査を実施している

ものでございます。

【初手副委員長】 佐世保と長崎は含まれない。

その辺の理由は何かと、調査は定期的に1年間
を通してされていくんだろうと思うんですけれ

ども、その調査内容の公表と、それを受けて何

らかの対応策が必要な場合には今までも対応し

てこられたのか、その辺の経過も含めてご説明

いただければと思います。

【吉原次長兼地域環境課長】長崎市、佐世保市

につきましては政令市、中核市ということで、

この業務が長崎市、佐世保市の方におりており

ます。独自に実施されて、県に調査結果は報告

されております。

この調査結果につきましては、毎年9月ぐら
いに公表しています。先ほど初手副委員長が言

われた、調査結果の状況、もしも水質が悪いよ

うな状況があれば、現地の調査なりを行うと。

また、この調査結果につきましては、特に大

村湾では、大村湾の行動計画の目標と比較して、

どういう対策が必要かということを検討してい

くために利用していくことになっております。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【ごう委員】 1点だけ確認させてください。
1,000万円以上の契約状況6ページの3番です。
生活衛生課の令和6年度犬捕獲抑留等業務委託
で4,000万円以上の金額でございます。
まず、こちらの委託をされている業務内容に

ついて、詳細をお知らせください。

【岩松生活衛生課長】お尋ねの業務内容は、狂

犬病予防法に基づいた犬の捕獲、抑留、動物保

護管理法に基づいて引き取られた犬猫の回収と

かアニマルポートへの収容、今述べたような理

由で動物管理所に引き取られた動物の飼養管理

と、譲渡先を探したり、今大きくなっていって

いるのは、アニマルポートで連携を深めている

ボランティアとの共同作業、こういったことが

業務内容になります。

【ごう委員】 抑留、捕獲とか、譲渡先を探すと

か、いろいろ多岐にわたるということがわかり

ました。

今、長崎県内で、犬の捕獲の地域別の数は出

ていますでしょうか。

【岩松生活衛生課長】市町ごとの集計はないん

ですけれども、各保健所ごとであれば集計をし

ています。

【ごう委員】では、保健所ごとの数は今わかり

ますか。わからなかったら後からでもいいんで

すけれども。

以前、私が監査委員を務めてさせていただい

た時に、壱岐か対馬か、どちらかわかりません

けど、すごく野犬が多くて捕獲頭数が多い、そ

れが殺処分になることも多いと聞いたので、地

域ですごく差があるのかと感じておりますので、

この質問をしております。

【岩松生活衛生課長】ごう委員ご指摘のとおり、

いわゆる野良犬が多い地域は、やっぱり偏りが

ございます。おっしゃった壱岐とか島原半島地

域、こういったところでは昔から多いのかなと

いったところがございます。

そういったところでは今、ボランティアがす

ごく力強く活動していただいていまして、子犬

をミルクボランティアということで育てていた

だいて、譲渡につなげていく取組を活発にして

いただいているところです。

【ごう委員】やはり野良犬がまだまだたくさん

いる地域が、本当に大変な状況だということが
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わかりました。

今、ボランティアの活動が活発になってきて

いる、私もいろんなボランティアとの連携を取

っているところですが、この委託料の予算がボ

ランティアにいくことはないですよね。ボラン

ティアたちは、結構頻繁に連絡がきて捕獲作業

を行ったり、ミルクボランティアも自分たちで

見つけてやっていたりするんです。だから、こ

の委託先との連携がどのように取れているのか、

そのあたりをどのようにお考えなのかを聞かせ

てください。

【岩松生活衛生課長】委員おっしゃったように、

ボランティアが手出しで、いろんな部分でご苦

労されている状況があることは承知しています。

特にミルクボランティアについては、各保健

所なりアニマルポートから現物ということで、

例えばペットシーツとかミルクとか子犬用のフ

ードとか、そういったものを提供する格好で、

少しでもお力になれればということで連携させ

ていただいているところでございます。

【ごう委員】本当に長崎県内、多くのボランテ

ィアが今、一生懸命に活動しておられるので、

こういった感じで1,000万円以上で契約してい
るところとボランティアとの連携がしっかり取

れて、ご負担が民間のボランティアにあまりい

かないように取組を進めていただきたいという

ことを要望して終わりたいと思います。

【千住委員長】ほかに質問はありませんか。（発

言する者あり）

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】先ほどの

庭委員のご質問で、女性管理職の比率の目標

値を尋ねられて、令和8年度までに30％と答え
たんですけれども、第4次長崎県男女共同参画
基本計画の中では、令和7年度末までに29.9％と
いう目標を定めておりましたので、訂正させて

いただきます。申し訳ありませんでした。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 それでは、次に、政府施策に関

する提案・要望の実施結果について、ご質問は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【 庭委員】 では、部長説明の中から、人権尊

重の社会づくりの推進についてというところで

質問させていただきます。

先ほどの説明の中にありましたけれども、県

議会の2月定例会で、「人権尊重に関する条例
の制定を求める意見書」を全会一致で知事に提

出しております。そういう中で県としては、条

例制定に向けてどのように考えておられるのか、

お伺いします。

【石田人権・同和対策課長】県議会からいただ

きました意見書につきましては、大変重く受け

止めております。

そのうえで、近年、SNS等での発信のあり方
や、性の多様性など人権課題が多様化、複雑化

しておりますので、長崎県が施策を検討するに

当たりまして必要となる基本的な視点や考え方、

今後の人権施策の方向性の整理が必要と考えま

して、有識者による検討委員会で意見をいただ

くこととしております。検討委員会での議論を

参考にしながら、人権施策のあり方を検討して

いく中で、人権条例の方向性につきましても検

討していきたいと考えております。

【 庭委員】今ご説明がありましたとおり、検

討委員会で検討していくということで、その検

討委員会の第1回が、こちらにも書いてありま
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すが、6月17日に開催されています。
この検討委員会は非公開で行うと、ここで決

定されたと聞いております。非公開と、どうい

う経緯でそのように決まったのか、また、なぜ

非公開なのかという理由も含めてお伺いします。

【石田人権・同和対策課長】検討委員会におき

ましては、人権に関する思想とか心情を含めた

率直な意見交換を行うことになりますので、意

見を述べた委員名が特定されることによって誹

謗中傷の対象になり、委員が不利益を被ったり

率直な発言ができなくなる恐れがあるというこ

とで、長崎県情報公開条例第7条第5号により、
本検討委員会で非公開と決定をされたところで

ございます。

【 庭委員】非公開とするに当たっては、どう

いう意見が出たのか、皆さん全会一致で非公開

としましょうとなったのか、そのあたりも教え

てください。

【石田人権・同和対策課長】意見を率直に述べ

たいということで、全会一致で非公開というふ

うに決定しております。

【 庭委員】各種委員会では原則公開が多いか

と思います。人権に関しての条例は、九州各県

で今はもうほとんど制定されています。その場

合の検討委員会は公開して行われていたようで

す。

傍聴でいろんな情報を、どういうふうに展開

しているのかを知りたい方もいらっしゃるかと

思いますが、そのあたりはどのようにお考えで

しょうか。

【石田人権・同和対策課長】九州各県で公開で

行われている審議会につきましては、人権条例

を制定する審議会でございまして、私どもが今

回開催いたしました検討委員会につきましては、

人権条例を直接審議するものではなく、その前

段階の人権施策のあり方を検討する委員会です

ので、今回は非公開とさせていただいておりま

す。

【 庭委員】 わかりました。

では、今後、条例を制定するに当たっては、

また別のところで、公開するかどうかは考えて

いくと理解していたらいいでしょうか。

【石田人権・同和対策課長】 今後、人権条例を

制定するとなった時に、どういった形で進めて

いくかは今後決めていくことになるかと思いま

すので、今の段階ではお答えできるところはご

ざいません。

【 庭委員】では、今回の検討委員会の委員は

公表されていますが、この委員の任命はどのよ

うにして行われたのか、お伺いします。

【石田人権・同和対策課長】今回の検討委員会

の設置要綱の第3条に、「人権問題等に関して
専門的知識を有する者のうちから知事が委嘱す

る」と明記をしております。

具体的には、人権問題に広く見識をお持ちの

方で、インターネット上での誹謗中傷や性の多

様性に詳しい大学の教授や、法律分野も必要に

なりますので弁護士などを選定させていただい

ております。委員の選定に当たりましては、特

定の人権分野の当事者や精通された方ではなく、

施策全体を俯瞰できる幅広い専門分野の方々か

ら人権施策を通して議論をいただきたいとして

おりまして、今回のメンバーを選任させていた

だいております。

なお、当事者からの話につきましては、必要

に応じてゲストスピーカーとして招聘すること

も考えられるかと思っております。

【 庭委員】 では、当事者も、必要であれば呼

んでいただけて、いろんな意見が言えるという

ことでよろしいんですか。
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【石田人権・同和対策課長】 今後、検討委員会

の議論を進めていく中で、そういったご意見が

委員から出ましたら、そういう形でさせていた

だきたいと思っております。

【 庭委員】 わかりました。

この検討委員会の資料や議事内容はホームペ

ージで公開されていたので拝見しました。その

中で、知事の冒頭の挨拶とか、公開非公開につ

いて、今、経緯をご説明いただきましたけれど

も、そういうのが記載されていなくて、県民へ

の説明責任がなされていないのではないかとい

う県民からの声をいただいたんです。県の見解

をお伺いします。

【石田人権・同和対策課長】今回の議事概要に

つきましては、あくまでも委員会の中で議論さ

れたことについて公開をさせていただいており

ます。

【 庭委員】検討委員会を開催するに当たって

の知事の思いとかは公開されてもいいのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

【石田人権・同和対策課長】今回知事挨拶につ

きましては、これまで対外的に、あるいは議会

の中で知事が説明させていただいた内容と同じ

ものでしたので、今回は公開しておりませんで

した。

【 庭委員】そういう中でも、県民の皆さんに

わかりやすくするためには、訂正してでも公開

した方がいいのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

【石田人権・同和対策課長】 現段階では、訂正

をするということは考えておりません。

【大安県民生活環境部長】少し補足させていた

だきたいと思います。

知事の挨拶については、今回の検討委員会の

冒頭、公開という形でさせていただいておりま

す。報道関係の方も含めた中で知事の挨拶は行

われていますので、その辺を我々はあえて非公

開とするものではありませんので、もしそうい

ったお話があるのであれば、そこは検討してい

きたいと思います。

【 庭委員】ぜひ検討いただければと。報道は

入っておられますけれども、当事者とか関わる

方が聞けていないところもあるかと思いますの

で、お願いしたいと思います。

最後に、今後の進め方の中で、条例制定につ

いては大きくは書いていないところです。県議

会で意見書として提出しているので、この議題

にも上げていただければと思いますが、県の見

解をお伺いします。

【石田人権・同和対策課長】この検討委員会で

は、県が人権施策を進めていくに当たっての基

本的な視点や考え方、県の施策の方向性につい

て有識者からご意見を伺うこととしております。

この検討委員会の論点の一つといたしまして、

人権全般に関する県の施策の方向性について議

論されることになっておりますので、人権条例

を含めて幅広く意見をいただきたいと考えてお

ります。

【 庭委員】ぜひ、条例制定に向けて進めてい

ただければと思います。以上で終わります。

【深堀委員】今の 庭委員の質疑に関連してな

んですが、先ほどから課長の答弁で、この検討

委員会の非公開の理由は述べられたわけで、そ

の気持ちは十分私も理解はします。

一番懸念されるのは、自由な議論ができなく

なる恐れがあるからという話ですよね。である

ならば、その検討委員会での議事録は、議事概

要ではなくて、しっかりそこは掲載すべきだと

思います。その点について、確認だけさせてく

ださい。
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【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時 ４分 休憩 ―

― 午前１１時 ４分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【石田人権・同和対策課長】本委員会につきま

しては、長崎県情報公開条例第7条第5号により
非公開とされておりますので、議事録につきま

しては、委員長をはじめ各委員の同意を得なが

ら公開をすることとしております。

【深堀委員】答弁趣旨がはっきりわからなかっ

たんですが、現時点では議事録を出さない可能

性もあるということですか。

【石田人権・同和対策課長】議事録を出さない

ということはございません。

【深堀委員】 出すんですよね、議事録はね。そ

こが、オブラートに包んだような概要ではなく

て、意見を自由に言い合う場ですから、その内

容をしっかり載せてくださいと言っているので、

そこは載せるということなので理解をします。

県はこれまで、人権条例に関して、いろいろ

な計画があるから、そこは問題がないようなこ

とを、これまでも言っているような話があった

と思います。

ただ、いろいろな資料で見ると、そういった

今の政策、計画が県民に認知されているのかと。

「長崎県人権教育・啓発基本計画」の認知度を

アンケートでとっていますね。異様に低いです

よね、理解度が。「内容を知っている」と答え

た人が、一番気になっているのは学校、病院以

外の公務員の比率、何パーセントですか、理解

度は。多分ご存じだと思うので聞きます。

【石田人権・同和対策課長】 県の人権教育・啓

発基本計画の内容まで知っている方は、1.7％に
なっております。

【深堀委員】 私は、県がこれまでもいろいろ

な計画に基づいて人権政策をやっているからと

いうようなことを言っているわけですけれども、

県議会として人権条例を制定すべきだという意

見書を採択したわけで、そういった計画だけで

はなくて、しっかり条例という形で格上げをし

て、しっかりと公務員の皆さんがその内容を理

解をする、当たり前ですけど、理解をすること

がまず第一歩だというふうに思うんです。これ

までもずっと政策をやられてきたわけですけれ

ども、結果的にはこういう状況が如実に出てい

るわけですから、そういったことも鑑みて、ぜ

ひ前向きに検討していただきたいと思っており

ますが、部長の今の考えをお聞かせください。

【大安県民生活環境部長】まず、人権を取り巻

く状況といたしまして、先ほども少し話しまし

たけど、近年、SNS等での発信のあり方、性の
多様性といったことなど人権課題が複雑・多様

化しているというふうに認識をしております。

SNS上の問題等でいくと、インターネット上
での誹謗中傷、差別的言動といったことは、子

どもの人権といったこと、個人に対するものや

同和問題、外国人など地域とか民族に対するも

のなど様々な人権の分野に及んでおります。ま

た、性的少数者に関しての理解もまだ十分進ん

でいないこともございます。

そういったこともありまして、今回、人権施

策を進めていくに当たっての基本的な視点、考

え方、施策の方向性ということの中で検討委員

会を立ち上げたという状況でございます。

先ほども話がありましたけど、本年2月に県
議会から、人権尊重に関する条例の制定を求め

る意見書をいただいております。これはしっか

りと受け止めて対応をすることとしております。

この条例の制定については、様々な点をしっか
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り検討する必要があると考えております。です

ので、今回のこの検討委員会におきましても、

委員にお配りいたしました資料の中に、いわゆ

る人権をめぐる動向の一つということで、他県

におけます人権条例の制定の動きもお示しをし

て説明もいたしたところでございます。

今後、有識者における検討委員会での議論も

参考としながら、人権施策のあり方を検討して

いく中で、人権条例の制定の方向性についてし

っかりと検討をしていきたいというふうに考え

ております。

【深堀委員】別に拙速にと私も考えておりませ

ん。しっかり議論していただいて、よりよい条

例ができ上がることを期待しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。県の消費生活センターについ

て少しお尋ねをします。年間大体2,000件を超え
るような相談件数があるわけで、県民の安全な

暮らしを守るために頑張っていらっしゃると敬

意を表したいんです。

その中で昨今、子どもたちのゲーム課金、無

断のゲーム課金によるトラブルが全国的にも増

えている、100万円を超える事例も。ある報道
関係の資料で、課金の平均額は約33万円という
報道もありました。多額の場合は100万円を超
えるケースもあると。

本県において、こういった子どもたちのゲー

ム課金に対するいろんな相談、こういったもの

の状況について報告をお願いします。

【立石食品安全・消費生活課長】子どものオン

ラインゲーム課金に関するトラブルのご相談は、

私ども県の消費生活センターで受け付けており

ます。統計の直近の数字で、令和4年度に県セ
ンターに寄せられた苦情・相談2,153件のうち、
20歳未満のご相談が56件、全体の2.6％ござい

ます。その中でオンラインゲームの課金に関す

る相談が17件ございます。20歳未満の56件のう
ちの17件、約3割がオンラインゲーム課金に関
するトラブルのご相談となっております。これ

は、20歳代とか30歳代とか、他の年代よりも割
合としては大きい割合になっております。

【深堀委員】 傾向として、20歳未満の相談件
数のうち約3割がゲーム課金だということ。
これは近年増えてきているだろうというふう

に私は認識をしています。昨今、こういった無

断ゲーム課金という問題をいろんな報道で見る

につれてですね。

消費生活センターは、そういった相談を受け

付けて、その解決に向けていろんなアドバイス

や助言をするわけですが、今の社会の状況を鑑

みた時に、皆さんは、そういうトラブルに巻き

込まれないような啓発活動も責務としてあると

いうふうに私は思っているんですが、その点は

いかがですか。

【立石食品安全・消費生活課長】 私どもでは、

相談を受けるとともに未然防止が非常に大事に

なってくると認識しておりますので、普段から

啓発活動といたしまして、ホームページをはじ

め、市町や学校、関係団体向けに随時、注意喚

起のメールを配信したり、今年の1月には、長
崎新聞に注意喚起の記事を掲載させていただき

ました。また、県や市町で実施しておりますが、

中学校や高校の授業の現場で、消費者教育の一

環で、講師を派遣して、子どもたちのネットト

ラブルの注意喚起に関する授業を行っていると

ころでございます。

令和4年から成年年齢が引き下げられたこと
もありまして、これからそういう若年者のトラ

ブルが増えてくるのではないかという予想もあ

りますので、しっかりと注意喚起を行いまして
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予防対策に努めていきたいと考えております。

【深堀委員】未然防止対策もやられていると報

告があったわけですけれども、一番敏感に情報

が入ってくるところだと思うんです。今は子ど

ものゲーム課金の話をしていますけれども、い

ろんな消費トラブルの傾向をいち早く察知でき

るのがセンターだと思うんです。ですから、そ

ういった未然防止策、今の世相に応じて、こう

いったトラブルが増えているんだということを、

今は子どもたちの話ですけれども、それ以外に

例えば高齢者の皆さんのケースもあるかもしれ

ませんね、いろんな状況を的確にPRする。ホー
ムページに載せるだけでは、私は見に行かない

と思いますよ。もっと積極的に打ち出していか

ないと、積極的に今の状況を啓発していかない

といけないと思いますので、これからも広報活

動については積極的にお願いをしたいと思いま

す。

関連してですが、このセンターの相談員の皆

さんのことです。これもある報道で驚いたんで

すが、いわゆるカスハラ、対応困難者の相談に

対するセンターの相談員の方々のご苦労です。

対応困難者の影響で、相談員の3割の人が休職
とか退職を考えていると、ある報道で見ました。

これを見た時に愕然としたわけです。県民の皆

さんを守るために、そういう相談を受け付けて

いる皆さんが、常識的じゃない過度な要求をす

る相談者のために、休職とか退職を考えてしま

っているという現状を見た時に。

どういうふうに対応されているのか、お尋ね

したいと思います。

【立石食品安全・消費生活課長】私どもの消費

生活センターでも、カスタマーハラスメントと

言われるような、相談の中での過度な要求をさ

れるケースがございます。

相談員がカスハラを受けている場合は、私ど

も職員が交代したり、経験豊富な相談員が指導

やフォローを行ったり、速やかに情報共有を行

ったりということで、相談員が一人で抱え込む

ことがないように組織的にしっかり対応してい

るところでございます。

【深堀委員】ある意味、事業者といいますか経

営者という観点で考えれば、当然自分たちの従

業員を守ろうという位置づけの同じ考え方だと

思うんです。カスハラというのは、何も消費生

活センターだけで起こっているわけではなくて、

広く社会全般的に起こっていて、役所の窓口も

同じですよね、企業だけじゃなくて。そういう

ふうに、本当に社会的な課題になっている。

その時に、このカスタマーハラスメント、ど

こが窓口になるんですかという話をした時に、

産業労働部に問いかけた時、それは産業労働部

の所管の例えば企業とかであるならば、それは

対応できるけど、役所の場合はどうですかと言

ったら、役所はまた別の部局になると。

広く考えた時に、これは人権問題だと思うん

ですよ。先ほどから人権・同和対策課長ともい

ろいろ議論していますけど、例えば今の人権施

策の検討委員会の中でも、こういったハラスメ

ント。

だって、どこが責任部局って、わからないん

ですよね、広く社会全体の問題だから。となれ

ば、広い意味では人権・同和対策課の所管にな

ると思うので、カスタマーハラスメントに対し

ても、こういった検討委員会の中でしっかり議

論してほしいと思うんです。

飛び火して申し訳ないですけど、どうでしょ

うか。

【石田人権・同和対策課長】ハラスメントは人

権侵害でありまして、いかなる理由があろうと
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も許されるものではないと思っております。

今言われていますカスタマーハラスメントに

つきましては、厚生労働省の資料によりますと、

明確には定義できないけれども、「顧客等から

のクレーム・言動のうち、そのクレーム・言動

の要求からして、その要求を実現するための手

段・態様が社会通念上不相当なものであって、

その手段・態様により、労働者の就業環境が害

されるものである。」とされております。

本課におきましては、カスハラといった個別

の事案についてではなく、人権全般に関する研

修等を行っておりますので、県民等は顧客とし

て企業の労働者と接する機会がありますので、

本課が持っております研修等において、研修対

象者等に対し必要に応じて、カスハラも含めた

ハラスメント防止について啓発していきたいと

考えております。

また、先ほど、検討委員会の中でもと委員か

らご提案がございまして、検討委員会は人権全

般について議論をしていただくことになります

ので、必要に応じてご意見をいただく機会があ

ればと思っております。

【深堀委員】私が言っているのは、ある場所と

か、ある企業とか、ある窓口とか、そこでの対

策ではなくて、社会全体として。想定される以

上の暴言であったり、相手を傷つけるようなク

レーマー、そういったことを社会全体としてや

めていきましょう、そこで傷つく人がどれだけ

いるのかということを啓発していく必要がある

と思うんです。一つひとつの職場の従業員の

方々を守るという視点も大事ですけど、それと

は別に社会全体として、そういうおかしなこと

はやめていきましょうよという国民運動的なそ

ういう役割が、人権・同和対策課にあるんだろ

うと私は思うんです。ですから、特定の方を研

修するとかということではなくて、社会全体に

対して、「こういったハラスメントをやめてい

きましょう」という広い活動を考えてほしいん

ですけれども、どうでしょうか。

【石田人権・同和対策課長】 先ほど、私どもが

持っております研修の中でハラスメント防止に

ついて啓発していくというふうに説明したんで

すけど、研修対象者は、その方たちも消費者と

なって、そういうことの対象になることもあり

まして、いきなり広くというのが難しいのかな

ということで、地道に少しずつ啓発をしていけ

ればと思っております。

【深堀委員】地道にやることはもちろんいいこ

とですけれども。

例えば消費生活センターが、いろんなトラブ

ルのことについて啓発活動をする、例えば新聞

に広告を打つだとか。私が言っているのは、例

えば県民へのいろんな便りであったり、そうい

ったところに出していくこと、これも地道な活

動だと思うんです。そういった観点で考えてい

るんですけど、部長、何かいい答弁をもらえま

せんか。

【大安県民生活環境部長】カスタマーハラスメ

ントでの今のご指摘は、要は受ける側というよ

りも起こさないというか、消費者的な立場に立

った時のカスタマーハラスメントの防止につい

ての啓発ということだと思います。

まさに、いわゆるハラスメントを起こさない

ために、私どもの中でそういう啓発活動は行っ

ているところでございますので、どういった形

でハラスメントの啓発を行うか、どういった形

でできるかというのは、今後検討をしていきた

いと思います。

【深堀委員】 ぜひ、お願いいたします。

井戸のことで、ちょっとお尋ねするように準
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備していたんです。

能登半島地震が起こってから、ちょうど半年

が過ぎました。先般もいろんな報道で、今の被

災地の復興のめどがつかない悲しい状況の現場

とかをずっと見ながら思うんですけれども、今

回の能登半島地震での大きな課題は、道路が寸

断され、そして海からの輸送ルートも遮断され

たことによって、孤立した集落がいっぱい出て

きたという問題であったと思います。

これを考えた時に、我々長崎県も離島・半島

を多く抱えている土地柄として、それを他人事

ではないなというふうにものすごく感じた次第

です。その中で、生命を維持するための水。水

道が遮断されて、そこに水がいかない時に、井

戸が今、注目をされているということなんです。

事前のやり取りで、長崎県内の井戸がどれく

らいあるのかという話をさせていただきました

が、そこは市町の管理する部分もあって、明確

に把握ができていない。想定で数百か所という

話もあったわけですが、そのあたりを水事業概

要では、専用水道調べとして130か所ぐらいの
井戸があると載っています。でも、これはあく

までも大規模な井戸であって、民間の本当に小

さな、一人ひとりの家にあるような井戸の数で

は全くない。この把握をどうしていくかという

ことが、私は、次の長崎における災害で、例え

ば水道が遮断された時の一つのキーワードにな

るんじゃないかというふうに思っているんです

けれども、そのあたりの今の状況を教えてくだ

さい。

【佐藤水環境対策課長】井戸の利活用について

ということだと思います。まず大きく2つに分
けて、飲料水として使う井戸と飲まない生活用

水として使う井戸ということで、いろいろ変わ

ってくるんですが、飲料水として使う分に関し

ては、当然水質検査等が必要になりますので、

これは国で調査をやっておりまして、県内909
か所ということは把握をしているところでござ

います。

先ほど言った生活用に使う井戸というのは、

法的に何も届出等がないものですから、これの

数に関しては現状、把握ができていないところ

でございます。数の把握についてはそういうと

ころでございます。

【深堀委員】これは基礎自治体、市町が把握す

るものがあると思うんです。そこの報告を県が

受けていない市町もあったはずです。だから、

そこを的確に把握し、災害が起こった時に、そ

の井戸を活用することを井戸の所有者に事前に

確認をしておく。フルオープンにするわけには

いかないと思うんです。災害が起こった時に、

その井戸を他人が使っていいよというような承

諾を取る。

広島においては、そういった井戸についての

水質検査を、県がある企業と契約をして無料で

やっている仕組みがあります。長崎県内でそれ

ができるかというと、それは相手先もあること

なので何とも言えませんが、非常災害時にその

井戸を活用する仕組みを考えていくべきだと思

うんです。今すぐ答えはないと思うんだけど、

ぜひ、民間の井戸を活用する前提に立って、こ

れからの施策に生かしてもらいたいと思うんで

すけれども、いかがですか。

【佐藤水環境対策課長】飲用水としているのは

909か所と把握しておりまして、その辺に関し
ては災害時協力井戸という呼び方をしている自

治体もありますので、そういう形で活用ができ

ないかということは市町とも今後話をしていき

たいと思っております。

それと、国土交通省もやっぱりそういう問題



令和６年６月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（７月２日）

- 102 -

を危惧しておりまして、災害時の井戸活用につ

いて今年度中にガイドラインを取りまとめたい

というような話も伝え聞いているところでござ

いますので、その辺のガイドライン等がオープ

ンになった暁には、それも参考にしながら、市

町と一緒に、災害時の協力井戸的なものができ

ないかということは検討していきたいと思いま

す。

【深堀委員】 ありがとうございます。ぜひね。

これは、県民生活環境部だけじゃできないと

私は思うんですよ。非常災害対策の一つの枠組

みだと思うので、土木部もしくは危機管理部と

かと、ぜひ横の連携をしっかり図っていただき

ながら、前に進めていただくことをお願いして

終わります。

【千住委員長】ほかに質問はありませんか。（発

言する者あり）

【赤澤資源循環推進課長】先ほど、海岸漂着物

の件で田中委員から、本県の回収量が全国でど

のくらいかというご質問がありました。その際

に私が、ここ数年環境省から公表されていない

とお話をさせていただきましたけど、令和4年
度に関しては環境省で公表をされています。そ

れによりますと、北海道、石川、鹿児島、沖縄

に次いで5番目に本県は回収量が多かったとこ
ろでございます。お詫びして訂正いたします。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【ごう委員】男性の育児休業取得について、質

問をさせていただきたいと思います。

女性の活躍の推進のためには、男性の育児休

業の取得率を向上することが非常に重要だとい

うふうに思っております。

昨年9月の一般質問におきまして、私は、ま
ずは県庁内の目標を高く設定することが重要で

はないかと知事に訴えさせていただいて、その

後、県庁内の取組としては、現在、男性職員の

育児休業取得率100％を目標に取り組んでいら
っしゃると聞いております。その取組を、今後、

県内の民間企業に広げていく必要があると考え

ております。

そこで、まず質問ですが、現在の県庁の育児

休業の取得の状況、それからどのような取組を

しているのかということを教えてください。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】 令和5年
度の県庁の男性職員の育児休業取得率は61.4％
で、令和4年度の39.8％から21.6％増加しており
ます。

県が率先して育児休業の取得のさらなる取組

を進めることで、県全体の取得率向上につなげ

ていくために、昨年度、それまでの目標30％か
ら、個人の事情により取得が難しい職員を除い

ては100％の取得を目指すことといたしました。
取組内容といたしましては、男性職員の育児

休業取得について研修等で周知するとともに、

日ごろからコミュニケーションを取り合い、配

偶者が出産予定の男性職員を把握して、その職

員に対しては所属長が、育児プランニングシー

トの作成や提出、積極的な育児休業取得の促進

を呼びかけております。また、日ごろから、仕

事と育児の両立に向けて、休暇取得や定時退庁

の実施に取り組んでいるところです。

【ごう委員】 令和4年の39.8％が、21.6％増加
して61.4％、これは非常に大きな結果だなと思
っております。引き続き、限りなく100％に近
づくような取組を庁内で行っていただきたいと

思っております。

今、県庁内のことを聞きましたが、県内の民

間企業の男性の育休取得率が、現状としてどれ

くらいなのかということを教えてください。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】本県の民
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間事業所の令和5年度の男性の育児休業取得率
は16.2％で、令和4年度の全国平均17.13％を下
回っている状況であります。

【ごう委員】残念ながら、令和5年度で16.2％、
まだまだ県内の民間企業の中では取れていない、

取りづらい状況が続いているのかなと推察いた

します。

全国の家庭動向調査によりますと、夫と妻の

家事分担の割合の推移は、平成30年では妻が
83.2％でありました。これが令和3年では80.6％、
非常にわずかではございますけれども、夫に推

移をしているということで、県民の意識が少し

ずつ、本当に少しずつではありますけれども、

変わっていることのあらわれ。それから多分、

今の若い世代の皆様方が、共育てとかをしっか

りと認識されているからではないかと思ってお

ります。といいましても、依然として家事の分

担のおよそ8割は妻が担っているのが現状であ
ります。

また、6歳未満の子どもを持つ夫の家事関連
時間が、令和3年の調査で90分、妻は409分です。
319分も短いばかりか、全国平均が114分となっ
ておりますが、これよりも短くて、なんとなん

と全国で42位という結果が出ております。非常
に残念な思いでいっぱいであるとともに、しか

しながら、取りにくい環境を改善していく課題

が多分たくさんあるんだなということが、この

数字からも見てとれるところであります。

そこで、県が率先して男性の育児休業の取得

に向けて取り組んでいますけれども、どのよう

に民間企業にこれから広げようとしているのか、

どのような取組をしていくのかということを確

認させてください。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】男性の育

児休業取得の促進に向けては、企業と県民、そ

れぞれへの働きかけが必要でありますから、職

場の理解促進と県民の意識醸成に取り組んでい

るところです。

職場の理解促進につきましては、県内企業を

対象に、先進企業の取組を紹介するセミナーの

開催や事例集の配布などを行っております。ま

た、産業労働部では、県内企業に育児休業取得

アドバイザーを派遣しまして、育児休業に関す

る制度を普及させるとともに、ためらわずに取

得できる風土づくりにつきまして支援をし、育

児休業を取得しやすい職場環境の整備を支援し

ているところです。

県民の意識醸成につきましては、今年度から、

子どもが生まれる予定の父親に対して、男性の

家事・子育て冊子の配布と活用を行うこととし

ております。

今後も、産業労働部や関係団体などとも連携

しながら、企業と県民、双方への男性の育児休

業取得の働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

【ごう委員】 おっしゃるとおり、企業、そして

県民、両方に働きかけが必要であります。広い

企業の理解、そして県民の意識醸成ですよね。

そのためのいろいろな様々な施策を取り組んで

いただいていることは理解ができました。

県が企業へ声かけをするだけでは全く進まな

いんだろうと思っておりますし、また、企業の

自己努力には限界があるんだと思っております。

大企業が多い都会であれば、いろんなことかで

きるんでしょうが、長崎の特徴として中小企業

がほとんどでありますので、自己努力ではかな

り難しいのではないかと思っております。

そのような中、9月の一般質問でも申し上げ
ましたが、愛知県は、男性育休を推進する中小

企業に最大100万円の奨励金を県独自で支給す
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る制度をスタートさせていると伺っております。

こういった他県の先進事例をしっかりと検証し

ていただいて、我が県でできることを率先して

取り組んでいただきたいと思っております。

それともう1点、これは大企業のことですが、
タカラトミーが、この7月1日から第1子の出産
祝い金200万円支給されるということでありま
す。そして、この祝い金の条件としては28日以
上の育休取得、こういったことを取り決めまし

て、この制度を活用されるということ。

それから、応援手当というものも導入の予定

だそうです。応援手当とは何かというと、育休

を取得する職員の代わりに仕事を担う職員に対

して応援手当を出すということです。こういう

ことで育休を取りやすくする、そしてカバーす

る職員の負担も軽減していく取組をタカラトミ

ーが行うと記事になっておりました。

こういったことを中小企業が独自では難しい

ので、何か県がサポートできることを見つけて

いく必要があるのではないかというふうに思っ

ております。

厚生労働省の調査を見ましても、夫の家事・

育児の負担度が高いほど、妻の出産の意識が高

い、また追加の子どもの予定数も高い、第2子
以降の出生割合が高いというデータもしっかり

と出ておりますので、このようなことを県民の

皆様、企業の皆様方にしっかりと周知をしてい

く、そして、何か取組を行うところにはインセ

ンティブを与えられるような県の取組が必要な

のではないかというふうに思っております。

長崎県が、子育て支援の1丁目1番地というふ
うに掲げています。そして出生率も上げていこ

うとしています。そのような中では、今までの

既存の取組を進めるだけではなく、とがった取

組を展開していく必要があるのではないかと思

っておりますし、今こそ統括監プロジェクトの

ようなものが必要なのではないかと私は思って

おります。産業労働部と男女参画・女性活躍推

進室が横串を刺していく、こども政策局が横串

を刺していく、こういったことで新しい制度を

つくっていくことが必要で、横串を刺すだけで

はなく、本当にアクティブに動いて、それがし

っかりと効果が出て数に表れるような取組を検

討していただきたいと思っておりますが、最後

に部長の答弁をお願いしたいと思います。

【大安県民生活環境部長】今お話がございまし

た男性の育児休業、共家事、共育て、これは本

当に重要な課題であると認識をしております。

これに向けて私ども今、いろいろな施策、取組

を進めているところでございます。この取組に

関しましては、実際に効果検証なども行いなが

ら、かつ、今ご指摘、お話がございました、い

ろんなほかでの取組の状況についても、アンテ

ナを高く張って状況を確認しながら、実際に共

家事、共育てが進んでいくように、関係部局と

も連携しながら、今後も実効性のある取組とな

るように努めていきたいというふうに思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本委員】 1項目だけ、犯罪被害者支援のこ
とでお伺いいたします。

長崎県犯罪被害者支援センターの令和5年度
の事業報告の中で、令和5年度の相談数の実績
が、全体の電話相談件数延べ769件で、前年度
より188件増加をしています。このうち、先ほ
どちょっと話がありましたけれども、性暴力被

害に係るサポートながさきの電話相談が637件
ということで、全体の8割を超えている。特に
サポートながさきの相談件数が、前年度より

201件増、前年度の436件から637件と大幅に増
えているということです。
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この要因について、どういうふうに認識をし

ているのか、まずお伺いをいたします。

【大嶋交通・地域安全課長】 今のお尋ねは、サ

ポートながさきの相談件数、特に性犯罪の相談

ということで、昨年度の実績で721件の相談中、
最も多いのが不同意性交に関する相談で269件
ございます。

これは分析としては難しくて、警察の所管か

もしれませんけれども、令和7年度の刑法改正
で不同意性交罪が成立しております。それで構

成要件が拡大されて、いろんな要件が明確にさ

れましたので、届出や相談がしやすくなったも

のと考えております。

【山本委員】相談が増えたのか、そもそも件数

自体が増えているのかというのが、なかなかわ

かりづらいところがあるんです。

中身を見ますと、対象といいますか被害者の

年齢区分が、10歳未満から70歳以上まで非常に
年代が広いんです。

先ほど、その抑止といいますか予防というこ

とで、もちろん青少年に対する啓発は必要なん

ですけれども、先ほどおっしゃった、加害者に

ならない、被害者にならないというところで、

まずここをどういうふうに抑止をしていくのか

ということについて、大雑把なお話になるんで

すけれども、先ほどサポートながさきの携帯カ

ードの話をされたんですけど、これは周知のほ

うの話になってくるかと思うんです。抑止とい

う意味でどういうふうに取り組んでおられるの

か、その辺をお伺いしたいんです。

【大嶋交通・地域安全課長】先ほどの議論と重

複するんですけれども、こういう犯罪があると

いうことを周知して、少しでもこういう犯罪に

近づかないというような、加害者にならない、

被害者になりにくい環境の中に置くというよう

な教育が必要と思われますので、それにつきま

しては、こども政策局がしておりますが、メデ

ィア、SNSを通じて見知らぬ男性と接触するこ
とで性被害に遭う、こういう危険性について周

知をすることにより、犯罪の被害に遭わないよ

うな対策をする必要があると考えております。

そのためには、引き続き当課だけではなくて教

育庁、県警、各部局等と連携を図りながら対応

していきたいと考えております。

【山本委員】 この中身を見ていくと、性犯罪、

性暴力被害に対して件数の捉え方はあるんです

けど、電話等の相談が637件ということです。
直接的支援という形で関わっている件数が47
件、それから警察情報提供数が13件となってい
て、全体の数から見て、もちろん重複している

部分もあるのかもしれないし、匿名性の問題も

あるのかもしれないんですけれども、こういっ

たものがちょっと少ないのではないのかと。

先ほど、こういう犯罪があるんですよという

ことが一つの抑止というふうな話だったんです

けど、これが警察を通じて処罰を受けることで

当然抑止力になるんだろうと思うので、そうい

う意味では警察情報提供数が少ないなと感じて

いるんですけど、そこのところは何か情報がご

ざいますか。

【大嶋交通・地域安全課長】委員ご指摘のとお

り、情報の提供は、一般には被害者の意向を尊

重したうえで対応することとしておりますので、

現状では、その意向に基づいてこのような対応

となっている状況です。

【山本委員】相談者の居住市町、件数が載って

いるんですけど、ほとんど県内全域なんです。

だから、21市町とは言いませんけど、ほぼ全部
のところから相談がなされている状況で、直接

的支援というのは、警察もあるだろうし、弁護
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士とか裁判関係であったり、そういう形で支援

に結びついているケースはあるんでしょうけれ

ども、相談だけで終わってしまって、それで解

決であればまだしも、どの程度、決着というか

解決をしているのかというのが、なかなかここ

では見えにくいところがありまして。

犯罪被害者支援センターの方も、何度かお邪

魔をしましたが、かなり一生懸命やっていらっ

しゃるし、この件数をあれだけの人数で、これ

だけの予算で、本当に処理ができるのかなとい

うふうな懸念もあります。

今、お金の話をしましたけど、1,200万円とい
う契約金額、それから今の人数で足りているの

か、この辺について増員、増額を考えておられ

るのか、ちょっとずれますけど、お尋ねします。

【大嶋交通・地域安全課長】委員お尋ねの予算

の関係につきましては、微増ではあるんですけ

れども、年々増額をしております。

連携の状況ですが、いろんな個別ケースにな

りますので、パターンがあるんですけれども、

サポートセンターで相談を受けて、警察事件と

して処理してもらうために警察につなげたり、

弁護士、検察庁の司法的な手続にお願いをした

り、医療機関、他の住むところを確保するため

の市町とか各行政機関へつなぐことが多々ござ

います。人員的には今、限られた人員で、事務

局長も含めて6人体制で動いて対応していると
ころでございます。

【山本委員】この相談をされた方は、実際にど

ういう状況で相談をされているのかはいろいろ

あると思うんです。いわゆる未遂であったり、

実際にそういう被害に遭われていないケースも

あるのかもしれないんですけれども、不幸にも

そういう犯罪に巻き込まれた方は、当然肉体的

なこともそうでしょうし、精神的なところもあ

るだろうし、そこに寄り添っていく、フォロー

していくという意味でなかなか、一生懸命やっ

ていらっしゃるんだけど、これで本当に対応で

きているのかなと、ちょっと心配するところが

あります。ですから、そういったところは、犯

罪被害者支援センター、あるいはほかにも取り

組んでいらっしゃる団体があるのであれば、そ

ういったところの力も借りながら充実をしてい

ただければと思います。

少しずれますが、犯罪被害者の方に対する犯

罪被害給付金の引き上げがされるだろうという

話を前回の委員会で申し上げて、6月15日から
改正が実施をされることになったということで、

これ自体は一歩前進したのかなと思うんですけ

れども、残念ながらこれは遡及をしないという

ことですから、今後、改正日以降にそういう被

害に遭われた方の給付金について、前進ではあ

るかと思います。

それから、被害者支援弁護士制度につきまし

ても、たしか4月に国会を通過したということ
ですから、今後、被害者の方に対して当初から

弁護士が関与していくという形で、この部分に

ついては前進をしているんだろうと思います。

その中で一つ、以前から言われている課題で

残っているのが、犯罪被害者の方が裁判をして、

損害賠償命令が確定をしても、そこから10年で
時効になります。その間に、加害者が賠償をし

てくれないということで賠償命令を取得したん

だけれども、実際に賠償が受けられない、そう

こうするうちに10年たってしまう、時効になる、
だから改めて提訴をするしかない、多額の費用

がかかるという中で、この再提訴の費用を支援

している都道府県が今、8県程度あると聞いて
おります。

本県において、こういうケースがあるのか、
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そして、これについてどう考えていらっしゃる

のか、見解をお伺いしたいです。（「暫時休憩

を」と発言する者あり）

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【千住委員長】 先ほど、交通・地域安全課長の

答弁の中で、性犯罪の規定が変わったのが令和

7年という答弁があったかと思うんですけれど
も。

【大嶋交通・地域安全課長】失礼いたしました。

昨年です。

【千住委員長】 令和5年7月ですね。
ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活環境部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５６分 休憩 ―

― 午前１１時５６分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、交通局関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時５６分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月３日

自  午前 ９時５８分

至  午後１１時５６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 岩﨑 良一 君

乗合 事業部 長 柿原 幸記 君

貸切 事業部 長 江頭 興祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【千住委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

とにいたします。

【太田交通局長】 おはようございます。

それでは、4月の人事異動に伴う新任幹部職
員をご紹介いたします。

（新任幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

交通局長より、報告議案の説明を求めます。

【太田交通局長】交通局関係の議案につきまし

てご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、報告第14号知事専決事項報告「令和5年度
長崎県交通事業会計補正予算（第2号）」であ
ります。

先の令和6年2月定例県議会の本分科会にお
きまして、令和5年度予算の補正を専決処分に
より措置することについて、あらかじめご了承

をいただいておりましたが、令和5年度の収
入・支出の状況を踏まえ、令和6年3月29日付を
もって専決処分させていただきましたので、そ

の概要をご報告いたします。

収入については、運輸収入が見込額より増収

となったことなどから増額補正を行い、補正後

の事業収益の総額で55億7,600万円を計上して
おります。

費用については、子会社である長崎県央バス

株式会社への出資金の減損処理によって特別損
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失が生じたことなどから増額補正を行い、補正

後の事業費用の総額で51億6,500万円を計上し
ております。

以下、補正の主な内容につきましてご説明い

たします。

収益的収入及び支出の補正。

事業収益については、合計で1億7,535万
6,000円の増を計上いたしております。
事業収益の主なものは、運輸収入1億335万

5,000円の増ほか記載のとおりでございます。
事業費用については、合計で5,171万5,000円

の増を計上いたしております。

事業費用の主なものは、県央バスへの出資金

に係る減損損失6,291万6,000円の増ほか、記載
のとおりでございます。

資本的収入及び支出の補正。

資本的収入については、合計で1,305万2,000
円の減を計上いたしております。

資本的支出については、合計で2,516万3,000
円の減を計上いたしております。

資本的支出の主なものについては記載のとお

りでございます。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【田中委員】 1点だけ、長崎県央バスへの出資
金の減損処理、もうちょっと内容を知りたい。

教えてください。

【岩﨑管理部長】特別損失として計上しており

ます減損損失6,200万円は、先ほど申し上げまし
たとおり県央バスへの出資金の減損損失でござ

います。

県央バスは、経営計画に基づきまして令和5
年度末をもちまして廃止して、交通局に統合す

る形にしています。県央バスの清算につきまし

ては令和6年度にかけて実施をするんですけれ
ども、その廃止を前提としまして、県央バスに

対する交通局からの出資金の9,000万円を、決算
に当たりまして、これが幾ら返ってくるのかを

評価をしています。県央バスの精算に当たりま

して、令和5年度末時点で県央バスは約6,291万
6,000円の赤字になるだろうと、累積欠損が出る
だろうということで、交通局が資本出資してお

ります9,000万円については、6,200万円ほど回
収が難しいんじゃないかという意味で、会計基

準で50％以上減損すると損失として処理をす
る形になっていますので、その制度に基づきま

して、今回損失として計上させていただいたも

のでございます。

【田中委員】内容は分かりました。内容は分か

りましたけれども、そもそも県央バス株式会社

をつくるいきさつは、今の県営バス、県の交通

局よりも、民間との関係等々で効率性がいいよ

うにという感じで県央バス株式会社をつくった

と。社長は局長、一緒でしょう。だから私は、

こちらに力を入れれば入れるほど、本体の交通

局は良くなると思っていた、当時、新しくつく

って分離した時に。企業性というかな、役所の

バスではやりづらいようなことがいろいろあっ

たからね。だから、県央バスをつくって分離し

て、こちらの方もうまくいくように、こっちも

うまくいくように、むしろ相乗効果があるよう

な感じで私は期待して見ていた。

県央バスは、歴史は何年ぐらいあるかな、も

う15年ぐらいあるのかな。なんでやめることに
なったのかという感じなのよ。長崎バスとの関
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係等々があるかどうか分からんけれども、交通

局と県央バスは、私はプラスの要素があると思

って株式会社を、こっちをうまく使ってやれば

いいじゃないかと、こっちで儲ければいいじゃ

ないかと言ったような記憶がある、過去にね。

だから、そこら辺がなんで、いきさつ的に県

央バスがもう立ちいかなくなったのか、聞かせ

てください。

【岩﨑管理部長】県央バスにつきましては、平

成21年4月から運行を開始しておりまして、委
員おっしゃるとおり15年を経過したところで
ございます。

もともとの設立の目的は、県央地区で、地元

からの補助金をいただいて赤字を補填しながら

運行していたんですが、これが大体1億円程度
の不足が生じていたことを受けまして、交通局

自らコストを下げることで地域路線を守ってい

こうと、人件費を抑えた子会社として設置をし

た経緯がございます。

この間、長崎－諫早間であるとか、そういっ

た路線を中心に運行してきたところで、収支の

状況につきましては、コロナの前までは一定安

定した運営ができていたところでございます。

令和2年からコロナ禍で乗客の数がかなり減り
まして、令和2年で1,500万円、令和3年度で
2,100万円、令和4年につきましても1,200万円
と赤字が続いていたということでございます。

併せまして、新型コロナウイルス感染症の蔓

延で運転士が感染して休むことがあるんですが、

県央バスは小さい組織でありますので、急に感

染が広がって運行が確保できなくなるというよ

うなリスクもございました。交通局と一緒にな

って組織を大きくすることで、そういったもの

にも対応でき、かつ赤字につきましても全体の

経営の中で対応していこうという趣旨で、今回、

廃止をしたという考え方でございます。

【田中委員】理解はしました。理解はしました

けれども、当時、これは正確ではなかったかも

わからんけれども、交通局と、例えば長崎バス

等々の労働条件的なもの、交通局の方が良かっ

た時代があったのよ。だから、時代に合わせて

新しく会社をつくって、労務対策でもやったん

じゃないかと私は理解していた。ちょっと交通

局と県央バスは、労働条件的なもの、給与体系

とか、そこら辺でうまくやっているという理解

を当時はしていたんだけれどもね。

今度、統合するような形になるわけでしょう。

職員はちゃんと交通局で引き取るわけね。労働

条件とか何とかも全て合わせてやるよう、交通

局内で話し合いが全てうまくいって、こういう

流れになったと理解をしていいわけね。だから、

職員の関係はちゃんと交通局で。

何人ぐらいおられたかな、職員が。そこら辺、

労務管理の関係を教えてください。

【岩﨑管理部長】 県営バスの社員は、令和5年
4月1日時点、昨年度の初めで155名いまして、
そのうち交通局からの派遣者が61名ございま
して、交通局と県央バスで人を行き来しながら

全体の運行を確保していたということでござい

ます。

県央バスの統合に当たり、労務条件等につき

ましては、基本的に交通局と一致をさせる対応

をしているということでございます。

【田中委員】交通局の中で、そういう打ち合わ

せというか会議があって、分離した部門をまた

戻そうということで、交通局自体がうまくいく

ならば、私は了としたいと思うのでね。

県央バスをつくる時には私は賛成した方で、

役所のバスとしてやれないようなところがあっ

たものだから、労務管理を含めて、それからバ
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スの広告なども交通局ではやりづらい、そうい

うものも県央バスでどんどんやれるじゃないか

と、県央バスで稼げよというような話をした記

憶がある。

いきさつはわかりました。了としたいと思い

ます。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】 今の特別損失の件で確認です。2
月定例会の時に県央バスの統合の話はありまし

て、その時に、ある意味発展的統合だと、2024
年問題を踏まえ、人員や車両を総合的に活用す

る方がこれからの時代に合っているという判断

でやりますという話があった、私は質疑をした

と記憶しています。

その時に、特別損失が出るという話は出てい

ましたか。

【岩﨑管理部長】特別損失につきましては、先

ほど委員おっしゃったとおり、車両の運用とか

人員の全体の配置であるとか、そういった意味

では非常に大きな意味はあると思っております。

一方で、先ほど申し上げましたとおり、コロナ

禍で毎年度赤字が続いていたこともありまして、

精算に当たり9,000万円の出資金に損失が生じ
る形になっているものでございます。

【深堀委員】もう一度確認しますが、今回計上

されている6,291万6,000円、これは単年度の赤
字なんですか。それとも累積の赤字なんですか。

【岩﨑管理部長】 累積の赤字でございます。

【深堀委員】 累積の赤字ということは、令和4
年度まではどういう処理を続けてきたんですか。

これは令和5年度末での話ですよね。令和4年度
の決算の時に、県央バスが出した赤字はどうい

うふうな処理になっていたんですか。

【岩﨑管理部長】県央バスの決算につきまして

は、毎年度当期利益がありまして、その当期剰

余金という形で、令和元年度は100万円の黒字
で繰り越しをしてきた経過がございます。先ほ

ど申し上げましたとおり、令和2年度以降は、
赤字が続く状況となりました。

これらの黒字、赤字は、利益剰余金として、

会計上の資本の部に計上され、その会社、企業

の経営が存続する前提であれば、赤字の場合も

繰越しながら、企業運営を続け、毎年度の黒字

を出して繰越欠損金を解消していく対応をしま

す。

令和4年度末につきましては、この利益剰余
金が4,700万円の赤字で、令和5年度決算見込み
を含めまして約6,300万円の繰越欠損を見込ん
でいるものでございます。

【深堀委員】 中身はわかりました。

県央バスのこれまでの累積の赤字を今回特別

損失で計上するという流れはわかるんですけど、

実際に県央バスが運営している基礎自治体、赤

字路線に対する補助金はもちろん基礎自治体も

一定負担していると思うんです。最終的に県央

バスが累積の赤字をこれだけ抱えたことに関し

て、サービスの提供を受けている基礎自治体に、

そこの部分を少し負担してもらうという考え方

はなかったんですか。

【岩﨑管理部長】毎年度の運行の赤字に対する

欠損補助につきましては、ルールに基づきまし

て諫早市、大村市からいただいていまして、利

益剰余金の減損損失につきましては、あくまで

出資金の減少ということで、市から求める話は

していない状況でございます。

【深堀委員】 そうしたら、今の説明でいけば、

サービスを提供している基礎自治体にも一定の

負担をしてもらっていたということですね。今

回計上している6,291万6,000円の部分につい
ては、基礎自治体に負担してもらう部分じゃな
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くて、あくまでも交通局として負担しなければ

いけない部分という判断なんですね。確認です。

【岩﨑管理部長】委員ご指摘のとおりだと考え

ています。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

報告第14号については、原案のとおり承認す
ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第14号は、原案のとおり承認す
べきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

交通局においては、委員会付託議案及び陳情

がないことから、所管事項についての説明を受

けたのち、議案外の所管事務一般について質問

を行います。

まず、交通局長より、所管事項説明を求めま

す。

【太田交通局長】 「令和6年6月定例県議会 観
光生活建設委員会関係説明資料」をご覧いただ

きたいと思います。「追加1」もお配りしてお
りますので、併せてご覧いただきたいと思いま

す。

今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項についてご説明いたします。

交通局の経営状況について。

交通局の経営状況につきましては、令和5年
度は社会経済の活性化が進み、乗客数等が戻り

つつあることなどから、乗合バス及び高速バス

で大幅な増収となり、営業収益は、前年度に比

べ2億5,000万円の増となりました。
営業費用については、経営計画に基づく収支

改善に引き続き取り組み、前年度に比べ9,000
万円の減となりました。

最終の事業収支（税抜）は、本原公舎跡地の

売却等を含め、3億4,000万円の黒字を見込んで
おります。

また、令和6年度においては、去る4月1日に
は、長崎市本原地区など4地区において、長崎
自動車株式会社（長崎バス）との共同経営方式

による路線再編を実施するとともに、小会社で

ある長崎県央バス株式会社の交通局への統合や

貸切バスの営業所集約を進めるなど、経営計画

後期5か年行動計画に掲げた経営改善策の着実
な実施に努めております。

引き続き人材確保や物価高騰の状況を注視し

つつ、経営基盤の安定・強化に取り組んでまい

ります。

バス運転体験会の実施について。

コロナ禍後の人材不足の中で、バス運転士の

不足が全国的な課題として顕在化しております。

交通局においても、バス運転士の高齢化が進む

中、運転士確保は喫緊の課題となっており、給

与の改善や採用後正規職員で任用することなど

処遇改善を図るとともに、新たに新高卒者を運

転士として採用するなど人材確保対策に取り組

んでいるところであります。

令和6年度における新たな取組として、バス
運転士の仕事を身近に感じていただき、運転士
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の確保につなげていくことを目的として、去る

6月8日に、交通局単独としては初となるバス運
転体験会を大村市において開催しました。

当日は、バスの運転に興味のある方やバス運

転士への転職を検討されている方など11名の
皆様に実際にバスを運転していただいたほか、

バス運転士の仕事内容の説明等を行ったところ

であり、限られた時間ではありましたが、体験

会を通じて地域に貢献するバス運転士の魅力を

伝えることができたものと考えております。

今後も、バス運転士を安定した魅力のある職

業として選択していただけるよう、バス運転士

の確保に向けた各種取組を推進してまいります。

乗合バスの状況について。

交通局においては、小学生を対象に、夏休み

期間、長崎・諫早・大村のエリアにおいて路線

バスが1,200円で乗り放題となる「夏休みこども
定期券」を今年度も実施することとしておりま

す。この取組は、図書館やプールなどへの移動

機会の多い夏休み期間中に、子どもたちにバス

の利用を促し、その体験を通してバスの乗り方

や車内でのマナーを啓発するとともに、公共交

通機関の役割や大切さについて理解を深めてい

ただくことを目的に実施するものであり、コロ

ナ禍以降、利用が年々増加傾向にあることから、

継続して実施することとしたものです。

また、先般、大村市植松地区の高齢者を対象

とした「バス乗り方教室」を実施しました。こ

の講座は、大村市が実施する高齢者を対象とし

た出前講座の一環として、昨年度から交通局に

おいて開催しており、基本的なバスの乗り方や

ICカードの使い方、高齢者向けフリーパスを紹
介する内容となっており、高齢者の公共交通機

関の利用促進及び車内事故防止に寄与するもの

と考えております。

今後とも、こうした取組の実施により、公共

交通への理解を深めていただきながら、バスの

利用促進を図ってまいります。

「追加1」をご覧ください。
長崎市内バス・路面電車共通8時間フリーパ

スの販売について。

交通局においては、長崎自動車株式会社並び

に長崎電気軌道株式会社とともに、7月1日から
9月30日までの期間限定で、「バス・路面電車
共通8時間フリーパス」を販売しております。
この乗車券は、長崎市内指定エリア内のバス

や路面電車が大人1,200円で8時間乗り放題と
なるもので、スマホアプリ「my route」限定の
デジタルチケットとなっております。

「my route」は、8月1日からスタートする「九
州MaaS」のプラットフォームとなっており、
今回の取組は、「九州MaaS」の本格スタート
に先行して3社局で共同企画したものです。
今後も運行事業者の垣根を越えた共創の取組

を通じて、利用者の利便性向上を図りつつ、持

続的な公共交通ネットワークの構築に取り組ん

でまいります。

貸切バスの状況について。

貸切バスについては、交通局の収益の柱の1
つであり、社会経済活動の回復に伴い、観光需

要は上向き傾向にありますが、昨年度から運転

士不足に伴い受注制限を行わざるを得ない状況

にあります。

令和6年度においては、これまで5営業所に分
散していた貸切バスを、需要が多い長崎、諫早、

福岡の3営業所に集約するとともに、長崎営業
所を貸切バスと高速バスの専用営業所にするこ

とで、効率的かつ安定的な稼働を実現していく

こととしております。

今年度の貸切バスの受注については、クルー
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ズ団体や企業等の一般団体旅行が増加しており、

貸切バスを集約化した効果を見極めるとともに、

令和5年度に実施した運賃改定の効果の検証を
行い、増収増益を目指していきたいと考えてお

ります。

なお、運賃改正については、単価増の反動に

よる需要減の可能性もあることから、今後も市

場の動向を注視しながら適切に営業判断を行い、

営業所の集約効果と併せて収入確保を図ってま

いります。

「長崎県行財政運営プラン2025」に基づく取
組について。

「長崎県行財政運営プラン2025」に掲げる交
通局関係の項目に関して、その主な取組内容を

ご説明いたします。

「人員・給与の適正管理」については、コロ

ナ禍等を踏まえ効率的な職員配置を行っており、

引き続き需要等の変化に対応した適正な人員配

置に取り組んでまいります。

「環境の変化に対応した公共事業サービスの

提供」については、収支改善対策としてダイヤ

編成等の効率化や資産の有効活用等に取り組ん

でおり、引き続き経営計画後期5か年行動計画
に基づき、収支改善の取組を着実に推進してま

いります。

「公共用施設等総合管理の推進」については、

老朽化している営業所施設やバスの更新を適切

に進めてまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。

【岩﨑管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料についてご説明いたしま

す。

1,000万円以上の契約案件についてですが、本
年2月から3月までの実績は、資料2ページに記
載しておりますとおり5件でございます。また、
本年4月から5月までの実績は、資料6ページに
なりますが1件でございまして、計6件となって
おります。

以上をもちまして補足説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、次に、議案外所管事務一般について、ご

質問はありませんか。

【 庭委員】局長説明の中から何点か質問をさ

せていただきたいと思います。

最初に乗合バスの状況についてというところ

で、バスの乗り方教室などいろいろされていま

すが、この中で、今はICT化も進んでいるかと
思うんですが、ICカードの利用率と現金の利用
率がどれくらいなのか、教えてください。

【柿原乗合事業部長】乗合バスにおける運賃収
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受でございますが、定期券、回数券を除いたと

ころで、大体で申し上げますと、現時点でICカ
ードが7割から8割の利用率という形になって
います。

【 庭委員】 7割から8割と増えている状況か
と思います。

熊本では、ICカードを、システムの更新の時
に廃止するというお話があるんですが、長崎県

としては、どこかで更新はしていかないといけ

ないと思うんですけれども、そのような状況に

陥らないのかどうか、お伺いします。

【柿原乗合事業部長】確かに報道等で熊本の事

例は報道されております。

それぞれのICカードの沿革等を簡単に申し
上げますと、私ども県営バスは、長崎の他の事

業者と一緒でございますが、令和2年6月に全国
相互利用のICカード「nimoca」を導入したとこ
ろでございます。

一方、熊本の状況は、市電とバス事業者がご

ざいます。市電は平成26年に「nimoca」を採用
されていまして、バス事業者の5社は平成27年
に「くまモンのIC CARD」という地域カードを
採用したと承知をしているところでございます。

報道等によりますと、熊本では機器更新等にか

かる費用が課題になっているとお伺いしており

ます。ICカードを導入した後の経過期間は、私
どもが4年に対しまして、熊本では9年から10年
という状況です。

この報道がありました後、私どもは「nimoca」
に確認をいたしました。「nimoca」を導入して
いる熊本の市電が使っている機材と、私どもが

使っている機材はちょっと違うと。具体的に言

うと、市電はメモリロード方式というメモリー

カードを使ってデータをやり取りする方式、私

どもを含めます長崎の事業者は通信方式を使っ

ておりまして、使用している機材も異なります

ので、熊本と同じような状況にはないと聞いて

おりますし、私どもとしましても、直ちに更新

が必要な状況ではないと認識をしております。

【 庭委員】便利な機能があったのがなくなる

のは、バスにますます乗らなくなるのではない

かと思ってお聞きしました。

もう一つ、高齢者向けフリーパスとはどのよ

うな内容なのか、教えてください。

【柿原乗合事業部長】大村市でやらせていただ

いた「バス乗り方教室」でご紹介したのは、か

ねてからございます「プラチナパス65」という
商品でございます。

高齢化の進展に伴いまして、高齢者の移動手

段の確保とか、サービスの充実を後押ししよう

じゃないかということで、65歳以上の高齢者の
方を対象に、県営バスの路線が定額で乗り放題

になる定期券、フリーパスを販売しています。

県営バスの路線の全線を乗れる「全線フリー」

と、長崎、諫早、大村のエリア限定の定期券、

フリーパスを販売しております。

そういったご紹介できる機会を通じて利用の

選択肢を提示して、できればご利用いただこう

というところでございます。

【 庭委員】このフリーパスを使っておられる

方がどれくらいいるのか、もしわかったら教え

てください。

公共交通機関、バスも使うのが少なくなって

いるし、高齢者の方が車の免許証を返納すると

バスしかないというところでは、市町によって

違うんですけれども、佐世保ではバスの無料パ

スみたいなものを出していると。県内の県営バ

スが走っている市町で、無料パスを発行してい

るところを把握していたら、それも一緒に教え

てください。
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【柿原乗合事業部長】プラチナパスは、試験導

入を1年した後に、平成30年9月から販売を開始
している商品でございます。平成30年、発売当
初の数字が835人ほどでございました。近年は、
コロナ禍の中で増減は多少ありましたけれども、

1,200人ほどの方にご利用をいただいている状
況で、ここはあまり大きく数字は変わっていな

いところでございます。

それから県内各地、私どもの沿線市の中での

高齢者助成ということでございますが、無料と

いうところはございません。長崎市、諫早市と

もに、制度上若干異なりますが、年間5,000円程
度をそれぞれの方に助成をされている状況はご

ざいます。

【 庭委員】 次に、「my route」限定のデジ
タルチケット、「バス・路面電車共通8時間フ
リーパス」を販売されると、九州MaaSの先行
でということですけれども、九州MaaSをもう
少し詳しく教えていただければと思います。

【柿原乗合事業部長】 「九州MaaS」は、来月
8月から本格サービスインとなります。MaaSと
いうのは、「Mobility as a Service」の頭文字
を取って「MaaS」というふうに言われており
ます。

直訳をいたしますと、「Mobility」というの
は様々な公共交通機関です。「as a Service」が
「1つのサービスとして」ということになりま
すので、いろんな交通手段が一つの交通、ネッ

トワーク化したうえでサービスとして提供しよ

うというようなものかと思います。

九州MaaSの取組は、九州全体で取り組んで
いこうじゃないかということで、以前から準備

委員会等を踏まえてずっと検討されておりまし

て、今年の4月に設立をしたところでございま
す。

主だった交通事業者は結構、参画をしていま

すし、もちろん私どもも参画をさせていただい

ております。現時点で、交通事業者であるとか、

その他関連事業者とか、合わせて80者ほどの事
業者が加盟して、今後、それらが連携した形で

輸送サービス、商品等を提供していこうという

形になろうかと思います。

【 庭委員】 ご説明ありがとうございました。

その中でメリットとデメリット、デメリットは

ない方がいいんですけれども、あれば教えてく

ださい。

【柿原乗合事業部長】 MaaS自体が、まだ新し
い取組です。今回のものは、いろんな事業者の

共創、共に創っていく形になります。昨今の交

通事業者は特に厳しい状況で、単独の事業者だ

けではなかなかなし得ないネットワークなどを、

こうした共通のMaaSアプリ、「my route」で
すね、プラットフォームを使って一つのネット

ワークとしてお客様に提供することができる、

利便性の向上が図られるといったところがメリ

ットかと思います。

デメリットというのは、申し訳ありませんが、

現時点ではちょっと考えつきません。

【 庭委員】 わかりました。ぜひ、利用者の利

便性が上がればいいかなと思います。

最後に、長崎県行政運営プラン2025に基づく
取組の中で、老朽化している営業施設を今後適

切に更新していくかと思うんです。やはり働く

方の職場環境改善はすごく重要かなと思うんで

すが、今、老朽化している施設がどれくらいあ

って、今後どのように進めていくのか教えてく

ださい。

【岩﨑管理部長】交通局が現在保有をしており

ます施設は、八千代町にある本局、各営業所が

5つ、3つのターミナルが主なものとしてござい
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ます。

中でも長崎バスターミナルが60年、大村バス
ターミナルが50年という形で、老朽化が進んで
いる状況でございます。

営業所につきましても、長与営業所が50年、
大村営業所も53年と、それぞれ老朽化が進んで
いる状況でございます。矢上営業所につきまし

ては、現在、解体して新設をするという方向で

調整をさせていただいているところでございま

す。

ターミナルにつきましては、現在、それぞれ

の地域におきまして、再開発という形でターミ

ナル機能を維持するということで計画が進んで

いる状況にございます。それぞれ準備組合がで

きていまして、準備組合においてご検討いただ

いていると、我々も参加した中で検討をさせて

いただいているということでございます。

各営業所につきましては、今、矢上営業所の

解体をやっていますので、それぞれ投資の計画

を立てながら実施してまいりたいと考えている

ところでございます。

【 庭委員】 かなりの年数がたっているので、

早めに建替え等も含めて進めていただければと

思います。以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【本多委員】私、一般質問でも同じような質問

をして、先ほど饗庭委員からも、交通系ICカー
ドの機器の件が出たんです。

熊本の場合は、その更新時期と重なったこと

で、新しくタッチ決済の方に流れていく。費用

が、そっちの方が安いのでそのようになったと

いうことです。

県営バスでの導入が令和2年で、更新時期は
まだ先だというお話だったんですが、具体的に

いつになるんでしょうか。

【柿原乗合事業部長】 ご質問としては、ICカ
ードのシステムをそっくり入れ替えるような大

きな更新がいつ頃になるかというようなお尋ね

かと思います。現時点では、当然まだそういう

予定はございません。

これは私どもの考え方になろうかと思います

が、ICカードのシステムを稼働させるためには、
やっぱり所要の機器が必要になります。単体の

機器で申し上げますと、それはもちろん老朽化

等で交換をしないといけないことは当然ある話

だと思っています。

ただ、決済システム全体を入れ替えるとなり

ますと、入れ替えざるを得ないような理由、例

えば使用している機器の生産がこれ以上ないと

か、交換部品等の供給がないとか、これ以上使

っていくのはできないというような状況があっ

て初めて検討するのかなというふうに思ってお

ります。

ですから、現時点において、私どもは機器等

の更新はございませんし、ICカードの利用率は
高うございますから、当面はICカード決済シス
テムを更新する必要はないのかなというふうに

考えている次第でございます。

【本多委員】熊本は、機器というよりもシステ

ム自体が更新の時期にあったということなんで

すかね。新聞の報道などを見ると更新時期に当

たっていた、費用をかけて更新しないといけな

い時期になっていたというような話です。先ほ

どのご説明だと、導入から9年から10年ぐらい
で、システム自体がもう使えなくなっての更新

だったのか、そういったことが長崎の場合には

考えられないのか、わかる範囲でお聞かせくだ

さい。

【柿原乗合事業部長】先ほど熊本の話をさせて

いただきましたが、これは正式にお聞きしてい
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るわけではございません。私どもは、使ってい

る機器等の内容とか状況とか、つぶさに把握し

ていないところがございますので。

先ほどは、そっくり入れ替えるようなところ

を私たちに置き換えた時にどういうふうに判断

するかなというところでお答え申し上げたとこ

ろでございまして、熊本の状況にまで言及は難

しいかと思っております。申し訳ございません。

【本多委員】はっきりわからないということで

すね。長崎の更新時期についても、まだはっき

りわからないということですね。

先ほど 庭委員は、便利で慣れたものがなく

なってしまうのは不安であるというようなお話

だったんですが、それも1点あるんですが、そ
れよりも、タッチ決済にどんどん変わってきて

いる中で、タッチ決済の導入時期を考えた時に、

その更新時期がわかっていれば、検討とか計画

とかがしやすいんじゃないのかなと思って質問

しておりました。わからないということで、そ

れは大丈夫です。

あと1点、これはちょっと聞いてみたいと思
ってですね。「my route」限定のデジタルチケ
ット、8時間で大人1,200円、このお得具合を教
えていただけませんでしょうか。

多分、私どもが県民の皆様と話になった時に、

「こういうものがあるんです」と紹介して、「ど

れぐらいお得かね」なんて話になった時に、知

っておきたいと思いまして。

【柿原乗合事業部長】ご配慮ありがとうござい

ます。

今回、3社局、私ども、長崎自動車、長崎電
気軌道が連携して1つの商品を出すという初め
ての取組になっています。今回商品構成をする

に当たって、事業者が多ければ多いだけ、どれ

ぐらいの価格設定にするか、どれぐらいのサー

ビスにするか、随分議論をしたところでござい

ます。

一応、8時間という形を絞って価格とのバラ
ンス、お求めやすい価格で、8時間でいけば一
定市内を周遊するぐらいの時間をとれるかなと。

その時に、長崎市内を走っている公共交通機関

であればどれでも利用できますという形が一番

ポイントかと思います。そうした観点を踏まえ

ましてエリア設定も、それぞれの社局で、観光

地と人が集まる地域などを組み入れたところで

す。

私どもでいけば、網場にありますペンギン水

族館を対象エリアに入れて、いろいろ周遊して

いただければというふうに思っております。初

めての試みということもありますので、利用の

状況等を見ながら、今後いろいろ検討を重ねて

まいりたいというふうに思っております。

【本多委員】例えばペンギン水族館を軸に、何

箇所か回って8時間以内に長崎市内を観光しま
す。それに公共交通機関を使った場合、バスで

幾らかかって、路面電車で幾らかかって、もう

一つのバス会社で幾らかかって、通常の運賃が

例えば2,000円です、それが1,200円になる、得
ですとか、そういったモデルみたいなものはな

いんでしょうか。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のようなモデ

ルケースはあった方が確かにいいかと思います。

現時点ではまだ用意ができていないところです

ので、ここはちょっと検討していきたいと思っ

ております。

【本多委員】バスの運賃って、すごく安いじゃ

ないですか。そして、路面電車の運賃もすごく

安いと思うんです。それに何回乗って1,200円に
なるのか。どうでしょうか、皆さん移動する時

に、そんなにバスを5回も6回も乗り継ぐのか。
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ちょっと興味があってというか、どうなんだろ

うなと思って質問したことでございます。具体

例等わかれば、後日でも構わないので教えてい

ただければと思います。

最後にもう一つ。小学生を対象に、夏休み期

間に1,200円で乗り放題でしたね。非常にいい試
みかと思っておりますが、1,200円のパスがどれ
ぐらい発行されているのか、教えていただけま

すか。

【柿原乗合事業部長】 こちらは平成29年から
開始をしております。今回やっている長崎、諫

早、大村のエリア限定のパスの件数で申し上げ

ますと、開始当初は937、平成30年は713、令和
元年度は849というような形で好調に推移して
おりました。

ただ、コロナ禍に入って急落をいたしまして、

令和2年度が145、令和3年度が249、令和4年が
317、昨年度は379という形で、徐々にではあり
ますけれども、回復基調かなと思っております。

昨年度来、新型コロナウイルス感染症が5類
移行になりましたので、チラシ等も大きく刷っ

て、今年も、学校はもちろん、学童などにも周

知を図って利用促進を図ってまいりたいと考え

ております。

【本多委員】非常に便利で、子どもたちには楽

しい試みじゃないかと思っています。

そしてこれを、大久保委員がよくおっしゃっ

ているんですけれども、長崎ピース文化祭の時

期に、子ども向けで企画ができないかと。例え

ば子どもは幾らで、それに同行する親御さんは

幾らみたいなパスができれば、長崎県内を県民

の皆様がしっかり回って、県の良さを知ってい

ただくような動きにもなるんじゃないかと思い

ます。それはすぐに答えるようなお話ではない

と思いますので、検討を要望して終わりにいた

します。

【外間委員】 3点質問いたします。人口減少の
歯止めがかからない中で、人の問題や物流の問

題として2024年問題が上がっており、特に交通
局におかれては、どの部局よりも人口減少対策

の歯止めのかからないことを実感している部局

ではないかと。働き方改革も含めて、お客様を

快適に移動させるという大切な事業を全うする

ためには、あまりにも過酷な状況になっている、

その課題はあまりにも大き過ぎるというふうに

理解をしておりまして、タクシー協会やトラッ

ク協会、こういった物流問題も含めて、交通局

も同じような問題を抱えておられると思ってお

ります。

そういう中にあって人材をどのように確保し

ておられるのかということで、局長説明の2ペ
ージには、高校の新卒者を採用する新しい試み

を出しておられるようです。人材確保をどのよ

うに取り組んでおられるのか、改めてお聞きし

たいと思います。

【岩﨑管理部長】ご指摘いただきましたとおり、

いわゆる2024年問題ということで、時間外勤務
の上限の適用とか、バス運転士の労働条件は厚

生労働省の告示で定められていまして、1日の
拘束時間が年間3,380時間だったのが3,300時
間までとか、休息時間は8時間以上だったのが9
時間を下回らないであるとか、そういった形で

運転士の労働条件の見直しが行われています。

交通局の人材確保でございますが、今年4月1
日における定数に対する欠員の状況は、定数

382人に対して実員が363人と、欠員が19人とい
う形になっております。こちらを交通局全体で

カバーしながら対応している状況でございます。

そうした中で継続して人材確保対策に取り組

んでおりまして、まず、切れ目なく運転士の採
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用試験の実施に努めているところでございます。

令和5年度は9回、今年度も既に2回、採用試験
を実施しているところであります。令和5年度
の受験者数は34名で、うち合格者数が27名とい
う形になっております。コロナ禍の時期におき

ましては、受験者数が10名とか12名とかでした
ので、令和5年度につきましては大きく受験者
数が伸びている状況でございまして、この4月、
5月で新たに14名を営業所に配属し、一定欠員
を解消する努力をしているところでございます。

これに加えまして、経営状況を踏まえながら

処遇の改善を図っていかないといけないという

ことで、そういった取組もしております。これ

まで最初は会計年度任用職員、いわゆる嘱託職

員として入局していたんですが、研修終了後、

営業所に配属する時には正規職員として配置を

する取扱いも含めまして、処遇の改善に努めて

いるところでございます。その他、新高卒者の

採用とか、これまでもやっております大型二種

免許未取得者、免許を持たない方の採用制度に

も力を入れているところでございます。

加えて、今回ご報告させていただきましたバ

スの運転体験会によりまして、バスの運転士に

なりたいけれども、どういう形でやったらいい

のかという方に興味をもっていただく、これは

交通局だけではなく、県のバス事業者全体に興

味を持っていただこうということで実施をして

いるところでございます。こういった取組を通

じて人材確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

【外間委員】様々な角度からご答弁をいただい

たので、一定了といたします。

答弁の中にございました、34名の受験者で、
うち27名を採用したということですね。この
方々は、二種免許を持っていらっしゃらないん

ですね。バスの運転士とかいろいろ、382人の
職員定数に対して19人足らない、それを27人採
用で、免許取得の状況はどうですか。

【岩﨑管理部長】 27名の合格者の内訳を申し
上げますと、免許をお持ちの方が20名、免許を
お持ちでなくて交通局に入局されてから免許を

取られる方が7名でございまして、それぞれ免
許取得に向けて研修や試験に取り組んでいる状

況でございます。

【外間委員】 その7名の方々に対しては、免許
を取るのに30万円ぐらいですか、そういった費
用を交通局で見ることで人材を確保していくと

いうことでありますね。わかりました。

昨日、総務委員会の午後の部をちょっと拝見

いたしまして、公明党の宮本委員が、女性ドラ

イバーの状況について、交通政策課に対して、

いろんなドライバーという観点からの質問だっ

たと理解しますが、県交通局の女性ドライバー

の実態はどのようになっていますでしょうか。

【岩﨑管理部長】交通局におきましても、女性

運転士の確保は、非常に力を入れていかないと

いけない分野だと認識しております。現在、女

性運転士は1名います。例えば女性専用の休憩
室とか、そういった施設の整備は力を入れてい

ますので、そういったものをしっかりアピール

しながら、女性運転士に勤めていただけるよう

に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

【外間委員】人口減少をもろに受けた中で、何

とか職員の確保について大変努力をなさっての

数値をご報告いただいたので、一定了といたし

ますが、人材確保についてはさらに、女性採用

も含めて様々な問題がまだまだ続いてまいりま

すので、ひとつご努力をしていただければとい

うふうに思っております。
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2点目に、料金の設定についてちょっとお尋
ねをしたいと思います。

佐世保の西肥バスが、いつの間にか初乗りが

大幅に上がっていて、ちょっとびっくりしてい

るんです。この間上がったのに、また上がった

なと高値感を非常に感じておりまして、バスの

ダイヤの路線も相当廃止ということでですね。

しかし、一方では無料パスを確保するというこ

とで、大変経営が苦しい状況の中で料金改定を

行っておられるようなんです。

いろいろ考えるところがあるんですが、この

料金の設定の基本は、例えば1キロ幾らという
ふうな単価基準設定は難しいんでしょうか。料

金設定について、端的に説明していただけない

でしょうか。

【柿原乗合事業部長】 バスの運賃の仕組みは、

少し正確ではないかもしれないですが、イメー

ジをつかんでいただくための説明をさせていた

だければと思います。

バスの運賃は公共料金ということになります

で、基本的には総括原価方式というものに従っ

ています。要はどういうことかというと、かか

ってくる原価に対して、利用されるお客様の数

で、一番イメージしていただきやすいのは割り

勘で考えていただけるとよろしいかなと思いま

す。かかってくる費用を想定される利用者の数

で割ったもの、これが料金の基礎になってくる

ということでございます。そこが料金の原単位

みたいなもので、基本的にはキロ当たり幾らで

すよという形で申し上げますけれども、大きな

ところの運賃の考え方、決まり方は、こういう

形で決まっているとイメージいただいて結構か

と思います。

【外間委員】総括原価方式で、原価に対しての

利用数で割り勘のような格好で、キロ当たり幾

らという想定でとご説明いただいて、理解でき

ました。

そうなった時に、長崎バス、西肥バス、県営

バス、それぞれのキロ当たりの単価が出て、そ

れぞれに比較をして、数字を見て、長距離バス

の多い西肥バスとか、循環が多い長崎バスとか、

そんな感じで一定、キロ当たり幾らという料金

設定が出てくるから、値上げについても、その

ような状況で打ち出されたというふうに思うん

です。

話はちょっと違うんですけど、私は、県議会

議員になってすぐ、佐世保市から無料パスをい

ただいて、これが文書交通費の特権かと感じた

んです。無料パスをいただいて、ずっと乗って

いたら、織田 長さんという公明党の先輩から、

「おまえ、それを使うな」と、「県議会議員は

そんなものを使うものじゃないんだ」とたしな

められましてですね。最初は、こんなありがた

いものをと思っていたんですが、ずっと議員を

やっていて、意味がだんだん、だんだんわかっ

てきて、もう絶対に使うまいということで、い

つの間にか廃止にはなったんですけれども。

バスを経営していくうえで、料金をこうやっ

て値上げしていくこともいいんですけれども、

一方では、人口減少で高齢者がどんどん、どん

どん増えてきて、負担がどんどん、どんどん大

きくなってきてですね。先ほどみたいな割り勘

でいけば、割り勘の数字がだんだん、若い世代

にしわ寄せがくる値上げの仕方ではどうかなと

思うんです。

県交通局における値上げについての考え方、

交通局長、何かございましたら、ご見解をいた

だきたいと思います。

【太田交通局長】前回の委員会でもご質問がご

ざいましたけれども、交通局におきましては、
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コロナ禍で減りましたお客様への対応というこ

とで、長崎バスとの共同経営による路線の再編

その他、いろんな形でお客様の需要に対応した

路線の再編をまずやろうということで、現在や

っているところでございます。

コロナ禍で、いろんな形で効率化を図ってま

いりまして、一番大きいのは、車両更新をなか

なか進められなかったこともありまして、現在、

黒字が出ておりますのも、減価償却費がかなり

減っております。そういう形で、通常の経営か

らすると、ちょっといびつな部分もございまし

て、今後、車両の更新、それから人の確保とい

う面からいきますと当然費用も増大してまいり

ますので、将来的には適正な運賃を考えていか

ないといけないかなというふうに思っておりま

す。

【外間委員】まさに交通局長は、経営者の立場

から減価償却費の危機感というのをしっかりと

答弁をいただいたところで、理解ができました。

料金設定についても、今、局長から答弁いただ

いたようなことで適切に図りながら、常に快適

に運行できるようなバス会社であってほしいと

願っております。

3点目は、今日から新札が発行されたという
ことで、新札発行への対応が、県交通局でも機

器等について何かあれば、金額も含めてご答弁

をいただきたいと思います。

【柿原乗合事業部長】本日から新札がというこ

とで、私ども、お札に対応しないといけないと

ころでいくと、バスの中にあります両替機器付

き運賃箱と、あとはターミナルとか空港にあり

ます券売機でございます。

車載機器に関しましては、基本的には年内を

めどに対応を完了したいと考えておりまして、

自動券売機につきましては、9月末までに対応

していきたいと考えております。

【外間委員】 バスは500台強、全てのバスの券
売機を新札発行に伴って入れ替えるんですね。

その金額は相当なものですね。あらかたの数値

をお示しいただければと思います。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時７分 休憩 ―

― 午前１１時７分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【柿原乗合事業部長】車載機等については、お

札を認識するところの対応ということで、そっ

くり入れ替えるわけではなくて部分対応という

形になります。車載器と自動券売機、合わせて

2,800万円ほどかかってくる予定でございます。
【外間委員】 わかりました。以上3点、質問を
終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】 先ほど、nimocaの件で質疑が幾
つかありました。私も、これは非常に気になっ

ていて、本多委員との質疑の中で、次のnimoca
の更新の時期が全くわからないというような答

弁があったんです。非常にそこが気になったん

です。

これは報道ベースですけれども、熊本の交通

系ICカードからの撤退は、2016年に熊本県の5
社が導入をして、25年3月末で保守契約が切れ
ると、更新には約900台の機器を入れ替える必
要があり、全体で12億1,000万円が必要と見込
まれると、そういう報道だったわけです。

そこから考えたら、長崎県の今のnimocaは、
何らこういった予定がないのか、答弁を聞いて

疑問に思ったんですよね。

令和2年に導入されたnimoca、当時、私も委
員会に所属しておりました。長崎バスがエヌタ
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ス地域創生カードで、どうするかという議論が

ありましたね。

その時に決め手となったのは、莫大な設備導

入費用の多くを、国が臨時的な補助金をつくっ

て、これを使うからnimocaにするんだというの
が交通局の判断でした。その時の判断は、私は

間違っていないと思います。

思うんだけど、今回の熊本の事例があるよう

に、更新に関してのいろんな設備投資とか、も

しくは実際に使っているnimocaのロイヤリテ
ィ、手数料とか、こういったものを長期的な視

点に立って検討しておかなければいけないこと

だと、死活問題だと思うんですよ。

例えばインバウンドで外国人の方がたくさん

増えてきた時に、交通系ICカードを使えるかと
いうと、インバウンドの方々は使わないですよ

ね。クレジットカードとかタッチ決済を使って

くると思います。だから、将来、この10年先ぐ
らいを見越した時にどうあるべきかというのは、

絶対に考えておかなければいけないと私は思う

んです。他社の状況とか、国内の動向とかも。

もう一回聞きますけど、本当にnimocaの更新
の予定が保守契約とかで結ばれていないのか、

そのあたりはどうですか。

【柿原乗合事業部長】 nimocaを運営するに当
たって、保守契約は毎年毎年結んでおります。

先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、現時点

では更新の予定はございませんし、私どもとし

ても、積極的に今、更新が身近にあるという認

識がないということでございます。

ただ、委員ご指摘を踏まえて、確かに先ごろ

こういうお話がございましたので、私ども、機

器は違えども、そういう可能性がないのかとか、

また株式会社nimocaとも情報交換を重ねて、少
し検討をしていければというふうに思っており

ます。

【深堀委員】繰り返しになって申し訳ないんで

すけど、現時点で更新の必要性はもちろんない

んでしょう。莫大な投資をして使っているわけ

だから、今流通しているわけで、それはいいん

だけど、長期的に見た時にこのままでいいのか

と、そこは検討しておく、調査・研究しておく

べきだと思うんですよ。社会がこう動いている

わけですから。

保守契約は毎年と言われていましたね。じゃ

あ、その費用がどれくらいなのか。手数料、

nimocaに対して払っているそういった料金の
水準が、タッチ決済に切り替えた時にどれくら

い違うものなのか、そういったところまで研究

しておくべきだと私は思うんですよ。どうでし

ょうね。

【太田交通局長】委員のご質問の趣旨はよく理

解をするところですけれども、長崎県内の交通

ICカードの導入の経緯からいきますと、nimoca
の前のICカードの時も、県内のバス事業者で一
緒になってシステムをつくりまして、そして

nimocaの時には、長崎バスは別ですけれども、
西肥バス、電気軌道、併せてnimocaの導入を図
っております。まだ令和2年に導入したばかり
でございますので、今のところ、nimocaを導入
した県内のバス事業者、長崎電気軌道も含めて、

そういう話題にはなっていないということです。

更新の時期というのがあります。機器が相当

な高額になるということで、熊本でも、その資

金をどう工面するかという部分で、新しい方式

は国からの補助金等が受けられるということで、

そういうふうな転換を図ったと新聞情報等では

認識をしているんです。

ICカードを含めた決済方法は、日進月歩で変
わってまいります。今の段階で検討していても、
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来年はまた違った方法が出てくるかもしれない。

ですから、果たして常に研究しておく必要があ

るのかどうかというのもまたあるかと思います。

前回、nimocaを導入した時、前システムが10
数年たった後に検討していったということもあ

りますので、まだ今は5年もたたないというこ
とで、各事業者とも、まだそういう土壌にない

というような状況かと思っております。

そういう段階になれば、当然どうするんだと

考えないといけないわけですので、それはそれ

として、その時代に合った、経済的にも一番利

用しやすい方法とか、そういうことを勘案して

検討していくことになろうかと思っております。

【深堀委員】 局長、ありがとうございます。確

かにおっしゃるとおりですね。今、検討してお

かなければいけないことではなくて、もう少し

先でも、その時に応じた最良の選択をしないと

いけないということですね。それは理解します。

先ほど言ったnimocaを使っていることに対
する手数料とか、こういったものはどれくらい

かかっているのか。毎年保守料を払っていると

いうことでしたね、保守契約しているというこ

とでした。それはどの程度払っているのか。

【柿原乗合事業部長】台数等が少し変わってく

るので、年度によって若干異なりますけれども、

nimocaをやるうえで、センターサーバーみたい
なものの保守を払ったりとか、ネットワークの

運用保守を毎年お支払いしているところでござ

います。額的には、双方合わせまして300万円
ほどお支払いをしているような状況でございま

す。

それから、SFの決済手数料の話がありました
けれども、総額は、nimocaを運営するのに毎年
コンスタントにかかってくる経費、先ほどの運

用保守費も含めて、システムの利用料であると

か、あとはシステム端末の保守等も入るんです

けど、約2,000万円ほど毎年かかっているような
状況でございます。

【深堀委員】今後の話でしょうけど、社会環境

の変化で、全国共通の交通系ICカードが今まで
一人勝ちをしていたわけですけれども、それが

時代の流れの中で変わってくる、そういった時

にどういうふうに判断をしていくのかというの

は、もちろんこれは交通局だけじゃないですか

ら、一緒にやっている事業者の皆さんもいらっ

しゃるわけで、そこはしっかり皆さんと協調し

ながらやっていかなければいけないので、今後

の推移を見守っておきたいと思います。

次に、今のバス業界、公共交通、非常に厳し

い状況の中で、共同経営とか、いろんな効率化

をやってきているわけですけれども、広島にお

いて、「バス協調・共創プラットフォームひろ

しま」というものが立ち上がって、いろんなバ

スの設備、電気自動車の話もあるんですけど、

こういったものの設備を共有化して、交通事業

者ごとの負担を少しでも軽減する取組がスター

トしたという報道を目にしました。

県営バスとしても何かしら、こういった発想

のもとで、より効果的な設備管理とか車両の効

率化とかを図れないものか、研究をしていって

ほしいと思って質問をしています。何かありま

したら。

【柿原乗合事業部長】今、委員がご紹介されま

した広島市の事例は、広島モデルというふうに

言われておりまして、これは恐らくですけど、

いろんなバス会社が注目している取組だと思っ

ております。

この取組自体は全国初のものでございまして、

バス事業における、言ってみれば上下分離方式

を含んだところで、広島は8社ほど事業者がご
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ざいますが、8社の事業者と広島市が官民共創
の取組を行うというようなものでございます。

先ほどご紹介がありましたように、4月に市と
事業者からなるプラットフォームが立ち上がっ

て、路線最適化などの共同事業を行ったり、EV
バスであるとか充電設備であるとかといった基

盤整備、もしくはその後の保守管理業務を担っ

ていく組織として立ち上がったものと認識して

います。ここは先々、法人化も予定されている

ということでございます。

こうした取組は、非常に斬新なというか先進

的な取組であると認識しています。今後、この

モデルがどういうふうに具体化され、効果等が

出てくるのか、やっぱり私どもも興味、関心を

もって注目してまいりたいと思いますし、その

結果、取り入れられるのがあったら取り入れる

ように、今後も継続して研究してまいりたいと

思っております。

【深堀委員】まだはっきりとした成果がなかな

か見えづらいですけれども、しっかり注視して、

長崎にも先進的な好事例を取り入れられればい

いと思いますので、ぜひお願いをしておきたい

と思います。

最後にもう一つだけ、職員の福祉施策に関し

てです。地方公務員の定年延長がスタートして

います。当然交通局の職員の方々の定年も延長

してきているわけですが、そこで課題といいま

すか、60歳を迎えた職員の方々の給料が減額さ
れますね、7割程度と言われています。
そのことによって、今まででいけば60歳定年

で退職金をもらえていた、そういう人生設計を

組まれていた方々が、定年が延長することによ

って退職金が出ない、給料は7割に減額される。
これは直接当事者の方から相談を受けた事例

なんですけど、そこでローンとかの返済ができ

なくて、退職金をどうしてももらいたいがため

に、やむなく退職したというわけですよ、退職

金をもらうために。これは、県の例えば本庁の

職員の方々と県営バスにいらっしゃる運転士の

方々の賃金体系は違いますから、水準も違うの

で、これは県営バス独自の問題だとは思うんで

すけど、貴重な運転士の方々、本当は働きたい、

定年延長はいいことだけれども、人生設計の中

で、退職金が出ないことによってやむなく辞め

ていった人がいると。

そこを救済するといいますか、お金を出せと

いうことではなくて、何かしらの例えば貸付制

度をつくるとか。ここ何年かの間ですよ、60歳
から65歳に段階的に延長していく過程の中で、
期間限定でいいので、激変緩和措置みたいな、

退職金が出ないことによってローンの返済が困

るような方々のための貸付制度とか、そういっ

たものをつくっていくことが貴重な人材を維持

していくのにも非常に有益だと思ったんです。

県営バス独自でできること、できないことは

あるとは思うんですが、そういった実情を鑑み

て、何かしら対策を考えているのかどうか、お

尋ねします。

【岩﨑管理部長】委員ご指摘いただきましたと

おり、運転士の方、職員の方に安定して長く働

いていただくことが非常に重要だと我々も考え

ております。

先ほど話がございました定年延長につきまし

ては、60歳の方が61歳になって退職金の支払い
が遅れるという前提のもとに、私どもとしても、

あらかじめ生活の支援を、制度を設けて対応し

ていくべきじゃないかと検討した経過がござい

ます。

長崎県の職員互助会というものがございます。

そちらは職員に対する貸付制度などを持ってい
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る団体でございます。交通局そのもので貸付制

度を設けるのはなかなか難しい状況でございま

したので、令和4年度に職員互助会に働きかけ
を行いまして、令和6年度から、交通局限定に
なりますが、交通局の職員に対する新しい貸付

制度を設けていただいております。

制度につきましては、現在、互助会の方で調

整をされているところで、近日にも制度がリリ

ースされるとお伺いしております。内容につき

ましては、先ほど委員がおっしゃった激変緩和

という形でございます。令和6年度から令和7年
度、合計90万円を限度としまして、年度内に2
回の貸付けが可能だという制度を、互助会で交

通局の職員向けに新たにつくっていただいてい

ます。

こういった制度を、近日リリースされました

ら直ちに全ての職員にお知らせをしたうえで、

今後の生活の支援という形で利用していただけ

ればと考えているところでございます。

【深堀委員】非常にいい仕組みを、働きかけて

つくっていただいたというふうに評価をするん

ですけど、いかんせん、そういう取組を水面下

でやっていたのであればね。

どこまで言えるかという話ですけれども、交

渉もいろいろあったとは思いますが、働く方々

に安心感を持ってもらうための周知なり、なん

でできなかったのかなと。実際に辞めてしまっ

ている人がいるわけですよ。それがあったら、

多分辞めなかったと思います。まだ制度はスタ

ートしていないわけですけれども、そういった

取組をやっているんですよということが何かし

らアナウンスできていればというふうに、私は

ちょっと残念に思ったのでね。

できればできたで、しっかりと従業員の皆さ

んに周知徹底を図って、利用してもらうよう働

きかけを、ぜひお願いをして終わりたいと思い

ます。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】続いて質問させていただきます。

私、まだ1年ちょっとの県議会議員生活の中で、
交通局は2回目の委員会でございます。前回も
ちょっと質問させていただきましたけれども。

今回は、交通局の中期経営計画後期5か年に
入っているということで、資料もいただきまし

た。これによれば、5か年の中で令和5年から令
和9年の中で4億円超の赤字の見込みがあるこ
とから、様々な、路線バスの再編だとか資産活

用、県央バスの廃止、貸切バスの適正化などを

して、この5年間で9億2,000万円の効果を見通
して、対策企業債もしっかり改善していくとい

うことだと思います。

令和5年から10か年の後期が始まっておりま
すが、その決算状況と、今期の見通しがわかれ

ば教えていただきたいと思います。

【岩﨑管理部長】経営計画の進捗状況でござい

ます。令和5年度におきまして、経営計画では
4,400万円の黒字という形で計画をしておった
ところでございます。令和5年度の決算見込み
は3億4,300万円の黒字で、計画比で約3億円の
プラスという形になっております。

主な要因でございますが、計画策定時が令和

4年度、コロナ禍からの回復期で、運輸収入も
その時点の見込みを基に立てた経過がございま

す。計画時点、運輸収入につきましては37億
5,000万円程度を見込んでおりましたが、今回ご
報告させていただいた決算の見込みでいきます

と約40億円という形で、こちらがプラス3億円
となっております。

主な内容でございますが、コロナの5類移行
もございまして、空港リムジン、県外高速含め
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て利用者が増えていることと、計画を策定した

後に、空港リムジンについて運賃の改定をさせ

ていただいております。1,000円だったのが
1,200円という形に改定をして、リムジンの運賃
改定の効果が9,000万円ほどと見込んでいます
ので、こちらも含め決算見込みで約40億円程度
と考えております。

費用の面でいきますと、人件費等について縮

減をしつつ、また大きいのが特別利益で、本原

の公舎の跡地が想定は1億5,000万円程度で売
れるんじゃないかと思っておりましたが、実際

は2億1,000万円程度で売れたこともございま
して、この分が上振れをしている状況にござい

ます。

令和6年度につきましては、今年度の当初予
算の中に計画という形で織り込んでおりまして、

収支ベースで4,200万円のプラスと見込んでお
ります。令和6年度当初も4,300万円と、それぐ
らいをぜひ達成できるようにと、現在は力を注

いでいる状況でございます。

【大久保委員】先ほどからあるように、運転士

の確保とか、燃油高騰から、働き方改革も運輸

関係、交通関係は厳しいと思います。そういっ

た再編をしながら努力されていることを感謝申

し上げないといけないというふうに思っており

ます。

今回不動産の売却に伴う収入もあってとか、

コロナ禍が明けて想定よりも早く動いたところ

もあって、昨年度は黒字が増えたということで

あったと思うんですが、依然としてこれからの

先行き見通しは、交通で見ればやっぱり厳しい

ものだというふうに思っております。そういっ

たところでの改革を、毎年しっかりと計画的に

進めていただきたいと思うんです。

以前、交通局に関して、あり方検討みたいな

話があったと聞いたことがあるんですが、私は

当時いなかったので、あり方検討はどういった

ことが議論されて、どういった結論になって今

があるのか、ご存じなら教えていただきたいと

思います。

【岩﨑管理部長】県営交通事業のあり方の経過

でございますが、平成12年3月に県議会で行財
政改革等特別委員会が設けられまして、行政の

あり方を考えていく中で公営企業、これは病院

と交通という整理でございましたが、その役割

と経営健全化を検討していくという形になりま

して、この中では、県営バスとして存続すべき

という意見と、民営化すべきじゃないかという

意見と両方あったと理解をしています。

それを受けまして、県議会において行財政改

革に対する意見書が平成12年に発出されまし
て、この中で交通局関連では、県営交通事業の

存続のあり方について検討を行うべきじゃない

かと、平成12年に意見書として提出されたとい
うことでございます。

そちらを踏まえまして、県におきまして県行

財政改革大綱を平成13年に出して、その中で交
通事業のあり方検討懇話会を設けて、そこで検

討をされて、平成15年6月に意見書を知事に出
されたという経過でございます。その中では、

民営化であるとか独立行政法人、株式会社形態

とか、そういった形で検討されているんですけ

れども、より自由度の大きい経営形態に移行す

る方が望ましいんじゃないかということで、検

討するようにという意見書をいただきました。

それを踏まえまして、平成16年2月に、県営
交通事業のあり方方針を県が出しております。

こちらも検討を重ねたところで、その結論とし

ましては、地方独立行政法人につきましては、

公営企業を上回る効果が期待できないこと、県
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等出資の株式会社につきましては、移行時に多

大な財政負担が生じる、移行後にも収支悪化が

見込まれるということで適当ではないとされて

おりまして、完全民間移譲につきましては、不

採算路線の維持、職員の雇用確保の観点から現

段階では困難であるということで、当面地方公

営企業として存続するという方針が出されてお

ります。

【大久保委員】 平成12年から動き出したあり
方検討委員会、もう24年たっているんでしょう。
先輩議員でも、この当時をどこまで知っておら

れるのかと思うんです。

前回も、このあり方については少しお尋ねし

たんですけれども、長崎県が全国で唯一経営を

している理由というか、確たるところが聞けな

かったような気がしてですね。

しかも議会の中で聞くに当たって、なかなか

そういう話を聞けなかったり、数年前に一般質

問であっていたりということで、あり方検討会

で決着がついたことが、今、この議会、議員の

中でしっかりとおさまっていないのではないか

なと私は思っております。

と申しますのも、先ほどちょっと話がありま

した県央バスの話もそうですし、経営って、10
年20年見た時に、一つの方向を決めたとて、そ
こは修正も出てくると思います。その最たるも

のが県央バス株式会社じゃなかったかなと思っ

ております。

ともすれば、20年以上たつのであれば、再度、
この県営バスのあり方、今後の進め方を、議員

も新しくなってきたところで、県議会でかける

案件なのであれば、そういったことも必要なん

じゃないかなと、私はこういうことも考えたり

しております。

そこで、今回こういう機会をいただき、私は、

民営化だけじゃなくて、地域交通の中で大まか

には長崎、大村、そして諫早、3市が大きな地
域交通を担っていると思っております。そこで

の例えば三セクとか、先ほどの独立行政法人も

そうですけれども、そういったあり方は考えら

れないのか、今はどのように局長として思って

おられるか、お尋ねします。

【太田交通局長】県営バスのあり方については、

先ほど管理部長から経緯等についてお答えをし

ております。

交通局長としての立場で、あり方について物

申すような立場にはないというふうに思ってお

ります。これまでも県内部で検討する際には、

地域振興部を中心にして、そういう検討をして

きた経過がございます。ですから、私の立場と

しては、今、交通局長として交通局の事業管理

者としての立場で経営をやっているということ

で、これに邁進をしていきたいというふうに考

えております。

【大久保委員】局長の立場は重々承知した中で

お聞きしました。

要は、今、この交通局、県営バスの位置づけ

がこのままでいいのかと、私だけじゃなくて思

っておられる方がいます。すなわち県営バスの

今後のあり方が、まだ私も勉強不足であるし、

説明も受けていないというか、そういったとこ

ろがあるんじゃないかということで、先ほどの

広島モデルじゃないですけど、県営バスの90年
間の歩み、この礎、これからの県営バスの運営

に将来的展望がどうあるのかというのが、正直

私はまだわかっておりません。

そのあたりを今後、私はこの委員会にずっと

は属しませんし、ほかの1期生の議員でこの委
員会に来ていない議員もおりますので、そのあ

たりをどうこうと、いきなりの提案をしました
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けど、その手前の説明というか、理解できるよ

うな機会をいただきたいなとも思っております。

その中で、全国で唯一の県営バスのこれまでの

あり方と今後のあり方を説明いただきたいと。

それをもって、長崎県の県営は誇りある県営な

んだということをしっかりとものにして、共有

して、今後の議論を進めていきたいというふう

に思っておりますけれども、いかがでしょうか。

【太田交通局長】なかなか答えにくいご質問で

すけれども、県営バスが現在の形になっており

ますのは、昭和9年に雲仙国立公園ができた時
に、お客様を運ぶという趣旨で事業を開始した

と認識をしております。

バス事業というのは、地域に根差したそれぞ

れの会社がありまして、それがたまたま、いろ

んな経過を経て現在の県営バスの形になった。

地域的には、路線バスが中心に走っておりま

すのは長崎市と諫早市と大村市ですけれども、

以前は島原半島もありました。貸切バスに至っ

ては、現在は県内と福岡県にも拠点を持ってお

りますので、かなり広域でやっております。そ

れと、広域の路線ということでいけば長崎－佐

世保線等々、県外の高速バスもやっております。

地域で限定をした形という捉え方もあります

けれども、全体として長崎県の発展のために県

がバス事業をやっているんだという認識で私は

おるんです。ですから、これから先も、将来的

にも県の観光振興とか公共交通を維持していく

一翼を担っていくという面で、県営という形で

の経営を続けていくというのが今の一つの考え

方であろうというふうに思っております。

ですから、その時々で、いろんな形で厳しい

経営状況にあるんですけれども、常に経営効率

化なりの計画を立てながら、それを皆さんにお

示しすることで県議会の了解もいただきながら、

こういう形で経営をやっていくということを常

に示しながらやっていっているということにな

るかと思います。

ですから、こういう委員会の場で、いろんな

ご審議をいただく中で県営バスの状況を常に発

信しながら、これからもやっていきたいという

ふうに思っております。

【大久保委員】誤解しないでいただきたいのは、

今やられている事業は本当に必要で、地域交通

をしっかりと担っていただいております。そう

いった事業を責任をもってされているのは重々

認識しております。

あとは経営形態によって、いろんな拡張性が

あって地域交通を担うことにもなるんじゃない

かという声もあるということです。だからそこ

を、数年に一度なのか、定期的に示していくこ

とは大事なんじゃないかなというふうに思って

おりまして。

そこは、随分前に私らが知らないあり方検討

委員会で話されたことと今の計画は、多分、話

をしている質が違うと思うんです。内容が違う

と思います。それを定期的にする時が、四半期

に一度なのか、10年20年に一度なのかはわかり
ませんけど、そういうのをする必要もあるので

はないかと。全国で1つしかないので、先進事
例がありません。唯一ですから、やっぱり自分

たちであり方を検証していくのは大事なんじゃ

ないかなというふうに私は思っております。

これ以上議論するとあまりに深くなりますの

で、ここでとどめたいと思っております。答弁

は結構です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】確認というような感じでお聞きし

ますけれども、今の交通局のもとに、県央バス

の話は先ほどしたけれども、小会社が幾つある
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んだったかね、子会社、株式会社が。ちょっと

聞かせてください。

【岩﨑管理部長】交通局が出資している子会社

は、先ほどおっしゃった県央バスのほかに、県

営バス観光という観光とかターミナルの管理を

実施しております子会社がございます。その2
社でございます。

【田中委員】そうすると、今あるのは県営バス

観光株式会社だけなんだね。しかし、これは歴

史が結構古いみたいだね。62期とか63期とか決
算の関係はなっているからね。昔からあったと

いう記憶が私はあまりなくて、申し訳ないんだ

けれども。

ただし、この内容がたまたま出ていたので見

せてもらったけれども、単年度だとは思うけれ

ども、赤字は好ましくない。株式会社で赤字は

好ましくない。県営バスの子会社が赤字だとい

う話には、ちょっと納得できないところがある

ので、この年度だけで。

資本の関係を見ると、7,118万円ほど純資産が
残っているので、1,000万円ぐらいの赤字は仕方
がないかなという感じもするけれども、やっぱ

り赤字はだめだよと、私は昔からしょっちゅう

言っている。赤字体質だったら、県営バスも存

続の意味がないよと。

県営バス観光の中身をちょっと見せていただ

いて、受託事業が大きな柱になっているけれど

も、受託事業というのは何だったかね。

【岩﨑管理部長】受託事業が、先ほど申し上げ

ました長崎、諫早、大村の各ターミナルにおけ

る定期券の発行であるとか、そういった窓口業

務等を交通局から委託しているものでございま

す。

【田中委員】県営バス観光株式会社は、職員数

が何人ぐらいおられるのか。資本金は1,500万円

ということになっているね。職員さんがどのく

らいおられるのかということだけ聞かせてくだ

さい。

【岩﨑管理部長】職員につきましては、合計で

46名という形になっています。
【田中委員】 もちろん株式会社の職員だから、

県の職員とは直接は関係ないですよね。あくま

でも、交通局の中でも全員が県の職員ではない

わけで、株式会社は株式会社としてやっている

と。

県央バスにしたって、県営バス観光にしたっ

て、一つの何というかな、効率的な経営という

ことで、私は、それはそれとしてやるべしと。

公営交通、はっきり言ってちょっとやれないよ

うな、非難を受けるような業務があることはあ

ったのよ。例えば広告にしたって、飲食関係と

か何とかの広告を受けるのはおかしいじゃない

かとかね。そういう議論の外側でこういうこと

をやって交通局の体質を高めると、財務内容を

高めるということで、私はプラスだと思って今

まで容認してきたんだけれども、マイナスはだ

めだよということだけ話して終わりたいと思い

ます。

【太田交通局長】長崎県営バス観光株式会社に

つきましては、役員は交通局の幹部職員が担っ

ております。そして、社長は私が務めておりま

して、経営的にも、できるだけ健全経営ができ

るようにということで進めております。

経営的には、コロナ禍で観光がなかなか思う

ように伸びなかったこともありまして、令和2
年から厳しい状況でございました。昨年の令和

5年度の損益計算書を見ていただきますと、
1,100万円の赤字となっております。これは、税
効果会計というのがございまして、それをとっ

ていたんですけれども、今回、それを解消して、
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中小企業に合った形での決算に移行しようとい

うことで、1,200万円ですか、法人税等調整額と
いうのを一括で計上した関係で赤字となってお

りますけれども、通常の決算でいけば黒字にな

っているというふうに考えております。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５２分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動につきまして協議したい

と思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長に一任」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと思います。

以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

お疲れさまでした。

― 午前１１時５６分 閉会 ―



観光生活建設委員会委員長 千住　良治

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 徳永　達也　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県の事務処理の特例に関する条例及び長崎県海域管
理条例の一部を改正する条例（関係分）

原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

計  ３件  (原案可決  ３件）

観光生活建設委員会審査結果報告書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和6年7月3日

記

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 77 号 議 案

第 80 号 議 案

第 81 号 議 案

－132－



委  員  長      千 住  良 治

副 委 員 長      初 手  安 幸

署 名 委 員      深 堀  ひろし

署 名 委 員      ご う  まなみ

書  記   川 下  彩 香

書  記   髙 栁  雄一郎

速  記   (有)長崎速記センター


